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全国監督課長会議配付資料 （平成27年2月18日）

監督No.1 ｜社会保険労務土法の改正について

監督No.2 ｜全国企業倒産状況

監督M l全国の企業倒産件数の推移

監督M ｜未払賃金立替払実施状況

監督No.5 ｜社会保険労務士法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

総務No.1 l過労死等防止対策推進全国センター結成総会配付資料（抄）

総務No.2 ｜平成田年度各地域における民間団体主催回シンポジウム等開催状況

総務M l過労時防止対糊進協融関名簿（平成2開閉7日現在）

細 川 l蹴硝の防止のための対策に関する大綱について

総務No.5 ｜過労死等防止対策の推進｛平成27年度新規予算（案）の概要｝

政策No.1 ｜今桂田労働時間法制等田在り方について（報告）

政策No2 1帥拍車の一層の推進

政 策 削 除ひと・しごと創生「醐ビジョンJ内合戦略Jの全体像

政策M ｜『働吉方」の見直し畑仕施策について（平成27年度）

政策No.5 ｜「朝型」の僻抑制長時間労働の抑制等に係る提言等白いて

政策M l「朝型Jの働問等の推進

政策No.7 ｜地方創生時現に向けた休暇取得促進のための環鯉備

政策No.8 ｜各都道府県にお同醐勤務環境改善支援セン←の設置状況等

鴨 川 ｜「害防正社員』由普及・拡大 （平成27年度の封取組）

政策N。10 1生活困窮者自立支援制度について仲間的就労）

安衛No.1 ｜平成羽年労働災害発生状現

安衛No.2 ｜労働安全衛生規則の髄改正する針案の概要

掛 川 ¥s丁駅転送災害防止プロジェクト叩15

安衛M l過労死等防止対策推進法の概要

掛川 ¥>'::..-$li＂＂ルスに係るポータJけイトメー岬融口について

掛 川 ｜過労死等調査研究セン←の設置及び研究同容等

安衛No.7 ｜労働安全衛生法改正について

時 制 l安全衛生優良企草公表町内レ帰

安衛No.9 ｜全園田アスベスト訴訟一貫





社会保険労務士法の改正について

下記を内容とする社会保険労務士法の一部を改正する法律については、議員立法として、平成26年11 
月14日に第187回臨時国会において成立し、 11月21日に平成26年法律第11 6号として公布された。

7白血何事］

Cl〕個別労働関係紛争に関する民間紛争解決幸続！こお！？る紛争の目的t価額の上限の引上げ
厚生労働大臣が指定する団体が行ラ個別労働関係紛争l三関士る民間紛争解決手続においてー特定社会；保険労

務土が単独で紛争の当事者を代一理することができる紛戸争：の1目前：の価額の上一限を、 l2Q万円L※改正前二コ：て
のよ限額（60万円）〕lこ引き上lネ 丘

(2）補：佐入制度の創設 牛 J 一 戸一：
①社会保険労務士は、専業l議l持労務管理；その；他句労働l辛関する事項及：t主張働井会保陰輩法全長基空録会J

保険lこ関する事項について、ミ裁判所｝＝おいて、三補佐木とLです＃護士で、あーる誌訟怯理～んととも院出頭じ、J陳述をする
ことができることとする。

② 社会保険労務士法人が①の事務の委託を受けることができることについて規定する。

(3｝社員が一人の社会保険労務士法人
社員が一人の社会保険労務±法九の設立等を可能とする。

2施行期日 :J 
H碍｜

Cl〕と（2）は公布の日から起算して9月を超えない範囲内！こおいて政令で定める日から施行。ωは、公布の日から1:1
起算して2年を超えない範囲内においで政令で定める一日から施行。 l竺 l



両副
全国企業倒産状況

倒産件数・負債額推移 1979年（昭和54年）～

（負債総理i'il,000万円以上倒産集計）

年度 件数（件） 負債額（百万円）

1919 （昭和54）年 16,030 2, 191, 279 

1980 （昭和55）年 17,884 2, 722,486 

1981 （昭和56）年 17,610 2,692,453 

1982 （昭和57）年 17, 122 2,393, 193 

1983 （昭和田）年 19, 155 2,584,108 

1984 （昭和59）年 20,841 3,644,105 

1985 （昭和60）年 18,812 4,235,618 

1986 （昭和61）年 17,476 3, 831, 428 

1987 （昭和62）年 12,655 2, 122,362 

1988 （昭和田）年 10, 122 2,000,964 

1989 （平成苅）年 7,234 1, 232, 296 

1990 （平成2）年 6,468 1, 995, 855 

1991 （平成3）年 10, 723 9, 148, 750 

1992 （平成4）年 14,069 7,601,499 

1993 （平成5）年 14, 56'1 6,847,689 

、1994（平成6）年 14, 061 5,629,409 

1995 （平成7）年 15, 108 9,241, 100 

1996 （平成8）年 14,834 8, 122,881 

1997 （平成9）年 16,464 14,044, 704 

1998 （平成10）年 18,988 13, 748,377 

1999 （平成11）年 15,352 13, 621, 436 

2000 （平成12）年 18, 769 23,885,035 

2001 （平成13）年 19, 164 16,519,636 

2002 （平成14）年 19,087 13, 782,431 

2003 （平成15）年 16,255 11, 581, 841 

2004 （平成16）年 13,679 7,817,675 

2005 （平成17）年 12,.998 6, 703,458 

2006 （平成18）年 13,245 5,500,583 

2007 （平成19）年 14,091 5, 727;948 

2008 （平成20）年 15,646 12,291,953 

2009 （平成21）年 15,480 6,930,074 

2010 （平成22）年 13, 3.21 7, 160, 773 

2011 （平成23）年 12, 734 3, 592,920 

2012 （平成24）年 12, 124 3,834,563 

2013 （平成25）年 10,855 2, 782,347 

2014 （平成26）年 9, 731 1, 874, 065 

東京商工リサーチ調べ



全国の企業倒産件数の推移

平成14年度 ｜ 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成岬度 ｜ 平成時度 ｜ 平成2時 度 I 平成21年度 平成22竿度 ｜ 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

倒産件数｜同月比｜倒産件註｜同月比｜倒産浩司同月比｜倒産帥｜同月比｜倒産件数｜向月比｜倒産件数｜同月比｜倒産撒｜同月比｜倒産件数｜同月比｜倒産叫同月比｜倒産件数｜同月比｜倒産件数｜同月比｜倒産洋数｜同月比｜倒産陪｜町比

盛山悔い；；1~押斗」山｜持出陣属｜過重量回出I~凶…I』叫1~判温2
J通量！」盟l一日7 盟凶l_LQ山む冠五品也｜盟山〕心~t~盟匝匝｜垣極1 1,046 0.91 制札80

6月 1,439 C.9旧悶1!0.9;r 1 C78 0.78 ~'.i判？｛：一d _1;111[ .o.里2 孟｜言riilニ~~~語一tぺ副斗l_1_同4♀註盈」斗旦主生い斗盟い斗盟
一．一一寸三E孟二斗孟斗函叩広~ヰ~属~調蒜盗占！1－~旦出中手川 0.96 1日2" 1.C 0 蹴 ι

旦！』釦盤』笹山包盟ヰ四I~過半半」了時胡轄輪唱＿L,g生L盟l皿4盟·~同§._ __fill中主ド叫Eド叫主~.
4同中斗ょ叫IQ.12.一四L盟い中主同パ：~手陣阿民盟H叫__Q.山叫旦l~叫~I－盟同Eい制連；
in貝 r 1~0 日 94 1拙 Io74 1.124 叩 ＇I.itli 1(6ii 1 166 1ゆ 00；正’26d'. 1c:cisl＇一ご 2sJ.t-1百：I1,261 o.s叶1,136旦.9Q」出』主Eヰ盛主玉到 悶 0.93 soc 附

戸且工出E引孟斗玉孟凪E川ι店手広：！！；；白J孟川J誕 i手制 0.88 臨（），89 閣 0.85

羽山4盟 」,u

剖山 半4」盟問一叫叫ザわi民叫ψiψ控対W畦叫川』叫判』
2月 1,464 0 86 1,1E9; Q，日sl 1，坦止盟7_j盟』色i屯姐手侃i注迎到斗皐斗塑註mil』盟｜ι旦一盟叫一昼里1ヨ盗畦玉盛一旦叫4堕 782 日.86

二－一一一十 F一一··－：：；；←i主孟司二戸五三孟日；m一：円r.~41 1.314 o. 

以；；~ ~~ 13竺 1 日日＇.·f~~33i\;t~o昔 i註，~!6~1＇一山司正a~t~主＇.＼.＇.！＼·段＼ 14, 
3月 1.5601 0.90 単車主主

15,466; 0.83 計 II18,5871 o.95 

※東京商工リサーチ調べ
提ー ～ は前年度同月比がl.00を超える月である．
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（単位：件、人） 未払賃金の立替払の実施状況 （単位百万円）
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置※平成26年度・平成26年4月～12月の実績。

※企業倒産数：負債総額1,000万円以上。東京商工リサーチ謂ベ。

※企業倒産数のみ、年単位。



層同

社
会
保
険
労
務
土
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

平
成
二
十
六
年
十
一
周
十
一
日

参
議
院
厚
生
労
働
委
員
会

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。

一
、
個
別
労
働
関
係
紛
争
に
関
す
る
民
間
紛
争
解
決
手
続
に
お
け
る
紛
争
目
的
の
価
額
の
引
上
げ
に
つ
い
て
は
、
特
定
社
会
保

険
労
務
士
が
代
理
業
務
を
行
う
紛
争
件
数
の
増
加
や
紛
争
事
案
の
高
度
化
・
複
雑
化
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
紛
争
解
決

手
続
代
理
業
務
に
必
要
な
知
識
、
実
務
能
力
の
向
上
を
図
る
た
め
の
教
育
・
研
修
体
制
の
充
実
に
努
め
る
こ
と
。

二
、
訴
訟
代
理
人
の
補
佐
人
制
度
の
創
設
に
つ
い
て
は
、
個
別
労
働
関
係
紛
争
に
関
す
る
知
見
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
全
て
の

社
会
保
険
労
務
士
を
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
職
務
を
充
実
し
た
も
の
と
す
る
た
め
、
社
会
保
険
労
務
士
試
験
の

内
容
の
見
直
し
ゃ
対
審
構
造
で
の
紛
争
解
決
を
前
提
と
し
た
研
修
な
ど
の
ほ
か
、
利
益
相
反
の
観
点
か
ら
信
頼
性
の
高
い
能

力
を
担
保
す
る
た
め
の
措
置
を
検
討
す
る
こ
と
。
ま
た
、
補
佐
人
と
し
て
の
業
務
が
能
力
に
基
づ
き
適
切
に
行
わ
れ
る
よ
う

指
導
を
徹
底
す
る
こ
と
。

一
二
、
社
会
保
険
労
務
土
の
業
務
範
囲
が
大
幅
に
拡
大
す
る
こ
と
か
ら
、
不
適
切
な
事
例
を
防
止
す
る
た
め
、
全
国
社
会
保
険
労



務
士
会
連
合
会
に
置
か
れ
て
い
る
綱
紀
委
員
会
や
苦
情
処
理
相
談
窓
口
の
機
能
強
化
・
充
実
が
図
ら
れ
る
よ
う
必
要
な
措
置

を
講
ず
る
こ
と
。
ま
た
、
社
会
保
険
労
務
士
法
第
二
十
五
条
の
二
又
は
第
二
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が

行
う
懲
戒
処
分
に
つ
い
て
は
、
適
正
か
っ
厳
格
に
実
施
す
る
こ
と
。
さ
ら
に
、
同
法
第
二
十
五
条
の
三
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
社
会
保
険
労
務
土
会
又
は
全
国
社
会
保
険
労
務
士
会
連
合
会
の
通
知
に
つ
い
て
は
、
適
正
か
つ
厳
格
な
実
施
の
徹
底

が
図
ら
れ
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
。

四
、
社
会
保
険
労
務
土
に
よ
る
労
働
争
議
へ
の
介
入
が
可
能
と
な
る
範
囲
に
つ
い
て
は
、
客
観
的
に
明
確
と
な
る
よ
う
必
要
な

措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

五
、
社
会
保
険
労
務
土
法
が
労
働
者
の
権
利
保
護
に
極
め
て
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
鑑
み
、
今
後
の
政
府
に
よ
る
法
改

正
に
当
た
っ
て
は
、
公
労
使
の
代
表
を
委
員
と
す
る
労
働
政
策
審
議
会
を
経
て
、
そ
の
結
果
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。
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過労死等防止対策推進全国センター規約（案）

第1条（名称、・事務所所在地）

1 本会は、過労死等防止対策推進全国センター（略称：過労死防止全国センター）と称する。

2 本会は、下記に事務所を置く。

(1）東京事務局

川｜人法律事務所

〒113心033＇東京都文京区本郷 2-27-17 ICNピJレ2階

包話 03-3813-6909 FAX 03-3813-6902 

ω関商事務局

あべの総合法待事務所

干S4S・0051 大阪市阿倍野区旭町1-2-7 あA のメディックス 2階202号

君主話 0 6-6 6 3 6 -9 3 61 FAX 0 6-6 6 3 6 -9 3 6 4 

第2条（目的）

本会は、 「過労死等防止対策推進法J （平成26年法律第10 0号、以下 f）§労死防止法」

という。）が制定され平成26年11月1日に施行されることを踏まえ、同法の定め石過労死

等防止対策とも連携しつつ、過労死・過労自殺の予防と救済を行うことを問的とする。

第S条（活動〉

本会は、前条の間的を達成するため、次の活動を行う。

(1）国が行う過労死の調査研究について、過労死弁議団全国連絡会議、全国過労死を考える家族

の会、 ]kび、別に設立される予定の過労死研宛防止学会などとも連携して、これを促進する活

動

(2）過労死等を防止することの重要性について国民の自覚を促し、これに対する国民の関心と理

解を深めるために、教育や広報などを通じた啓発活動

(3）過労死等のおそれがある者及びその親族等の過労死等に関する相談活動、産業医その他の過

労死等に闘す1る相談に応じる者に対する研修活動等、過労死等のおそれがある者に早期に対応

し、過労死等を防止するための相談、相談先の紹介その他の活動

(4）国が過労死防止法に基づいて作成・変更する過労死防止対策大綱や、政府が毎年発行する過

労死白書の内容について、積極的Ir.意見を述べ、建設的な提案をする活動

(5）過重労働の規制など過労死・過労自殺の防止に必要な法制上その他の措置についての立法的

提案

(6）その他、過労死・過労自殺の防止に必要文は有益な一切の活動

第4条（会員）

本会の会員は、本会の目的に賛同する個人をもって構成する。

第5条（入・退会）

1 入会希望者は、所定の入会申込書に会費を添えて、事務局に提出することによって、会員と

なるゆ

2 会員は、いつでも本会を退会できる。

第 6条（会費）

1 会費は、 2014年10月29日（本会の結成）～2015年10月31日までを初年度、

以後は11月1日～翌年10月31日までを単位年度とし、各年度につき、 1口3000円（た

=7= 



だし学生・院生は2000円）、 1口以上とする正、 。

2 年度途中の入会の場合も、会費は同じとする。

3 年度途中で退会しても、既に納入祷みの会費は返還しないもの・！：！する。

第7条（総会）

1 総会は、幹事会の決定により、代表幹事が招集する。

2 総会は、年1回以上開催するものとし、出席した会員の過半数の賛成により、役員の選伝、

予算・決算の承認、規約の改正、解散の意思決定、その他本樹告に定める事項につき決議を行

つ。

第8条（幹事会）

1 幹事会は、代表幹事、高rj代表幹事、幹事、事務局長及ひ事務局次長をもって構成する。

2 幹事会l立、代表幹事が随時これを招集する。

3 幹事会は、前条の総会決議事項を除く事項につき、意思決定をすることができる。

なお、持ち回り決議、電子メールによる決議も可能とする。

第9条｛委員会その他）

本会は、幹事会の決議i；：より適宜、委員会、部会その他の機関を設置することができる。

第10条（役員〉

1 本会の役員は総会で選出するものとし、その任務は、次のとおりとする．

① 代表幹事・(1名文は若干名） 本会を対外的に代表し、幹事会を主宰する、l

② 劃代表幹事（若干名） 代表幹事を補佐L、代表幹事が欠けた時はニれを代理する。

③ 幹事 幹事会を構成し、幹事会の意思決定に参画する。幹事の数や配置は、地域や

分野などを考慮．して適切に行うこととする。

＠ 事務局長（ 1名） 会の運営に必要な事務を行う。

⑤顧問（若干名） 本会の活動について、有益な意見を述べる。

2, 事務局長は、若干名の事務局次長及び事務局員を選任して、その事務を補助させることがで

きる。

3 役員の任期は総会から次の総会までとし、帯任を妨げないものとする．

第 11条（収入）

本会の収入は、次のとおりとする令

① 会費

② 寄付金

③ 出版その他本会の事業による収益

第12条（決算）

決算は、事務局長が作成し、総会で承認を受けなければならない。

第13条傭行期日）

本規約は、 2014年 10月29日より施行する。

=8= 
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過労死防止全国センター設立宣言（案）

1 2014年6月2・a Fl，参議院本会議において過労死等防止対策推進法（過労死防止法）が
全会一致で可決、成立し、明後日 11月1日から施行されます。

厚労省はすでに『過労死等防止対策推進室」を設置し、 「長時間労働削減推進本部Iも置い

ています。この 11月には過労死等の労災請求がなされた事業場などを対象に重点監督を実施
し、過労死弁護団が過労死11 0番を実施する主 1月1日には庫労省も「過重労働解消相談ダ

イヤIレJを実施します。さらに11月 14日には、初めて政府主催で「i過労死啓発シンポジウ
ム」が、本センターが協力するかたちでが開催されます。 1i月に全国各地で予定されている
「過労死防止のつどい」でも、各都道府県労働局の後援や協力が得られることになっています。

2 f過労死Jが日本の深刻な社会問題として広く知られるようになったのは、過労死 110番全
国ネyトワークが開設された 19 8 8年からでした。当時、厚生労働省（旧労働省）は、過労

死という用語さえ認めませんでしたが、近年l主要綱や指針のかたちて泊重労働対策を打ち出し
てきました。しかし、過労死はなくなるどころか、 19 9 0年代後半からは過労やノ号ワハラな

どによって精神障害を発症し自殺する過労自殺｛自死）も増え始め、過労死・過労自殺は職種
・性別・年齢を超えて広がり、働きすぎによる健康障害はいっそう深刻化しています〉

3 このような状況に危機感を持った全国過労死を考える家族の会と過労死弁護団全国連絡会議
の呼びかけで、 2011年 11月18日「過労死防止基本法制定実行委員会」が結成され、過
労死を防止する議員立訟をめざす取り組みを開始したところ、 55万量産を超える署名が脊せら

れ、 l0道府県議会を含む全国121の地方議会で法制定を求める意見書が採択され、熱心な
マスコミ報道もあって、世論1立大きく盛り上がりました。

これを力に、 10回に及ぶ院内集会と国会議員の皆様への粘り強b鳴bきかけを行う中、 2・0
l 3年6月、法制定を求める超党派議員連盟が発足し、 130名の議員が加わるまでになり、

ついに法制定に至ったのです。
ここに、私たちは、過労死防止法の制定にご尽力くださったすべての方々に、心よりお礼申

し上げます．
4 過労死防止法は、（1）過労死のない社会の実現をめぎして過労死防止対策の効果的な推進を国

と地方公共団体の責務としたうえで、（1）①過労死に関する総合的な調査研究、②国民に対する
教育，広報を通じた啓発、③過労死に関宇る相談体制の充実、＠品労死間短に関わる民間団体
IJ）支援の「4つの過労死防止対策Jを行うこととし、（3）その推進のために、過労死遺族等も加

わった「過労死等防止対策推進協議会Jの意見を聴いて『過労死防止対策大綱」を作り、その

推進状況を毎年「i墨労死白書Jを発行して国会に報告し、（4）調査研究等の結果を踏まえ、必要
と認めるときは法制上・財政上の措置を講ずることなどを定めています。

之の法律は画期的なものですが、これ自体は過労死防止の理念と基本的な施策及びその推進
体制を定めたにすぎません。この法律l乙J「魂jを入札、国誌の意識改革と具体的な制度改革に

つなげていくためには、幅広い民間団体や専門家が力をあわせ、国や地方自治体ど連携して、

調査研究、教育・広報活動を通1じ存啓発や相談体制の充実を推進していくことが求められてい
ます。

5 そこで、私たちは、これらの民間団体や専門家の協力共同と、国・地方自治体との連携の要

となるものとして、ここに f過労死等防止対策推進全国センター」 （略称・過労死防止全国セ
ンター）を設立します。加えて、来年6月には、過労死の調査研究を担う学際的・分野横断的

な「過労死防止学会」 （仮称）も結成される予定です。
本センターは、全国の過労死遺族、過労死者F護団、過労死防止学会などと連携し、また過労

死防止を顕うすべての労働組合・労働団体、市民団体、さらには経済団体などにも広く共同を
よびかけて、国が行う過労死に関する調査研究の促進、務発活動J過労死の教済・予防のため
の相談話動、過労死防止対策大綱の充実、現行法の遵守と過労死防止に必要な法制上の措置に
ついての立法提案などを積侮的I：＇.：行っていきます。 F

6 私たちは、 「過労死等がなく、仕事と生活を鯛和させ、健康で充実して働き続けることので
きる社会」の実現のために、私たちのこのような活動に、立場を超えて多くの人びとが賛同し、

参加し、連携し、共同して下さることを、心から呼びかけます。
以上、宣言します。

2014年 10月29日
過労死等防止対策推進全国センター設立総会
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今後1年間の基本方針（案）

2014・10・29 弁護士 JII人博

（過労死弁護団全国連絡会織幹事長）

1 1 1月啓発月間へのとりくみ

(1）初めての過労死等防止啓発月間（11月）に、全国各地で集会等を実施し、ひろく国

民に向けて過労死の実胞を伝え、防止の必要性・緊急性を訴える。

そのため、厚生労働省および各地労働局との連携を進めていく。

( 2) 1 1月14日の厚生労働省主催の集会につき、その。象徴的意義を踏まえて、内容的に

も参加人数においても、充実したものとなるように同省と連携してくりくむ。

申込方法全国センター特設アドレス 1114@kwlaw, org へ申込む

または、厚生労働省へ直接申込む

(3) 1 2月以降も、防止法の理念を実現するために、持続的に啓発活動を進め、発展させ

でいく。

2 大綱づくりへのとりくみ

( 1)来年夏頃に定められる予定の「過労死等防止対策に関する大綱J（防止法第7条）を

充実した内容にするために、積極的に提言をするなどのとりくみを行う。

(2）本年11月以降に設置される l「過労死等防止対策推進協議会J〔防止法.12条・ 13 

ー条）が防止法の理念を実現するように、提言等のとりくみを行う。

3 学校教育へのとりくみ

( 1) 若者の過労死が深刻な現状を踏まえ、学校教育と4に高校、大学における教育活動

を重視しでとりくむ。内容としては、過労死等の深刻な実態、働く者のいのちと健

康を守ることの大切さ、ヲ｝クJレール等を対象年齢に合わせて、わかりやすく説明

する。

(2) そのために、過労死家族、弁護士、その他専門家が学校等を訪問し、出張授業等を

実施する。その際、学校関係者、労働局関係者とも適切に連携していく。

4 調査研究のとりくみ

(1）過労死の実態調査と研究を促進するために、効果的な調査研究を政府が行うよう働き

かけるとともに、民間レベルでの適切な調査研究を進めていく。

(2）そのために、新たに設立が予定されている「過労死防止学会J（仮称）をはじめ、専

門家、各省庁、議員と連携をしてしそく。

5 人材育成と連携

(1) 過労死を防止するための人材を育成し、また、これらの人々と連携を進めていく。

(2）過労死を防止するために活動している諸団体、専門家、議員、市民と従来にも鳴し

て連携を強めていく。



6 法制上、財政上の措置

以上の諸活動を進めながら、防止法第14条に規定する過労死を防止するための必

要な法制よ、財政よの措置を政府が適切に講ずるよラに働きかけていく。

7 会員の確保

当センターが効果的な実践を進めていくととができるように、設立時のメンパーに

加えて、趣旨に賛同する人々が当センターに加久し、共に活動するように必要な組織

活動を行う。
' ' 

8 健全な財政の確保

当センターの趣旨に賛同する個人、団体からの寄附を確保し、また、その他の活動を

通じて、当センターの活動資金を健全に確保し、かっ、必要な諸活動に適切に支出す

る。

9 会員の健康に留意した活動

いのちと健康を守るための活動を進めるために、その活動があまりに過重となり健

康を損なうことがあってはならない。当センターの活動においては、会員一人ひとり

の健康を大切にすることをモット｝にして会の運営を進めていく。

以上
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平成26年度

各地域における民間団体主催のシンポジウム等開催状況
過労死等防止対策推進法施行関係

※労働局において後援名義、説明等行った催しで、平成27年1月まで開催したもの

Z 酬日 曜日 主情 備考
H26.11.22 土 過労死巷考える市民集会 ー員会 10/31に連合北海道主催の催し有り

H26.11.21 金 東北希望の会（過労死・過労自死遺族の会）
H26.11.24 月 秋田過労死弁図

H26.11.19 7K 過労死を考える のつどい実行委員会
H26.11.12 * ー多摩過労死 団
H2自11.1 土 抽事川過労死対 団

H26.11.22 土 働くもののいのちと健康を守る石川セン告
H26.11.28 金 福井過労死弁護団
d主主H27E111ま道官』1吉田？働官宅f<JY1のlifilの主主主纏康を唱者i山梨県宅Z務総＂1.r;g;s部J:10可；ふ旬、ムゴ·＇：t,\;:':f:t'ii;::z;比；；：）；＂；1µ•·訂以＂·＂＇

H26.11.21 金

静岡 勢過著~書帯働置労沼死園・過田田を；＝＇活労考a死費え闘聞四る隅回踊家艦、：族瓢I凶の舗曹実団会倒行閣蜜耳目キ員昭苦雄盟国編最居必師事E富J関縦前H26.11.22 土
名S置i古" 1t:i:!'6M:2'!20措置魁嵩 液量郵岡部制；1悶高密猟説蹴lfl'1J11~ft'!l主c:\11ii,f:.

磁f12'6if2!],i耳目磁 埴 l：死 監視E慨i事貯：ヲ臨む倒階部軍昔日f巧W~l)Jii>Jli(.11'！£：除

H26.11.8 土 過 ．死 考える京都のつどい奥行委員会
H26.11.20 ~ J届 死 止大阪セン告 （準備会）
H2611.12 * 

丘 労 局
H26.11.21 金 過労死を防止する串良のつどい実行委員会
Z官自・：mmallil＇釜畠 ’~：~宅f(l)'i75US1ぬ：ち喧 よJ 両県日1!'5.$1i'a~1i：~. Giff！＇弘元禄：，•:.r；：；~仲丸潟(Lfif,(i'(<'i~rD.l~バ泌

H26.11.30 日 過労死をなく喧鳥取のつどい戸 会
H26.11.29 土 過労死防止を考える島根の会
@fl21f1%7 出拙i~； 岡山過労＼~を考完る家族の1舎内llii•&i:;!Jh?.\i~1\-i必ばν 暗制限品もH百五百.~i'i引官•&fl\%疏i:1，~品お岳民主相官日，.，
:1iEl'l26ff2>:2 司3火A器底： 騎踏倒欄軒続開官民C'li!Wltil.~研：!!lffi担－~·i冊 Iii ；＠諒正主事陪Oil§'J\i\1；；＼~f,i草花良品i l'i.l'¥1＜＇也：＇l!1i!J\'• 

H26.11.1自 水 過労死等防止対策推進福岡セン$1 設立準備会

.ii<•H27';~1"13 総必！；［ 過労死等防止． 大分官~；！：$！：骨量量立準備会it!' i,(;'•iii1.九百•，E:O];:,•:r;,!.f';lニ，•，；：官ヘ＇＂＇＇：；，：；；守役7

H26.11.19 水 働くもののいのちと健康を守る宮崎県連絡会
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過労死等防止対策推進協議会委員名簿

（五十音順）

平成 26年 12月 17日現在

あべの総合法律事務所弁護士

東京大学大学院法学政治学研究科教授

川人法律事務所弁護士

第一芙蓉法律事務所弁護士

北里大学医学部教授

新日銭住金株式会社君津製銭所安全環境防災部
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全日本自動車産業労働組合総連合会副事務局長

（労働者代表委員）
きし まきこ

岸 真紀子

鮪答 害警
とみた たまよ

冨田 珠代
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一般社団法人日本経済団体連合会労働法制本部長
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過労死等の防止のための対策に闘する大綱について

・過労死等防止対策推進法（平成26年法律第100号）に基づき、盈畳屋、過労死等の防止のため
の対策を効果的に推進するため、過労死等の防止のための対策に関する大綱を作成（同法第7条
第1項）

・厚生労働大臣は、大綱の案を作成しようとするときは、過労死等防止対策推進協議会の意見を
盟三（同法第7条第3項）

~lJ~~：鳩僻時空側~fl~ ；
厚生労働省において、大綱
の案を作成

～厚生労働大臣が、主担金塞に
ついて協議会の意見を聴く
（関係行政機関の長と協議）

大綱を閣議決定
（国会報告、公表）

~，~：；：表鋼；零定t~室谷霊事項二 ～ 
・大綱には、過労死等防止対策推進法第8条から第11条までに規定された四つの対策を盛り込む。

く遁労死等の防止のための対費〉
•. < 

震2誌.＿－－•.•.. -... ~ .. ：ぐ1·；.｝（~＝i~）－•.... 

ミ；~；~·；.＇~：大編？の権威時期：－~；-J;.':·
・平成27年の年央を予定。

一司ー一 一～

閣
明
国



｜｜ 過労死等防止対策の推進（平成27年度新規予算（案）の概要） ｜｜ 

「過労死等防止対策推進法」の成立を踏まえ、過労死等に関する調査研究等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の
活動に対する支援など、過労死等防止対策の一層の推進を図る。

平成27年度予定額 3.7億円

0過労死等に関する調査研究等（法第8条調査研究等）
－医学菌、保健面からの調査研究（研究機関等への補助事業）

労災事案、個別症例の統計的分析等
－主主会面、制度面からの調査研究（シンクタンクへの委託研究）
アンケート調査a研究（企業・労働者等を対象とした意識や取組状況等）

O啓発（法第9条啓発）

－各種媒体を活用した周知・啓発の実施
ポスター1万枚、リーフレツト65万枚、パンフレツト13万枚、新聞広告、インタ←ネット広告

1. H意円

0. 8-f；憲円

0相談体制の整備等（法第10条相談体制の整備等）

・メンタルヘルス不調及び過重労働による健康障害に関する労働者等からの相談に対応する電話相談窓口の開設

関ストレスチェック及び面接指導を行う医師、保健師等lこ対する研修の実施

0民間団体の活動に対する支援（過労死等防止啓発月聞の実施） 0. 5億円
（法第11条民間団体の活動に対する支援、法第5条過労死等防止啓発月間）

毎年11月の「過労死等防止啓発月間JIこ『過労死等防止対策推進シンポジウム（仮称）」を民間団体と綿密な連携の下に実施し、もって、
民間団体の支援を図る。

1. 21；意円

0その他
・過労死等防止対策推進協議会の設置
．年次報告書の作成

閣
置
回※上記のほかに、継続事業分と合わせると、全体として平成27年度予定額は7.4億円である。



回型J
平成 27年2月 13日（金）

労働政策審議会建議

今後の労働時間法制等の在り方について（報告）

今後の労働時間法制等の在り方については、労働政策審議会労働条件分科会において、平

成25年9月27日以降22回にわたり検討を行い、精力的に議論を深めてきたところである。

我が国の労働時間をめぐる平成25年時点の状況をみると、一般労働者の年間総実労働時

聞が 2000時間を上回る水準で推移する中、雇用者のうち週労働時間 60時間以上の者の割合

は低下傾向にあるものの 8.8%と平成32年時点の政労使目様である 5%を上回っており、

特に 30歳代男性では 17.2%となっている。また、年次有給休暇の取得率は48.8%であり、

平成 32年時点の政労使目標である 70%を下回っている状況にある。

こうした中、過労死等防止対策推進法が制定されるなど、労働者の健康確保に向けた一層

の取組が求められるとともに、次世代育成支援や女性の活躍推進等の観点からも、長時間労

働を抑制し、仕事と生活の調和のとれた働き方を拡げていくことが喫緊の課題となっている。

また、経済のグローパル化の進展等に伴い、企業において創造的な仕事の重要性が高まる

中で、時間ではなく成果で評価される働き方の下、高度な専門能力を有する労働者が、その

意欲や能力を十分に発揮できるようにしていくことなどが求められており、健康確保措置を

前提に、こうした働き方に対応した選択肢を増やしていくことも課題となっている。

このような考え方に基づき、当分科会において労働時間法制等の在り方について検討を行

った結果は、下記のとおりである。

この報告を受けて、厚生労働省において、平成28年4月の施行に向けて、通常国会にお

ける労働基準法等の改正をはじめ所要の措置を講ずることが適当である。

記

1 働き過ぎ防止のための法制度の整備等

法制度の整備の前提として、過重労働等の撲滅に向けた監督指導の徹底とともに、長時

間労働抑制や年次有給休暇取得促進等に向けた労使の自主的取組の促進等に、引き続き積

極的に取り組むことが適当である。

その上で、労働者の健康確保を図る観点から、以下の法制度の整備を行うことが適当で

ある。

なお、時間外労働に係る上限規制の導入や、すベでの労働者を対象とした休息時間（勤

1 



務閑インターノ勺レ）規制の導入については、結論を得るに至らなかった。

労働者代表委員から、長時間労働の抑止が喫緊の課題となる中、過労死その他長時間労

働による労働者の健康被害の予防とワーク・ライフ・バランスの確保を図るため、実効的

な労働時間法制を整備すべきであり、とりわけ、すべての労働者を対象に労働時間の量的

上限規制及び休息時間（勤務関インターノ勺レ）規制を導入すべきとの意見があった。

( 1）長時間労働抑制策

①中小企業における月 60時間超の時間外労働に対する割増賃金率の適用猶予の見直

し

中小企業において特に長時間労働者比率が高い業種を中心に、関係行政機関や業

界団体等との連携の下、長時間労働の抑制に向けた環境整備を進めることが適当で、

ある。

上記の環境整備を図りつつ、中小企業労働者の長時間労働を抑制し、その健康確

保等を図る観点から、月 60時間を超える時間外労働の害lj増賃金率を 5割以上とする

労働基準法第 37条第1項ただし書きの規定について、中小企業事業主にも適用する

ことが適当である。

中小企業の経営環境の現状に照らし、上記改正の施行時期は他の法改正事項の施

行の3年後となる平成31年4月とすることが適当である。

②健康確保のための時間外労働に対する監督指導の強化

時間外労働の抑制のため、行政官庁は、時間外限度基準に関する助言指導を行う

に当たっては、労働者の健康が確保されるよう配慮する旨を労働基準法に規定し、

当該規定に基づき、長時間労働の実態に即した的確な助言及び指導を行うことが適

当である。

上記の法整備の趣旨を踏まえ、時間外労働の特別条項を労使関で協定する場合の

様式を定め、当該様式には告示上の限度時聞を超えて労働する場合の特別の臨時的

な事情、労使がとる手続可特別延長時間、特別延長を行う回数、限度時間を超えて

労働した労働者に講ずる健康確保措置及び割増賃金率を記入することとすることが

適当である。

併せて、 1時間外労働の特別条項を労使間で協定する場合、限度時間を超えて労働

した労働者に講ずる健康確保措置を定めなければならないことを時間外限度基準告

示において規定L、健康確保措置として望ましい内容を通達で示すことが適当であ

る。

健康確保措置の確実な履行を図る観点から、使用者は、措置の実施状況等に係る

書類を作成し、 3年間確実に保存しなければならない旨を時間外限度基準告示に規

定することが適当である。

③所定外労働の削減に向けた労使の自主的取組の促進

2 
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労使の自主的な取組を促進する労働時間等設定改善指針に、週 60時間以上の長時

間労働が恒常的なものにならないようにする等の現行の規定に加え、「脳・心臓疾患

の労災認定基準における労働時間の水準も踏まえ、『1か月に 100時間』又は『2か

月間ないし6か月にわたって、 1か月当たり即時間』を超える時間外・休日労働が

発生するおそれのある場合、適切な健康確保措置を講じるとともに、業務の在り方

等を改善し、特別延長時間の縮減に向けて取り組むことが望ましい」旨を盛り込む

ことが適当である。

上記の内容について、都道府県労働局に配置している働き方・休み方改善コンサ

ルタント等による助言や各種の啓発の取組を通じ、周知徹底していくことが適当で

ある。

(2）健康に配慮した休日の確保

週休制の原則等を定める労働基準法第 35条が、必ずしも休日を特定すべきことを

求めていないことに着目し、月 60時間超の時間外労働に対する 5割以上の割増賃金

率の適用を回避するために休日振替を行うことにより、休日労働の割増賃金率であ

る3割5分以上の適用を推奨する動向については、法制度の趣旨を潜脱するもので

あり、本分科会として反対する。

上記の趣旨について、（ 1 ）①の割増賃金率の適用猶予の克直しに先立ち、通達に

記載し、周知徹底を図ることが適当である。

( 3）労働時間の客観的な把握

過重労働による脳・心臓疾息等の発症を防止するため労働安全衛生法に規定され

ている医師による面接指導制度に関し、管理監督者を含む、すべての労働者を対象

として、労働時間の把握について、客観的な方法その他適切な方法によらなければ

ならない旨を省令に規定することが適当である。

併せて、面接指導制度の運用に当たり、管理監督者について、白らが要件に該当

すると判断し申し出た場合に面接指導を実施することとしている現行の取扱いを、

客観的な方法その他適切な方法によって把握した在社時間等に基づいて要件の該当

の有無を判断し、面接指導を行うものとすることを通達に記載することが適当であ

る。

( 4）年次有給休暇の取得促進

年次有給休暇の取得率が低迷しており、いわゆる正社員の約 16%が年次有給休暇

を1日も取得しておらず、また、年次有給休暇をほとんど取得していない労働者に

ついては長時間労働者の比率が高い実態にあることを踏まえ、年5日以上の年次有

給休暇の取得が確実に進むような仕組みを導入することが適当である。

具体的には、労働基準法において、年次有給休暇の付与日数が 10日以上である労

働者を対象に、有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季指定しなけ

3 



ればならないことを規定することが適当である。

ただし、労働者が時季指定した場合や計画的付与がなされた場合、あるいはその

両方が行われた場合には、それらの日数の合計を年5日から差し引いた日数につい

て使用者に義務づけるものとし、それらの日数の合計が年5日以上に達したときは、

使用者は時季指定の義務から解放されるものとすることが適当である。

なお、この仕組みを設けることに伴い、労使において計画的付与制度の導入の促

進の取組が一層進むよう、行政としてさらなる支援策を講じていくことが適当であ

る。

使用者は時季指定を行うに当たっては、①年休権を有する労働者に対して時季に

関する意見を聴くものとすること、②時季に関する労働者の意思を尊重するよう努

めなければならないことを省令に規定することが適当である。

また、以上のような新たな仕組みを設けることに伴い、使用者が各労働者の年次

有給休暇の取得状況を確実に把握することが重要になるため、使用者に年次有給休

暇の管理簿の作成を省令において義務づけるとともに、これを3年間確実に保存し

なければならないこととすることが適当である。

(5）労使の自主的取組の促進

＜労働時間等設定改善法＞

各企業における労働時間、休日及び休暇等の改善に向けた労使の自主的取組を一

層促進するため、企業単位での取組の促進に向けた法令の整備を行うことが適当で

ある。

具体的には、労働時間等設定改善法に、企業単位で設置される労働時間等設定改

善企業委員会を明確に位置づけ、問委員会における決議に法律上の特例を設けると

ともに、同法に基づく労働時間等設定改善指針においても、働き方・休み方の見直

しに向けた企業単位での労使の話合いや取組の促進を新たな柱として位置づけるこ

とが適当である。

このうち、労働時間等設定改善企業委員会における決議に関する特例は、労働基

準法第 37条第3項（代替休暇）、第 39条第4項（時間単位年休）及び第6項（計画

的付与）について設けることが適当である。また、この特例に係る手続としては、

各事業場でこれらの条項について「労働時間等設定改善企業委員会に委ねること」

を労使協定で定めた上で、同委員会で委員の5分の4以上の多数による決議を行う

ことを要することとすることが適当である。そして、特例の効果としては、当該決

議を関係事業場における当該条項に係る労使協定に代えることができるものとする

ことが適当である。

併せて、労働時間等の設定の改善を図るための措置についての調査審議機会をよ

り適切に確保する観点から、一定の衛生委員会等を労働時間等設定改善委員会にみ

なす規定（労働時間等設定改善法第7条第2項）を廃止することが適当である。

なお、廃止に当たうでは、みなし規定の対象となっている衛生委員会等に関して
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一定の経過措置を設けることが適当である。

＜労働時間等設定改善指針＞

労働時間等設定改善指針について、既に 1 ( 1 ）③において記述した内容や、以

下の内容を盛り込むことも含め、改めて労働政策審議会における調査審議の上で改

正することが適当である。

その上で、都道府県労働局に配置する働き方・休み方改善コンサルタント等を活

用し、指針に盛り込まれた内容の周知や関連の支援策の活用を促進することが適当

である。

①上記の法改正の趣旨を踏まえ、働き方・休み方の見直しに向けた企業単位での労

イ吏の話合いや取組の促進を、指針の新たな柱として追加すること（再掲）

②現行指針における多岐にわたる取組の例示について、基本的な内容｛例：労使の

話合いの機会の整備、具体的な改善目標の設定及び取組のフォローアップ等）と

応用的な内容（例：③に掲げるもの）、さらに企業・事業場の実情に応じて考慮

すべき内容（例：特に健康の保持に努める必要があると認められる労働者が存在

する場合の対応等）に整理するなど、労使にとって活用しやすいものとすること

③労働者の健康確保の観点から、新たに「終業時刻及び始業時刻」の項目を設け、

具体策として、深夜業の回数の制限のほか、「前日の終業時刻と翌日の始業時刻

の聞に一定時間の休息時間を確保すること（勤務間インターノ勺レ）は、労働者の

健康確保に資するものであることから、労使で導入に向けた具体的な方策を検討

すること」や、同様の効果をもたらすと考えられる「一定の時刻以降に働くこと

を禁止し、やむを得ない残業は始業前の朝の時間帯に効率的に処理する『朝型の

働き方』」を追加すること

④所定外労働を前提としない勤務時間限定の正社員制度を含む「多様な正社員」、

適切な労働環境の下でのテレワーク等について追加すること

2 フレックスタイム制の見直し

フレックスタイム制の下で、子育てや介護、自己啓発など様々な生活上のニーズと仕事

との調和を図りつつ、メリハリのある働き方を一層可能にするため、その導入及び活用の

促進に向げた労使の取組に対する支援策を講じるとともに、より利用しやすい制度となる

よう、以下の見直しを行うことが適当である。

( 1 ）清算期間の上限の延長

フレックスタイム制により、一層柔軟でメリハリをつけた働き方が可能となるよ

う、清算期間の上限を、現行の 1か月から 3か月 l乙延長することが適当である。

清算期聞が 1か月を超え3か月以内の場合、対象労働者の過重労働防止等の観点

から、清算期間内の 1か月ごとに1週平均50時間（完全週休2日制の場合で1日あ
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たり 2時間相当の時間外労働の水準）を超えた労働時間については、当該月におけ

る割増賃金の支払い対象とすることが適当である。

制度の適正な実施を担保する観点から、清算期聞が1か月を超え3か月以内の場

合に限り、フレックスタイム制に係る労使協定の届出を要することとすることが適

当である。

清算期聞が 1か月を超え3か月以内のフレックスタイム制においては、労働者が

自らの各月の時間外労働時間数を把握しにくくなることが懸念されるため、使用者

は、労働者の各月の労働時間数の実績を通知等することが望ましい旨を通達に記載

することが適当である。

併せて、今般の清算期間の上限の延長は、仕事と生活の調和を一層図りやすくす

るための改正であるという趣旨を通達に明記し、周知徹底を図ることが適当である。

同時に、清算期間が1か月を超え3か月以内の場合、上記の1週平均 50時間を超

える労働時間という考え方を前提に月 60時間を超えた労働時間に対する割増賃金

率の適用があることはもとより、 3か月以内の清算期間を通じた清算を行う場合に

おいても月 60時間相当の時間を超えた労働時間についての対応が必要になること

や、月当たり一定の労働時間を超える等の要件を満たす場合に医師による面接指導

等の実施が必要となることは同様であることも踏まえつつ、長時間労働の抑制に努

めることが求められる旨、通達に明記し、周知徹底を図ることが適当である。

(2）完全週休2日制の下での法定労働時間の計算方法

完全週休2日制の下では、曜日のめぐり次第で、 1日8時間相当の労働でも法定

労働時間の総枠を超え得るという課題を解消するため、完全週休2日制の事業場に

おいて、労使協定により、所定労働日数に8時間を乗じた時間数を法定労働時間の

総枠にできるようにすることが適当である。

( 3）フレックスタイム制の制度趣旨に即した運用の徹底等

通達において、フレックスタイム制が、始業及び終業の時刻を労働者の決定に委

ね、仕事と生活の調和を図りながら効率的に働くことを可能にするものであるとい

う制度趣旨を改めて示し、使用者が各日の始業・終業時刻を画一的に特定するよう

な運用は認められないことを徹底することが適当である。

なお、フレックスタイム制における「決められた労働時間より早く仕事を終えた場合も、

年次有給休暇を活用し、報酬を減らすことなく働くことができる仕組みJについては、年

次有給休暇の趣旨に照らして慎重に考えるべき等の意見が労使双方から示されたことを

踏まえ、引き続き慎重に検討することとする。

3 裁量労働制の見直し
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裁量労働制について、企業における組織のフラット化や、事業活動の中枢にあるホワイ

トカラー労働者の業務の複合化等に対応するとともに、対象労働者の健康確保を図り、仕

事の進め方や時間配分に関し、労働者が主体性をもって働けるようにするという制度の趣

旨に即した活用が進むよう、以下の見直しを行うことが適当である。

なお、労働者代表委員から、企画業務型裁量労働制の対象業務に新たな類型を追加する

ことについて、みなし労働時間制のもとに長時間労働に対する抑止力が作用せず、その結

果、長時間労働となるおそれが高まる労働者の範囲が拡大することとなることから認めら

れないとの意見があった。

( 1 ）企画業務型裁量労働制の新たな枠組

企画業務型裁量労働制の対象業務要件のうち、現行では f事業の運営に関する事

項についての企画、立案、調査及び分析の業務」とされている部分について、近年

のホワイトカラーの働き方の変化を踏まえ、以下の新たな類型を追加することが適

当である。

①法人顧客の事業の運営に関する事項についての企画立案調査分析と一体的に行

う商品やサービス内容に係る課題解決型提案営業の業務（具体的には、例えば「取

引先企業のニーズを聴取し、社内で新商品開発の企画立案を行い、当該ニーズに

応じた課題解決型商品を開発の上、販売する業務J等を想定）

②事業の運営に関する事項の実施の管理と、その実施状況の検証結果に基づく事業

の運営に関する事項の企画立案調査分析を一体的に行う業務（具体的には、例え

ば「全社レベルの品質管理の取組計画を企画立案するとともに、当該計画に基づ

く調達や監査の改善を行い、各工場に展開するとともに、その過程で示された意

見等をみて、さらなる改善の取組計画を企画立案する業務J等を想定）

なお、新たに追加する類型の対象業務範囲の詳細（肯定的要素及び否定的要素）

に関しては、法定指針で具体的に示すことが適当である。否定的要素として掲げる

内容は、例えば、「店頭販売やルートセールス等、単純な営業の業務である場合や、

そうした業務と組み合わせる場合は、対象業務とはなり得ないJ、「企画立案調査分

析業務と組み合わせる業務が、個別の製造業務や備品等の物品購入業務、庶務経理

業務等である場合は、対象業務とはなり得ないJといったものが考えられる。

企画業務型裁量労働制の対象労働者の健康確保を図るため、同制度の健康・福祉

確保措置について、一定の措置を講ずる旨を決議することが制度上の要件とされて

いる。この健康・福祉確保措置について、現行の法定指針に例示されている事項（代

償休日又は特別な休暇の付与、健康診断の実施、連続した年次有給休暇の取得促進、

心とからだの健康窓口の設置、配置転換、産業医の助言指導に基づく保健指導）を

参考にしつつ、長時間労働を行った場合の面接指導、深夜業の回数の制限、勤務間

インターパル、一定期間における労働時間．の上限の設定等を追加することも含め検

討の上、省令で規定することが適当である。
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(2）手続の簡素化

企画業務型裁量労働制が制度として定着してきたことを踏まえ、①労使委員会決

議の本社一括届出を認めるとともに、②定期報告は6か月後に行い、その後は健康・

福祉確保措置の実施状況に関する書類の保存を義務づけることが適当である。

(3）裁量労働制の本旨の徹底

裁量労働制を導入しながら、出勤時間に基づく厳しい勤怠管理を行う等の実態が

あることに対応するため、始業・終業の時刻その他の時間配分の決定を労働者に委

ねる制度であることを法定し、明確化するニとが適当である。

併せて、労働基準法第38条の4第3項に基づく指針において、「当該事業場にお

ける所定労働時間をみなし時間として決議する一方、所定労働時間相当働いたとし

ても明らかに処理できない分量の業務を与えながら相応の処遇の担保策を講じない

といったことは、制度の趣旨を没却するものであり、不適当であることに留意する

ことが必要である」旨を規定することが適当である。

4 特定高度専門業務・成果型労働制（高度プロフェッショナノレ制度）の創設

時間ではなく成果で評価される働き方を希望する労働者のニーズに応え、その意欲や能

力を十分に発揮できるようにするため、一定の年収要件を満たし、職務の範囲が明確で高

度な職業能力を有する労働者を対象として、長時間労働を防止するための措置を講じつつ、

時間外・休日労働協定の締結や時間外・休日・深夜の割増賃金の支払義務等の適用を除外

した労働時間制度の新たな選択肢として、特定高度専門業務・成果型労働制（高度プロフ

エツショナノレ制度）を設けることが適当である。

なお、使用者代表委員から、高度プロフェッショナノレ制度は、経済活力の源泉であるイ

ノベーションとグローパリゼーションを担う高い専門能力を有する労働者に対し、健康・

福祉確保措置を講じつつ、メリハリのある効率的な働き方を実現するなど、多様な働き方l

の選択肢を用意するものである。労働者の一層の能力発揮と生産性の向上を通じた企業の

競争力とわが国経済の持続的発展に繋がることが期待でき、幅広い労働者が対象となるこ

とが望ましいとの意見があった。

また、労働者代表委員から、高度プロフェッショナノレ制度について、既に柔軟な働き方

を可能とする他の制度が存在し、現行制度のもとでも成果と報酬を連動させることは十分 1

可能であり現に実施されていること及び長時間労働となるおそれがあること等から新た

な制度の創設は認められないとの意見があった。

( 1）対象業務

「高度の専門的知識、技術又は経験を要する」とともに「業務に従事した時間と

成果との関連性が強くない」といった対象業務とするに適切な性質を法定した上で、
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具体的には省令で規定することが適当である。

i 具体的には、金融商品の開発業務、金融商品のディーリング業務、アナリストの

業務（企業・市場等の高度な分析業務）、コンサルタントの業務（事業・業務の企画

運営に関する高度な考案又は助言の業務）、研究開発業務等を念頭に、法案成立後、

改めて審議会で検討の上、省令で適切に規定することが適当である。

(2）対象労働者

使用者との聞の書面による合意に基づき職務の範囲が明確に定められ、その職務

の範囲内で労働する労働者であることが適当である。

また、対象労働者の年収について、「1年間に支払われることが確実に見込まれる

賃金の額が、平均給与額の3倍を相当程度上回る」といったことを法定した上で、

具体的な年収額については、労働基準法第 14条に基づく告示の内容（1075万円）

を参考に、法案成立後、改めて審議会で検討の上、省令で規定することが適当であ

る。

労使委員会におい℃対象労働者を決議するに当たっては、本制度の対象となるこ

とによって賃金が減らないよう、法定指針に明記することが適当である。

(3）健康管理時間、健康管理時間に基づく健康・福祉確保措置（選択的措置）、面接指導

の強化

＜健康管理時間＞

本制度の適用労働者については、割増賃金支払の基礎としての労働時間を把握す

る必要はないが、その健康確保の観点から、使用者は、健康管理時間（「事業場内に

所在していた時間」と「事業場外で業務に従事した場合における労働時間」との合

言竹を把握した上で、これに基づく健康・福祉確保措置を講じることとすることが

適当である。

なお、健康管理時間の把握方法については、労働基準法に基づく省令や指針にお

いて、客観的な方法（タイムカードやノ4ソコンの起動時間等）によることを原則と

し、事業場外で労働する場合に限って自己申告を認める旨を規定することが適当で

ある。

＜健康管理時間に基づく健康・福祉確保措置（選択的措置）＞

健康管理時間に基づく健康・福祉確保措置について、具体的には、制度の導入に

際しての要件として、以下のいずれかの措置を労使委員会における 5分の4以上の

多数の決議で定めるところにより講じることとし、決議した措置を講じていなかっ

たときは制度の適用要件を満たさないものとすることが適当である。

①労働者に 24時間について継続Lた一定の時間以上の休息時間を与えるものとし、

かっ、 1か月について深夜業は一定の回数以内とすること。
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②健康管理時間が 1か月又は3か月について一定の時間を超えないこととするこ

と。

③ 4週間を通じ4日以上かつ1年間を通じ 104日以上の休日を与えることとする

こと。

上記①、②の「一定の時間」及び「一定の回数」については、法案成立後、改め

て審議会で検討の上、省令で規定することが適当である。また、その審議に当たっ

ては、各企業における現在の健康確保措置の取組実態も十分踏まえつつ、対象労働

者の健康の確保に十分留意することが適当である。

＜面接指導の強化＞

本制度の適用労働者で、あって、その健康管理時間が当該労働者の健康の保持を考

慮して厚生労働省令で定める時間を超えるものに対し、医師による面接指導の実施

を法律上義務づけることが適当である。

具体的には、労働安全衛生法によ記の趣旨を規定した上で、労働安全衛生規則に

おいて、健康管理時間について、 1週間当たり 40時間を超えた場合のその超えた時

聞が 1月当たり 100時間を超えた労働者について、一律に面接指導の対象とする旨

を規定することが適当である。

なお、本制度の適用労働者に対する面接指導の確実な履行を確保する観点から、

上記の義務違反に対しては罰則を付すことが適当である。

また、本制度の適用労働者に対し、面接指導の結果を踏まえた健康を保持するた

めに必要な事後措置の実施を法律上義務づけることや、上記の時聞が 1月当たり 100

時間以下の労働者であっても、その申出があれば面接指導を実施するよう努めなけ

ればならないものとすることが適当である。

( 4）対象労働者の同意

制度の導入に際しての要件として、法律上、対象労働者の範囲に属する労働者ご

とに、職務記述書等に署名等する形で職務の内容及び制度適用についての同意を得

なければならないこととし、これにより、希望じない労働者に制度が適用されない

ようにすることが適当である。

( 5）労使委員会決議

制度の導入に際しての要件として、労使委員会を設置し、以下の事項を 5分の4

以上の多数により決議し、行政官庁に届け出なければならないことどすることが適

当である（一部再掲）。

①対象業務の範囲

②対象労働者の範囲

③対象業務に従事する対象労働者の健康管理時間を使用者が把握すること及びそ
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の把握方法

④健康管理時間に基づく健康・福祉確保措置の実施

⑤苦情処理措置の実施

⑥対象労働者の不同意に対する不利益取扱の禁止

(6）法的効果

以上の要件の下で、対象業務に就く対象労働者については、労働基準法第四章で

定める労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定を適用除外とするこ

とが適当である。

(7）制度の履行確保

対象労働者の適切な労働条件の確保を図るため、厚生労働大臣が指針を定める旨

を法定することが適当である。

届出を行った使用者には、健康・福祉確保措置の実施状況を6か月後に報告する

こと、その後は健康・福祉確保措置の実施状況に関する書類を保存することを義務

づけることが適当である。

(8）年少者への適用

本制度は年少者には適用しないこととすることが適当である。

_Q_____:至宝盤
( 1）特例措置対象事業場

週44.時間特例対象事業場の所定労働時間の現状をみると、 79.7%の事業場で所定

労働時聞が週 40時間以下となっているが、一部の業種では過半の事業場で所定労働

時閣が週44時間前後という状況にある。

こうした状況や労働基準法第 40条の趣旨を踏まえ、必要に応じさらに詳細な実態

の調査を行った上で、特例措置対象事業場の範囲の縮小を図る方向で、法案成立後、

改めて審議会で検討の上、所要の省令改正を行うことが適当である。

(2）過半数代表者

過半数代表者の選出をめぐる課題を踏まえ、「使用者の意向による選出」は手続違

反に当たるなど通達の内容を労働基準法施行規則に規定する方向で検討を続けるこ

とが適当である。また、監督指導等により通達の内容に沿った運用を徹底すること

が適当である。

使用者は、過半数代表者がその業務を円滑に遂行できるよう必要な配慮、を行わな

ければならない旨を、規則に規定する方向で検討を継続することが適当である。

以上については、法案成立後、改めて審議会で検討の上、所要の省令改正を行う
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ことが適当である。

(3）管理監督者

管理監督者の範囲について、引き続き既往の通達等の趣旨の徹底を図るとともに、

その健康確保の観点から 1.( 3）の労働時間の客観的把握を徹底することが適当で

ある。

(4）電子的手法による労働条件明示

労働条件明示の方法は引き続き書面明示によることを原則とするが、労働者が希

望する場合には、①ファクシミリの送信、②電子メールの送信（当該労働者が記録

を出力することにより書面を作成できるものに限る。）により明示することを認める

方向で検討を継続することが適当である。

イ井せて、労働条件明示が事実と異なるものであってはならない旨を省令に規定す

る方向で検討を継続することが適当である。

以上について、法案成立後、改めて審議会で検討の上、所要の省令改正を行うこ

とが適当である。

6 制度改正以外の事項

( 1）労働基準監督機関の体制整備

サービス経済化の進展や企業開競争の激化、就業形態の多様化といった経済社会

の変化の中で、我が国労働者の最低労働条件の履行確保や労働条件の向上を図るた

めに労働基準監督機関が所期の機能を発揮できるよう、不断の業務の見直しを行う

とともに、その体制整備に努めることが適当である。

(2）労働基準関係法令の周知の取組等

労働基準関係法令が十分周知されていないことに伴う法令違反が依然として多数

みられることから、一層の周知徹底に取り組むことが適当である。また、使用者は、

時間外・休日労働協定等を労働者に周知させなければならないとしている法の規定

を踏まえ対応するよう、徹底を図ることが適当である。

以上
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。本省と都道府県労働局が連携して、下記の取組を実施
① 企業の自主的な働き方の見直しの推進
② 地域における働き方改革の気運の醸成

・都道府県労働局と地方公共団体が連携して「まち・ひと・しごとJ創生の観点からち取組

0 f地域住民生活等緊急支援のための交付金J （平成26年度補正予算1,700億円）を活用し地域の実情に
応じた、地域企業の職場環境の改善を推進

E芸品ーォ雪
・・・ーー－~，.；：：：：～ーーョョ・・都道府県労働局長による地域の

リーデイングカンパニーへの訪問

都道府県労働局に、労働局長を本部長とする
「働き方改革推進本部Jを設置

＊ 全局に本部を設置し、自治体・労使団体と連携の上
働き方改革を推進

管内の企業トップへの働きかけを実施

本省幹部による業界の
リーデイングカンパニーへの訪問

2月13日現在25社を訪問 G' 

＊日新火災（12/4山本副大臣）、力ルビー、伊藤忠
商事、富士ゼロックスなど25社

G' 

引き続き、働きかけを実施G' 

先進的な取組事例等について、ポータルサイトを活用して情報発信（1月30日開設）

企業が「働き方・休み方改善指標Jを用いて診断を行い、その結果に基づき対策を提案

社員が「働き方・休み方改善指標Jを用いて診断を行い、自らの働き方・休み方を振り返る機会を提供

地方公共団体における働き方改革の取組事例（知事等のメッセーラや宣言など）を掲載予定

G' 

G' 

4’ 
同
昨
淵
Z
0
・
N

！ 瓦坊決』信同加を白・問倒的置一体とな規副
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·•· .'. ：：：宇田P即席刀1割局働き方改革推進本部二の主な取組状況

地方自治体や労使団体と協議会等を設置し、共同宣言等の取組を推進

【愛知労働局の例】

(;¥' 労働局、愛知県、連合愛知、愛知県経富者協会等事業者団体が参画する、 「働き方改革に
向けた関係機関連絡協議会jを設置（ 1月23日）し、共同宣言を作成する等の取組を決定。

(;¥' 2月4日、協議会に参画する県・労使団体が働き方改革に関する共通認識を持って、取組を
進めるよう「共同宣言jを作成し、メッセージを発信。

(;¥' 共同宣言に賛同する団体の募集、働き方改革を宣言し自主的な取組を行う企業の募集を行い、
H Pに掲載する（現在労働局HPで募集中）。

【京都労働局の例】

ぽ 1 月 ~o日、労働局、京都府、京都市、連合京都及び京都経営者協会が参画する、 「京都働き方
改革推進戦略会議jを開催し、働き方の見直しに向けた企業への働きかけの強化に取り組むこと
を合意。

(;¥' 同日、労働局長、京都府知事、京都市長の三者連名の要請書を確認し、 2月に労使団体を訪問

し要請書を手交。

【上記のほか他局の事例】
労使団体、学識者等の参画する懇談会の開催、宣言文書の採択等を検討中【和歌山労働局】



都道府県労働局ι 働き方改革推進本部の主な取組状況

． 地方自治体・労使団体等との役割分担を明示して取組等を推進

［香J11労働局の例】

(ff' 香川県、連合香川、香川県経営者協会、香川労働基準協会のトップに対し、働き方改革推進本部

( 1月7日設置）の構成員として、参加を要請。

県・労使団体が一体となって働き方改革を進めることに理解を得て、本部に参画。
(ff' 1月20日、本部会議を開催し、県や各労使団体が合意して、各参加機関の役割分担を明示した

「香J11働き方改革推進基本方針jを作成し、例えば労働局長と県が合同して企業トップへの働き
かけ、市町を含む団体への協力要請などの取組を実施（予定）。

［神奈川労働局の例】

(ff' 神奈川県及びすべての政令指定都市（横浜市、川崎市、相模原市）に対し、働き方改革推進本部
( 1月14日設置）の構成員として参加を要請し、第2回本部会議（2月4日）に4自治体が参画。

(ff' 2月4日、地方自治体等との連携による地域全体の気運の醸成等を図り、働き方改革を実現させ
るための具体的な行動方針を示した「働き方改革の実現のための行動計画」を、 4自治体ととちに
決定（一部改正）し、地方自治体との強力な連携の下、地域全体への浸透を図るための取組の実施
を合意。



二三日討を二日む斗時便限切開照明己創立晃亥典型＇.：＇.！Z!J3＇~l!c~：~：：~T:－~部の主主E取組状混 一←…

地方自治体の雇用施策実施方針等に明記し、協働の取組を推進

【和歌山労働局の例〕

ig  1月23日、働き方改革推進本部を立ち上げるに際し、県知事に説明の上、副本部長として
和歌山県産業観光労働部長が参画、また和歌山市ち構成員として参画。

その後、県副知事等と平成27年度の「雇用施策実施方針Jについて協議し、働き方改革の推進
に関する内容を盛りこむことで合意。

【上記のほか他局の事例】
労働局と県との「雇用対策協定j事業計画（27年度）に働き方改革の内容を盛りこむ【高知労働局］

地方自治体・労使団体との共同記者会見による情報発信

【大阪労働局の例】

ig  1月 21日、大阪労働局長から大阪府、関西経済連合会、連合大阪に対し働き方改革を進める
ょう要請した後、臨時に4者共同の記者会見を開催した。

共同記者会見において、従来の働き方に対する意識を変えて、働き方を見直すことが必要で
あるとのメッセーラを発信し、その模様が大きく報道された。



み三子二←費~.~旦』す慰刀］盟1局働き方改革推進本部の主な取組状況－ ., 

． 地方自治体との共同の要請等

【沖縄労働局の例】

Gi" 沖縄県内の労使団体（7団体）に対する働き方改革の実現に向けた取組に関する要請について、
団体の了解を得て、要請日時・場所等を事前に公表。

Gi" 2月4日、労働局会議室において、県内の労使団体のトップに対し、県知事と労働局長が
共同で連名の要請書を直接手交。団体ヘ要請する場面を報道機関にち公開し報道された。

Q" このほか、地方自治体等と協働して、地域における気運の醸成を図るための取組を実施。
① 県内の団体トップに対し、ひな型を示してメッセーラの発信を働きかけ
② 地方自治体・団体から、 「年休を取得してでち参加して欲しいイベント・行事Jのエントリー募集
を行い、労働局HPに掲載予定｛現在募集中、一部自治体からエントリーの応募あり）

【徳島労働局の例］

Gi" 1月15日、徳島県内の主要労使団体等7団体に対し、県商工労働部長の同行を得て、県と
労働局が連名の要請書を手交。 （このほか、県内の事業主団体等 16 3団体に対し文書要請）

Gi" この要請を受けて、例えば、徳島県中小企業団体中央会の会長が会員向けメッセーラを発信o

Gi" 県幹部等の同行を得て、局長が企業を訪問し、連名の要請書を手交予定。

｛上記のほか他局の事例】

． 
． 

県の幹部が同行し、要請書（連名等）を手交（山形、茨城労働局）
事前に記者発表し、県の幹部が同行し、要請書（知事と連名等）を手交（福島、奈良労働局）

都と共同で企業向けパンフレットの作成（予定） （東京労働局）



二品川中都道府県労働島三働I.：きi改革推進本部のュ主ーな取組状況

＠ 団体への要請時に、先進的な取組企業が事例説明を行い、具体例を周知

［島根労働局の例］

~使用者団体の長に対し、働き方改革の実現に向けた耳賄且に関する要請を行う際に、先進的に
取り組む地元企業2社から、具体的な事例を説明してちらい、団体幹部にちより具体的な取組の
イメーラを共有してちらうとともに、傘下企業ヘ事例を周知することにより、企業の自主的な
耳R組を促進するよう働きかけを工夫（実施予定、当初2月2日の予定を変更）。

φ 事前に企業訪問を公表し、マスコミを通じてPR

【鳥取労働局の例】

s 事前に企業の了解を得た上で、労働局長等が地元企業2社を訪問し、働き方改革の取組について
企業トップに働きかけを実施することを記者発表（ 1月29日）。

1月30日、地元企業2社を訪問し、働きかけを行う場面を記者に公開し、その模様が報道
された。
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まち・ひと・しごと創生「長期ビジョン」と「総合戦略」の全体像
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地域住民生活等緊急支援のための交付金の考え方

1. 基本的な考え方

①地域住民生活等緊急支援のための交付金の対象事業については、同交付金の

目的にかなうものであれば、地方公共団体において、自由に事業設計が可

能。

②ただし、同交付金の目的を効果的に達成する観点から、国が交付金を交付す

るにあたっては、以下の原則により、運用する。

2. 両型共通の考え方

① 「人件費」（地方公共団体の職員の経費）は助成の対象としない。

②平成26年 12月27日の経済対策の閣議決定後に地方公共団体の予算に計上

された事業に限定される（新規性）。

③実行計画の策定、実施にあたっては、都道府県において、市区町村との積極

的な調整・連携を依頼する。

3. 地域消費喚起・生活支援型の考え方

交付金の交付にあたっては、地域における消費喚起に直接効果がある事業に

「的を絞るJ観点から、以下の運用を行う。

①原則としで、主に個人に対する直接の給付事業を対象とする（同給付事業の

実施に必要な周知等の業務も含まれる）。プレミアム付商品券、ふるさと名物

商品券・旅行券等については、事業者に対する助成であっても、当該助成が、

商品・サービスの購入価格の低下に直接むすびつけられ、その低下額が利用

者に明示される場合には対象とする。

（注）消費喚起型における多子世帯支援については個人給付事業を想定してお

り、地方創生先行裂における少子化対策事業では同事業を除く。

②プレミアム付商品券（域内消費）及びふるさと名物商品券・旅行券（域外消

1 
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費）等消費喚起効果が高いものを推奨し、低所得者等向け商品・サービス購

入券への助成は、都道府県との連携によっても、プレミアム付商品券等の発

行が困難な場合のみとする。

③生活支援策については、特定の商品・サービスに対する支出に関する負担軽

減につながるものとするとともに、低所得者等への生活支援を原則とする。

④交付対象事業の実施にあたっては、交付金による利用者の負担軽減の効果等

について周知を求める。

⑤事業実施後、消費喚起効果等について調査を行う。

4. 地方創生先行型の考え方

交付金の交付にあたっては、地方公共団体の自由な事業設計を確保しつつ、

適切な客観的指標の設定と有効な分析を促進するために、以下のとおり運用

する。

①実施計画に盛り込まれる事業は、地方版総合戦略に盛り込まれることを想定

するものとする。（次ページ参照）

②地方版総合戦略の内容の起草作業は、広く住民や産学金労の関係者等の意見

を聞きつつ、地方公共団体が自ら行うことする。同作業の前提となる調査等

は委託を行うことは可能である。

③地方公共団体の自由な事業設計を確保するため、地方単独事業を対象とす

る。園の補助制度の対象となった事業については、対象としない。

④ 「建設地方債対象事業Jは対象としない。ただし、ソフト事業とあわせて実

施することにより、ソフト事業のみによる場合に比して重要業績評価指標

(KP（）の向上が十分に見込まれる施設整備事業は対象とする。

⑤事業概要、重要業績評価指標（KP（）、 PDC Aに変更がなく、上記の取扱い

に反しない限り、具体的な事業手法等細部については、交付決定後、地方公

共団体の裁量により変更することができる（変更について事後的に国への報

告を求める）。

2 
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I cs）一①地域しごと支援事業

〈事業の目的・概要〉

lロ地域が必要とする人材を大都市圏で掘り起こすとともに、各自治体による若年人材の還流、育成、 1
: 定着を支援する。 : 

iロ具体的には、地方創生交付金（地方創生先行型）を活用して以下の取組を一体的に行う。 : 

: ① しごと情報や生活情報等を一元的に収集・提供する「地域しごと支援センター」の整備 : 

: ② 各地域における魅力あるしごと作りとそれに必要な人材の呼び戻しゃ育成・定着等の取組 ； 

都
市
部
の
若
者
等

全国移住促進
センター

連
携

地
元
の
人
材

／ 問しとーと支援セシター ＼ 
地域に必要な
ず人材の確保報地

時比一一－－－＇－！＇＼
依じ l¥r一一一ー
的引）関係機関
長引が連携
守｜情報集約

ハローワーク

新規就農相談センター

福祉人材センター

大学・高専・専門高校等

中小企業人材パンク
（若者・女性）

～
業

J

一

企

一

一
一
元
一

戸
地

ぺ地域周る晶表（言語ゆゐ取組~｛
大都市圏からの人材呼び戻しのための事業

I （イン9ーンシツプなど）

;1 地域人材育成のための事業
J （研修付き採用や職場実習など）

1閣議思量豊日j

( 創業主事里｜
＼＼万 I,¥I 

よ島長加靖d君
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2－②－3 地域のしごとの魅力向上のための事業② II~ ~ 
～販路拡大、職場環境の改善等を支援～ II II 2.地域しごと支援事業 II 

i言葉の内＠ 1」
（目的）

事業ごとの重要業績評価指標 CKPI)の倒

地元企業職場の魅力向上

（事業例）
地元企業の底上げ事業

【アウトカムベースの指標例】
0賃上げ00%向上（支援前と支援終了0ヶ月後の賃金を
比較した率）

（概要）

O所定外労働時間00時間削減（支援前と支援終了0ヶ月
後の所定外労働の削減時間数）

地域の企業に対して、経営アドバイス、マッチング
フェアや商品展示会等のコーディネート、販路拡大や雇
用管理の研修、テレワークの導入などを行い、社員の処
遇改善（賃上げ、定着支援、長時間労働削減、年次有給
休暇の取得促進、パワハラ・マタハラ等対策）に活用す
る。

O年次有給休暇の取得率00%向上（支援前と支援終了
0ヶ月後の年次有給休暇の取得を比較した率）

事業スキーム

（例）地域への還流就職促

進と地域経済の活性化を

図りたい
（例）地域の実情に応じた
働き方改革を進めたい

」 委託 L‘ 

事業実施計画

（事業目標含）

の提出

【アウトプットベースの指標例】
O支援対象企業数（委託先から支援した企業数）

コンサルティング
会社等

（例）0個別アドバイス

0マッチングフェア
O商談会等へのコーディネー卜

O社員への関連研修・資格取得

Oテレワークの導入支援

支援

O好事例集の作成・周知、セミナー（過労死等を

防止するためのものを含む）の開催

0実習等

鰻露
地域の中小企業

柱員の賃上げ、定着支援、

働き方の改善（長時間労働

削減、年次有給休日展取得促
進、テレワークの導入）

5 



一一三註：；~4.'.t, －~·~；I;J1~提起密集l車場職現韓国主p＿~引~·踏まi君臨三：～三三；；～
1.長時間労働削減推進本部・働き方改革推進本部の設置（継続）

厚生労働省に大臣をトップにした長時間労働削減推進本部を、都道府県労働局に働き方改革推進本部をそれぞれ設置

2.本省・労働局幹部による企業経営陣への働きかけ（継続）

厚生労働省幹部、都道府県労働局幹部が業界や地域のリーデイングカンパニーに働き方改革に向けた取組を要請

3.働き方・休み方改善ポータルサイトの活用による働き方改革の推進（拡充）

企業、社員が自己診断し、働き方を見直すための解決策を示す等の機能を有したポータルサイトの活用促進と好事例等の情報発信の強化

4.地方自治体と協働による地域レベルでの年次有給休暇の取得促進（拡充）

地域のイベント、学校休業日等に合わせた計画的な年休取得を企業、住民等に働きかけ地域の休暇取得促進の気運を醸成

5.年次有給休暇取得促進期間（継続）

10月を「年次有給休暇取得促進期間」として、関係機関、労使団体、個別企業等に対し、年休の取得促進を呼び掛け

[ 6.働き方改革シンポジウムの開催（新規）

同羽改革 ゐ題担成すふわ；全国5力所でシンポジゥムを開催

[ 7.個別企業への支援～働き方・休み方改善コンサルタントによる助言（継続）

｜企業の実態に応じた働き方・休み方の改善について労務管理専門家によるコンサルティングを実施

[ 8.中小企業に対する助成（拡充）

｜長時間労働の抑制や年休の取得促進に取り組む中小企業に対し経費の一部を助成

[ 9.業種の特性に応じた働き方・休み方改善ハンドブックの作成（継続）
l業種の特性に応じた働き方・休み方改善ハンドブックの作成、配布

[ 1 0.病気休暇制度等の普及促進（継続）

｜病気休暇制度等、配慮が必要な社員に対する休暇制度の普及を図るため事例集の作成、配布。全国7力所でセミナーを開催

「
開
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｜ 「朝霊jの働き方の普及・長時間労働の抑制等に係る提言等について ［ 

0経済財政運営と改革の基本方針2014c平成26年6月24日【閣議決定〕〉 〉
第2章 1 女性の活躍、教育再生を始めとする人材力の充実・発揮
( 1 ) 女性の活躍、男女の働き方改革

女性が輝く社会を目指す。そのため、男女の働き方に関する様々な制度・慣行や人々の意識、ワーク・フイ

フ・パフンスを抜本的に変革し、男女が意欲や能力に応じて労働参加と出産・育児・介護の双方の実現を促す
仕組みを関係者で議論し構築していく。

「日本再興戦略」改訂2014c平成26年6月24日【閣議決定】〉 〉
第一総論
2.担い手を生み出す～女性の活躍促進と働き方改革
②柔軟で多様な働き万の実現 01動き過ぎ防止のための取組強化

長時間労働を是正するため、法違反の疑いのある企業等に苅して封働基準監督署による監督指導を徹底するととも

「朝型」のi動き方の普及や長時間労働抑制策等の検討を行う。

第二 3つのアクションプフン（一．日本産業再興プフン〉
2.雇用制度改革・人材力の強化

i）働き方改革の実現①働き過ぎ防正のための取組強化

仕事と生活の調和の取れた働き方を推進するだめ、特に、朝早く出社し、夕方に退社する「朝型」の働き

方を普及させる。さらに、我が国の課題である働き過ぎの改善に向けて、長時間労働抑制策、年次有給休暇取

得促進策等の検討を労働政策審議会で進める。

0まち・ひと・しごと創生法（平成26年11月28日【施行】）

（基本理意〉 E宰

第二条 まち・ひと・しごと創生は、次に掲げる事項を基本理意として行われなければならない。 調I
第四号 仕事と生活の調和を図ることができるよう環境の整備を図る」と。 m 



「朝型』の働き方等の推進

長時間労働の抑制のためには、「朝型」の働き方（やむを得ない残業は朝に回して、夕方に退社）の導入等、働き方・休み
方の見直しを一層促進することが重要であることから、労使への支援等を積極的に推進する。

472.466{405,990）千円

r-2忌牛度〉〉 26年度 > > 27年度 〉

働
き
方
・
休
み
方
改
善
指
標
の
開
発

..........................................，・・・・・..............................』・・・．．．．・・－・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・......・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

改善指標の普及に向けた検討・取組

O指標活用モデル事例集の作成（車型企
働き方、未消化で失効した年休を使った
特別休霞の事例等）
0ポータルサイトの開発・試行運用
O指標活用のための有識者による検討会
の開催

助言・指導

0働き方・休み方改善コンサル告ントによる助
言・指導

改善指標を活用した労働環境改善に向けた支援【拡充1

0「類型lの働き方等の生産性の高い働き方の事例の収集・周知
（改善指標を活用した改善事例集の作成）

0ポータルサイトの本格的運用・改修（「朝型jの働き方など新規コンテンツ
の追加、検索機能の新設）【拡充】

0指標の見直しゃ使いやすいポータルサイトを構築するための有識
者による検討会の開催

助言・指導

O働き方・休み方改善コンサJゆン卜等による助言・指導

朝型の働き方等、生産性が高〈、仕事と生活の調和がとれた働き方普及の
ためのシンポジウムの開催【新規】
0朝型の働き方等の生産性が高〈、仕事と生活の調和がとれた働き方を
ー促進する労使の意識高揚のためのシンポジウムの開催【新規1※全国
5カ所（北海道、東京、愛知、大阪、福岡）で開催予定
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三）~主三五：：；：；~~＿；｝ ~j~，J,l~ 
【事業概要】地方都市等において、関係労使、自治体、行政機関、 NPO等が協同で協議会を設置し、地域の祭り等のイ

ベント、学校休業日などに合わせた年次有給休暇の取得を企業、住民等に働きかける。これにより、年次有給休暇の取

得促進の気運の醸成、地域の祭り等のイベント等への参加者呼びかけを図り、地域の活性化に資する。

'-(25年度：市町村2力所、 26年度：都道府県1力所・市町村4カ所）

［三二れ主主C車種｛きIL__B註E年度ヶ）一一i

地方都市及び都道
府県において、関

係労使、地方自治
i I 体、行政機関等が

協働で協議会を設
置して重点実施目、
実施事項等につい
て協議

2014年7月11日人吉新聞（1面）
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一 体にこおけ
．実施地域の拡充：都道府県1カ所・市町村5カ所に拡充

重京裏施日（期間） 提言のとりまとめ
地域のイベント、お祭り、県民の日など連携
した重点実施日を設定し、年休取得を推進
（例）26年度
－静岡県、同島田市・川｜根本町（8月21日の
「県民の日」をはじめとする8月の期間）
熊本県人吉市（10月9日の「おくんち祭」）
愛媛県新居浜市（10月15日～18日の
「新居浜太鼓祭りjの期間）

－埼玉県秩父地域（秩父市、横瀬町、皆野町、
長瀞町、小鹿野町） ( 12月3日の「秩父夜祭」
本祭、 11月14日の「県民の日」）

静岡県島田市・川根本町における実施結果
「本事業が年休取得促進のきっかけとなる」
との評価（事業場調査結果より）

平民25~llt .. 核軍・

芳三顕彰獅i読む1~；弾二 。 20 40 60 eo 100 

あまりきっかけにならない 259% 
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J 弱永田〈帥＂＂ ~よく帥味日間寄

※平成24年度の数字は「地滋における家族の時間
づくり促進事業」（国土交通省観光庁）調査結果

=ti圃・・E置－－－
・好事例の周知生国の自治体や地域企業桝に向けて、収集した地域の休暇取得繭

促進に係る好事例の周知 店時

・年次有給休暇の取得率向上 l国

（政府目標・ 2020年までに取得率70%1~
・セミナーの開催．自治体等に向けた地域の休暇取得促進に係る全国ブロック単位で l章司

のセミナー開催 ーー河
・ポータルサイトへの掲載：厚生労働省のポータノレサイトで事業の紹介

－地域の活性化 ｜ぎ
（休暇を取得して地域活動への参加）｜一1) 
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0 平成27年2月 6日現在、 14都府県で設置済み。

－直営 : 5県 （福岡県、岐車県、静岡県、神奈川県、富山県）

・直営（一部委託） : 1都 （東京都）

・委託 :8府県 f県医師会ヘ委託 ：三重県、

県病院協会へ委託 ：滋賀県、

私立病院協会ヘ委託：京都府、

司平成26年度中に、 24都道府県で設置される予定。

0 平成27年度までに、さらに主旦塁で設置される予定。

0 設置時期が未定であるのは、 4県。

岡山県、

奈良県、

大阪府

福井県

和歌山県

※ 医療勤務環境改善に関する改正医療法の規定が平成26年10月1日に施行され、都道府県にはセンターの設置に努め

る義務があることにかんがみ、各都道府県に対して、可能な限り平成26年度中にセンターを設置するよう要請してい

る。

センターを未設置の道府県では、社会保険労務士による「医療労務管理相談コーナーj （都道府県労働局の委託

業）を暫定的に設置している。この場合、可能な限り平成26年度中にセンターを設置し、暫定的な体制の解消が求

られることを、各道府県ヘ周知している。



「いきいき働く医療機関づくりサポートセミナーj （厚生労働省委託事業）の開催



医療勤務環境改善に関するウエフ机サイトの構築

(2 6年度中の構築に向けて準備中）

ウェブサイトのイメージ（準備中）｜・参考になる情報を得5れる場として

言語昌子…色町 L づ ::lI 医療機関の勤務環境改善に関する行政（園、

ケで？でー士で1:111都道府県）の取組、制度法令、調査研究、ィ

；附向恥字国 語審議 ~i~311 I・ ペント開催予定など、参考になる情報を掲載。

誠二；古川口…；雪山 語句理｛~11 医療機関の勤務環I寛改善の取組事例ち掲載し、
君事ど； ヲモ~~s::!I I 
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キーワードにより検索することが可能。

・情報発信の場としで

医療機関の取組事例を投稿し、ウェブ、サイト

に掲載して情報発信することが可能。

圃意見交換の場として

医療機関の勤務環境改善に関する幅広いアイ

ディアやコメントを投稿することが可能。



（ f多様な正社員1の普及拡大｝ > •. －（竿防年度合訪取組〉 ） 

0 多様な正社員の普及のための周知・啓発（P2参照）
＝今職業安定部と連携を図りつつ、セミナー等の機会を活用して、「雇用管理上の留意
事項」及び好事例を周知

0 モデル就業規則の周知・活用等（P3参照）
＝今本省委託事業（平成27年度）により作成するモデル就業規則の周知

モデル就業規則、雇用管理上の留意事項を活用して、社内の制度化に向けた事

業主への助言

。コンサルティング、の利用勧奨（P4参照）

持多様な正社員の導入や無期転換ルールへの対応を検討する中小企業に対するコ
ンサルテインク、の利用勧奨（本省委託事業（平成27年度））

＊ 多様な正社員制度の周知や事業主への助言等を行うに当たり、キャリアアップ助成金の活

用についても周知協力を行う（P5参照）
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平成27年度予算案 99百万円 (123百万円）
脅二ゴ農- ' 一・『4一

O 正規・非正規の二極化を解消し、雇用形態にかかわらず、労働者の希望に応じて、安心して生活できる多様な働き方を実現
するため、「日本再興戦略改訂2014J（平成26年6月24日閣議決定）において、「働き方改革の実現」のーっとして「職務等を限
定した『多様な正社員』の普及 E 拡大」が盛り込まれた。

0 平成27年度は、「多様な正社員Jの普及・拡大を図るため、成功事例や雇用管理上の留意点等の周知を行うとともに、モデ
ル就業規則の作成、多様な正社員制度の導入（無期転換ルールへの対応を含む。）を検討している企業に対するコンサルティ
ングの実施を通じて、制度導入のノウハウを情報提供し導入促進を図る。
また、シンポジウムの開催等により、「多様な正社員jに対する社会的気運の醸成を図る。

[ • －－~·－ 判L;i,(,!u山前山」~＜；＇－干 コ士 J 
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0多様な正社員（無期転換含む）のモデル就業規則の作成等
・3業種の実態調査、規定収集、モデル就業規則作成
・企業アンケート調査による多様な正社員の運用実態等の把握

0 企業lこ対するコンサルナイングの実施
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0 働き方の二極化を解消し、雇用形態にかかわらず、安心して生活ができる多元的な働き方が提供される環
境を整備することが重要。また、無期転換ルールについて、無期申込転換権が発生する平成30年度に向け
て、各企業において円滑に導入できるよう、併せて社内制度の整備が必要。

しかし、多様な正社員の円滑な導入・運用及び無期転換ルールへの円滑な対応を行うために、就業規則の
整備等による社内制度化が必要であるが、中小企業等においては十分なノウハウを必ずしも保有しない現状。
O 平成27年度はJ多様な正社員Jの普及・拡大を図るため、成功事例や雇用管理上の留意点等の周知を行
うとともに、モデル就業規則の作成を通じて、制度導入のノウハウを情報提供し導入促進を図る。

L黙りJ堅塁，.y.:JJ． ． ． ・・・．． ． 
:.=i~·~·~~－…一’......－－＂ー」 rm酒席盟国璽R 吉町田園田I ＼ ． 

（参考）
モデル就業規則の規定例の主な検討対象
．限定内容の明示
・賃金や昇進等の均衡処遇
．転換制度
・事業所閉鎖時等の対応 など・・9

O 実施内容（予定）

J委託事業
本省において、委託予定
（委託先はシンクタンク等を予定）

J対象業種：サービス業などを対象
業種共通及びサービス業などの業種編を作成予定

Jモデル就業規則の活用
多様な正社員の導入及び無期転換ルールへの対応

を検討している事業主等に対する、雇用管理上のノウ
ハウをf是｛共

画面 令

デル就業規則
0モデル就業規則の周知

筆
－各種機会を活用した企
業への周知
・局署において企業から
の相談への対応や助
言に活用

u
h－－
J
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轟轟孟誼証睡謹誼謹甑i事謹直鑑誼凪通量単幽起誼邑幽孟』遍轟幽鑑孟選通~

轟轟議議
O 多様な正社員の円滑な導入・運用及び無期転換ルールへの円滑な対応を行うために、就業規則の整備等に
よる社内制度化が必要であるが、中小企業等においては十分なノウハウを必ずしも保有しない現状。

0 平成27年度はJ多様な正社員」の普及・拡大を図るため、成功事例や雇用管理上の留意点等の周知を行
うとともに、モデル就業規則の作成、多様な正社員制度の導入（無期転換ルールへの対応を含む。）を検討し

ている企業に対するコンサルティングの実施を通じて、制度導入のノウハウを情報提供し導入促進を図る。

’…一一轟轟轟轄鞍襲謹麗鐘議譲鞍'J.....掴．

...... （悶包起窃綴喜 J 輪瞳bd・・ ・・・・ ... 
0 無期転換ルールへの対応を含め、多様な正社員制度の導入を検討している企業に対し、「雇用管理上＼

の留意事項Jを踏まえた雇用管理等に関する企業診断、就業規則の規定例等を参照して社内制度化に
向けた助言・援助を実施

※本省の委託事業として、シンクタンク等において実施予定（対象100企業）
※無期転換ルールや多様な正社員の雇用管理に精通した、社会保険労務士等が対応

取包＠炭容ミ三

－ 

． ． ． 

0 企業に対する企業診断、助言・援助を行うことにより、無期転換ルールへの対応を含め多様な正社員
制度の円滑な導入・運用を促進

企業における雇用管理の実情を診断し、社内制度化のための課題の把握、改善方策の検討
E 企業に対し上記課題を踏まえた改善計画の提案、企業における取組のフォローアップ
• h企業における社内制度化を実現（就業規則等の整備）するための助言

匡号社内制度を整備し、無期転換ルール等への円滑な対応が図られる 4 
－
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［ キャリアアップ助成金について（平成27年度予定額： 221億円） 1 
0 有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった非正規雇用労働者の企業内のキャリアアップ等

を促進するため、これらの取組を実施した事業主に対して包括的に助成。

【本助成金の活用に当たって】

事前に事業所ごとに「キャリアアップ管理者」の配置、 「キャリアアップ計画」の作成が必要。

《助成メニュー》

①育期→正規： 1人当たり50万円（40万円〕

正規雇用等｜有期契約労働者等を正規雇用等に｜②有期→無期： 1人当たり20万円（15万円〉
転換 l転換まだは直接雇用 ｜③無期→正規： 1人当たり30万円（25万円〕

多様な
正社員

勤務地・職務限定正社員制度を
新たに規定
有期契約方働者等を多様な正社員
に転換または直接麗用

※派遣明働者存正規雇用で菌培雇用する宣言合‘ 1人当正午η30万円 f大企業ち問題〉加算

¢勤務地・職務限定正社員制度規定・適用・ 1事業所当疋り40万円（30万円〉

②有期・無期→勤務地・職務限定、短時間正社員： 1人当たり30万円（25万円〕

③正規→短時間正社員、短時間正社員雇入れ • I人当たり20万円（15万円〉

※派遣労働者を多様な正社冒で直隆雇用する宣言戸号、 1人当たり15万円（大企業ち同額〕加筆

①すべての質金テーブル改定 1人当たり 3万円（2万円〕

処遇改善｜すべてまたは一部の有期契約笥働｜②雇用形態別または職種別の賓金テーブル改定1人当たり1.5万円け万円〉
者等の基本給を2盤以上増額 ’ 

※「職務評価」の手法の活用により実施した湯合、 1事業所当たり20万円什5万円〕加算 5 

※上記の他、有期契約労働者等に苅する人材育成（職業訓練〉、法定外の健康診断制度の規定、所定労働時間延長を実施した揚合に田成
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！ と可ペ ペf生活困窮者自立支援法~軍属~~年法律第!Q~是Llこつれ~ご j 
生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、生活困窮者に対し、自立相談支援事業の実施、住

居確保給付金の支給その他の支援を行うための所要の措置を講ずる。

1 .自立相談支援事業の実施忍び住居確保給付金の支給（必廼事業｝
0 福祉事務所設置自治体は、「自立相談支握事業！（就労その他の自立に関する相談支援、事業利用のためのプラン作成
等）を実施する。
※自治体直営のほか、社会福祉協議会や社会福祉法人、 NPO等への委託も可能（他の事業も同様）。

0 福祉事務所設置自治体は、離職により住宅を失った生活困窮者等に対し家賃相当の「住居確保給付金j（有期）を支給す
る。

2.就労準備支援事業、一時生活支援事業漉ぴ家計相談支援事業等の実施（佳意事業｝
0 福祉事務所設置自治体は、以下の事業を行うことができる。
・就労に必要な訓練を日常生活自立、社会生活自立段階から有期で実施する「就勢準備支援事業 l

．住居のない生活困窮者に対して一定期間宿泊場所や衣食の提供等を行う「一時生活支援事業 l

・家計に関する相談、家計管理に関する指導、貸付のあっせん等を行う「家計相談支援事業I
．生活圏窮家庭の子どもへの「学習支援事業 lその他生活困窮者の自立の促進に必要な事業

3.都道府県知事等による就労訓練事業（いわゆる『中間的就労』｝の認定
0 都道府県知事、政令市長、中核市長は、事業者が、生活困窮者に対し、就労の機会の提供を行うとともに、就労に必要な
知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行う事業を実施する場合、その申請に基づき一定の基準に該当する事業で
あることを認定する。

4.費用
O 自立相談支援事業、住居確保給付金・国庫負担3/4
0 就労準備支援事業、一時生活支援事業：国庫補助2/3
0 家計相談支援事業、学習支援事業その他生活困窮者の自立の促進に必要な車業：国庫補助1/2

1 



｜ 三：三円 新たな生活困窮者自立支援制度 JI 

。自立相談支援事業

－訪問支援（アウトリーチ）も含め、

生活保護に至る前の段階から早

期に支援

－生活と就労に関する支援員を配
本
人

置し、ワンストップ型の相談窓口
状のにより、情報とサービスの拠点と

して機能 i況

・一人ひとりの状況に応じ自立に H~ 向けた支援計画を作成
た

地域ネツF クの強化など地域 ｜｜喜
づくりも担う ※． I 

基本は現金給付ではなく自立に向けた

人的支援を、有期により提供

※右記は、j去に規定する支援（・）を中心
に記載しているが、これ以外に様々な支援
（〈〉）があることに留意

II居住確保支援 l
再就職のために入 。「住居確側合付金Iの支給

居：~悲喜が伊 就職活動を支えるため家賃費用を有期で給付

｜就労支援
。就勢準備支樺事業

就労に一定
期間を要する者

－就労に向けた日常・社会的自立のための訓練

.JI なお一般就労が困難な者 ｜ 

・「中間的就労1の推進
－直ちに一般就労が困難な者に対する支援付きの就労の場の育成

。ハローワークとの一体的支揮
・自治体とハローワークによる一体的な就労支援体制の全国整備等
により早期支援を推進

緊急的な支援

緊急に衣食住の
確保が必要な者

｜｜家計再建支援｜
．， 

家計から生活
再建を考える者

。一時生活支握事業
－住居喪失者に対し衣食住を提供

4砂家計相談支援事業
－家計再建に向けたきめ細かな相談支援

．家計再建資金貸付のあっせん

｜子ども・若者支援 11・学習等支握

貧困の連鎖 L..... －生活困窮家庭のこどもに対する学習支援や保護者への進学助言
の防止 ,.,...... を実施

｜その他の支援｜
〈〉関係機関・他制度による支援
く〉民生委員・自治会・ボランティアなどインフォーマルな支援 2 



」三三三三J堅型空陸志望旦三二一一一」
。就労準備支援事業の創設、就労訓練事業の場の提供の推進等により、本人のステージに応じたきめ細
かな支援策を実施する。

L 本人のス子一切おじた支援 ｜ 

一般就労0 F就労副飯事業（いわゆるム申間的厩労3ぬ担1の握僕等
J直ち！こー？？般就労を目指すごとが困難なょに斑ιてよご る

日支援付きの就業の機会の提】供など杢行ラ：～～＼ 一
~ .. ＂虫』 .. 司置·~"I!牢F叫前島...................回 i.u. ＂＂＂ーι田ι，. ...，..】n Jコヘヘヘマ 一 ～、h ヘ

就労訓練事業

日常生活

自立

社会参加

。蔵事績信霊彊事業面白設：？？ミヲi三：三＇＂＂ヘ
i莞体：睡聾（重通じ1主訓練主三~｛~f'tf~＇ι：：：＇：＂ ；：＇でこ三
；活習慣薩：.;gj~草画担指導やf ～域活動sの参加

三：：J駒田常世主；缶百直立軍堅二割II鎮ιミL三

0自治体とハローワークとが一
体となった就労支援

0自治体自ら実臆する
就労支援

法により、これまで、支援が十分されてこなかった層への就労支援が充実する。各種就労支援は、
生活困窮者の多くが自尊感情や自己有用感を喪失し、次のステップに向かうことがで、きなくなって

いる状況にあることを踏まえ、その回復・醸成を図りながら行う。 ヨ



生活困窮者の状態に応じた就労支援（案）
宮運組謹孟・・・・・・・E温 謹 轟 轟 孟 直 圃 圃 圃 圃 圃 圃 圃 圃圃圃圃圃園自ι

1.~~~；副主義聡嗣認証説者三t!S·国ヲffA?-1吾画豆電奇~：~·~［~主張l両横類整ー噴親iff：／ 二三三一一ミ ι 
が見込主れる看守之二主士Jコ戸 7竺号」＜ol三J三J守ニ：7三··~·.：：宇~~~c•芦〈：：干三~：：： r：守｜：二？京益ど共職3主訪l練；可一戸求磁者支翠制度七手q買？〈竺三

2.就労に向けた準備が一定程度｜生活保護受給者等就労自立促 ｜（ハ口一ワ一ク）

整っているが、個別の支援により ｜進事業 ｜担当者制による、キャリアコンサルティング、職業相談・職
就労が見込まれる者 i※自立相談支援事業の就労支援員 ｜業紹介、公的職業訓練による能力開発、個別求人開拓、

とハローワークの担当者による ｜就労後のフォローアップ 等
チーム支援 ｜ 

’ （自立相談支援事業の就労支援員）
対象者の選定、ハローワークへの支援要誇等

卓司量産事磁持蚕属1窃支援？ととも~~~｝~！当制！とよるi刊~m;i~？~
7一員て＇.＇

·~~｛·，0~~t~~~J~~4f:~吏吾言.~三三｜誓一F：調型l塁芸買揮－：：璽瑳望妻里？五塑挙一君F三±ヤ千、よ

三三0：＇／！＇：アt竺至三τよ；J主1三＂＇：＇ミ戸：－プ司ミf王三有：き~~三： 三三·，；主；~：tc手｜き7:~： ·• ~~－＂－－｝三：－－~主主；：~｝：，＇~ 1＇~~￥l0j三えJ二主主.~·＞
4.生活リズムが崩れている、社 ｜就労準備支援事業 ｜就労に向けた準備としての基礎能力の形成からの支援を、

会との関わりに不安がある、就労｜※自立相談支援事業の就労支援員 ｜計画的かつ一貫して実施
意欲が低いなどの理由で、就労 ｜が、ボランティア、就労体験など
に向けた準備が整っていない者 ｜の場を提供することもあり得る

’ （就労準備支援事業に比べ簡素・
軽微なものを想定）

：－：三一I.'.I；：：一－~~~：r-r－；一－：：τ＼：一¥'} 三：：（ ~~~~ ···~~ T三戸｜ io ~ ，.，一；：；

※自立相談支援事業の就労支援員は、上記のほか、利用者の状態の定期的・継続的な確認を行う。
また、就労意欲が希薄等の理由により就労準備支援事業の利用に至らない者に対する就労意欲の喚起、セミナーの開催等必要な就労支援を実施。

4 



新事業の概要 1 
0 社会福祉法人、 Np O法人、営利企業等の自主事業として実施。対象者の状態等に応じた作業等の機会（清掃、

リサイクル、農作業等）の提供と併せ、個々人の就労支援プログラムに基づき、就労支援担当者による一般就労に

向けた支援を実施。

0 対象者としては、就労準備のための支援を受けても一般雇用への移行ができない者等を想定。

0 事業実施に際し、都道府県等が事業を認定する仕組みとする。

0 立上げ時の初期経費の助成、税制優遇等を検討。

支援のイメージ

自立相談支援機関によ

る課題の評価？分析（ア
セスメント）、行政による

支援決定

¢1 就労訓練事業 l ｜ 一般就労

支援付雇用型

業
施

事
実

労
援
を

就
支
ヴ

ノ
、
山
矢
ワ

づ
詰
ア

基
相
一

二
二
口

約
即
け

契
に
仁

用
要
以

雇
必
巳

－
等被グ非雇用型 ・雇用契約に基づく就労

＝比較的軽易な作業を想定
〆う・就労支援担当者による就労

I~＂ ’ 支援竃指導等
『 ・就労条件における一定の配慮（労

働時間、欠勤について柔軟な対応）

・訓練計画に基づく就労訓練
－事業主の指揮監督を受けない軽作業等
．就労支援担当者による就労支援・指
導等

4’ ‘』
、 （課題の評価・分析（アセスメント）は約6ヶ月ごとに実施） , 

一正期律される効果
0 個人の状況に店じた支援を行うことで．一般就労や求職活動を行うための動機付け・準備均可能となる。



一」川就労訓練事業の認定について〆
= 

一一喝 ，ー

＝＝＝ 

0 就労訓練事業を行う者は、生活困窮者自立支援法第10条の規定に基づき、当該就労訓練事業が、生活圏
窮者の就労に必要な知識及び能力の向上のための基準として厚生労働省令で定める基準（認定基準）に適
合していることについて、都道府県知事等（※）の認定を受けることができる。

※就労訓練事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県知事、政令市・中核市の長。

0 この認定制度は、就労訓練事業に関して、支援に必要な体制が整備されていること等を確認するものであり、
労働基準法等関係法令の道守とあいまって、就労訓練事業が適切に実施されることを確保。

【認定基準】｜

1 就労訓練事業者に関する要件

( 1）法人格を有すること。

(2）就労訓練事業を健全に遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有すること。

(3) 自立相談支援機関のあっせんに応じ生活困窮者を受け入れること。

(4）就労訓練事業の実施状況に関する情報の公開について必要な措置を講じること。

(5）次のいずれにも該当しない者であること。

①生活困窮者自立支援法その他の社会福祉に関する法律又は労働基準に関する法律の規定により、罰金以上の刑に処せられ、その執行を

終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
②就労訓練事業の認定の取消しを受け、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
③暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員若しくは暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者（暴力団員等）

がその事業活動を支配する者文は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者

④破壊活動防止法に規定する暴力主義的破壊活動を行った者
⑤風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業又は性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う者
⑥会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立てが行われている者又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てが行われている者

⑦破産者で復権を得ない者
⑧役員のうちに①から（［，までのいずれかに該当する者がある者
⑨上記のほか、その行った就労訓練事業（過去5年以内に行ったものに限る。）Iこ関して不適切な行為をしたことがある又は関係法令の規定に

反した等の理由により就労訓練事業を行わせることが不適切であると認められる者
6 



2 就労等の支援に関する要件

0 利用者に対し、就労の機会を提供するとともに、次に掲げる措置を講じること。

①②に掲げる措置に係る責任者（就労支援担当者）を配置すること。

②就労等の支援に関する措置として、次に掲げるものを行うこと。

ア支援に関する計画（就労支援プログラム）を策定すること。

イ利用者の就労等の状況を把握し、必要な相談、指導及び助言を行うこと。

ウ自立相談支援機関その他の関係者と連絡調整を行うこと。

エ以上に掲げるもののほか、利用者に対する支援について必要な措置を講じること。

3 安全衛生に関する要件

0 非雇用型の利用者の安全衛生その他の作業条件について、労働基準法及び労働安全衛生法の規定に
準ずる取扱いをすること。

4 災害補償に関する要件

0 非雇用型の利用者が事業の利用に関して災害を被った場合の補償のために、必要な措置を講じること。

7 



"> コーム生活困窮者自立支援法に基づく認定就労訓練事業の

L三豊量五民主品jミム叫~c，ι一二ιーギt：＇ーと二一戸山ムプ，.
0 就労訓練事業（いわゆる「中間的就労J）は、一般就労と福祉的就労との聞の就労形態として位置づけられ、雇用

による就業を継続して行うことが困難な生活困窮者の一般就労を目的に、民間事業者が自主事業として実施するもの。

0 就労訓練事業における就労形態は、⑦雇用契約を締結せず訓練として就労を体験する段階（非雇用型）と②雇用契

約を締結した上で支援付きの就労を行う段階（雇用型）の二つを想定。

0 本ガイドラインは、認定基準を補足するものとして、生活困窮者自立支援法に基づく認定を受けた就労訓練事業者

が道守すべき事項を定める。なお、認定就労訓練事業において生活保護受給者を受け入れる場合も、本ガイドライン

に沿った事業運営を行い、その適切な実施を確保する必要がある。

2.・・ J対象者像一人一
'"'°''''" ＇＇~＇＂＇＇＂＇－－＂＂ごさ人一～－·

0 自立相談支援機関のアセスメントにおいて、ー殻就労に就く上で、まずは本人の状況に応じた柔軟な働き方をする

必要があると判断され、福祉事務所設置自治体による支援決定を受けた者が対象。

（例）いわゆるひきこもりの状態にある若しくはあった者又はニートの者、長期間失業状態が続いている者、未就職の高校中退者等

.？ 子；＇.喜三毒箆婁襲主主題~L{<i工λムニi弘－：；

①②に掲げる措置に係る責任者（就労支援担当者）を配置。

② 就労等の支援に関する措置として、次に掲げるものを実施。

ア 支援に関する計画（就労支援プログラム）を策定すること。

イ 利用者の就労等の状況を把握し、必要な相談、指導及び助言を行うこと。

ウ 自立相談支援機関その他の関係者と連絡調整を行うこと。

エ 以上に掲げるもののほか、利用者に対する支援について必要な措置を講じること。 8 



4童労内容～

0 就労訓練事業においては、対象者の個々の適性を把握した上で、必要に応じて既存の業務を分解すること等により、

対象者の状態等に応じた作業を割り当てることが適当。

0 また、就労形態についても、毎日の就労を求めないなど、個別の状況に応じたものとすることが必要。

0 就労支援プログラムについては、概ね3～6か月程度の期間を設定し、対象者との面談を経た上で見直し・更新。

5三封象者~CQ·就労条件～＿－ ；－.－－.....·.~－~－ 日』 ；ム

0 事業の利用を雇用型として開始するか、非雇用型として開始するかについては、対象者や事業者の意向等を勘案し

つつ、アセスメントに基づき自立相談支援機関が判断し、福祉事務所設置自治体による支援決定を経て確定。
※ 非雇用型として就労訓練事業の利用を開始した場合であっても、定期的にアセスメントを行い、能力の上達度合い等に応じて、雇用

型に移行。また、就労の状況に応じて就労内容を見直し、自立相談支援事業におけるアセスメントによる確認を経た上で一般就労が

可能と認められた場合には、契約等の変更を行うことが必要。

0 雇用型の対象者については、賃金支払い、安全衛生、労働保険の取り扱い等については、他の一般労働者と同様、

労働基準関係法令の適用がある。

0 一方、非雇用型の対象者については、労働者性がないと認められる限りにおいて、労働基準関係法令の適用対象外

となる。非雇用型についても、就労開始前に、対象者本人の自発的意思に基づき、関係者間で就労内容や条件等を示

した確認書を取り交わすこととし、その中で非雇用である旨の理解と合意を明確化することが必要。
※ 非雇用型については、作業内容、作業場所、作業シフト等の管理について、雇用型及び一般就労者と明確に区分することが必要。

0 また、安全衛生面、災害補償面については、非雇用型の対象者についても、一般労働者の取扱いも踏まえた適切な

配慮を行うことが必要。

0 さらに、従来、就労の場に就くこと自体が困難であった者が一般就労に就くことも念頭に置きつつ作業を行う点に

着目し、工賃、報奨金等の形で一定金額を支払うことは、対象者の就労へのインセンティブを高める上でも重要。

9 



参照条文

0 生活困窮者自立支援法（平成 25年法律第 10 5号）（抄）

（目的）

第一条 この法律は、生活困窮者自立相談支援事業の実施、生活困窮者住居確保

給付金の支給その他の生活困窮者に対する自立の支援に関する措置を講ずる

ことにより、生活困窮者の自立の促進を図ることを目的とする。

（定義）

第二条 この法律において「生活困窮者」とは、現に経済的に困窮し、最低限度

の生活を維持することができなくなるおそれのある者をいう。

第十条 雇用による就業を継続して行うことが困難な生活困窮者に対し、就労の

機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓

練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業（以下この条において

「生活困窮者就労訓練事業」という。）を行う者は、厚生労働省令で定めると

ころにより、当該生活困窮者就労訓練事業が生活困窮者の就労に必要な知識及

び能力の向上のための基準として厚生労働省令で定める基準に適合している

ことにつき、都道府県知事の認定を受けることができる。

2 都道府県知事は、生活困窮者就労訓練事業が前項の基準に適合していると認

めるときは、同項の認定をするものとする。

3 都道府県知事は、第一項の認定に係る生活困窮者就労訓練事業（第十五条第

二項において「認定生活困窮者就労訓練事業」という。）が第一項の基準に適

合しないものとなったと認めるときは、同項の認定を取り消すことができる。

0 生活困窮者自立支援法施行規則iJ （平成 27年厚生労働省令第 16号）

（法第十条第一項に規定する厚生労働省令で定める便宜）

第十九条 法第十条第一項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、就労に必要

な知識及び能力の向上のために必要な訓練、生活支援並びに健康管理の指導等

（以下「就労等の支援」という。）とする。

（法第十条第一項に規定する厚生労働省令で定める基準）

第二十一条 法第十条第一項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる

事項について、当該各号に定めるとおりとする。

一 生活困窮者就労訓練事業を行う者 次のいずれにも該当する者であるこ

と。

イ 法人格を有すること。

ロ 生活困窮者就労訓練事業を健全に遂行するに足りる施設、人員及び財政
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的基礎を有すること。

ハ 生活困窮者自立相談支援事業を行う者のあっせんに応じ生活困窮者を

受け入れること。

ニ 生活困窮者就労訓練事業の実施状況に関する情報の公開について必要

な措置を講じること。

ホ 次のいずれにも該当しない者であること。

( 1 ) 法その他の社会福祉に関する法律又は労働基準に関する法律の規

定により、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行

を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

( 2 ) 法第十条第三項の規定により同条第一項の認定の取消しを受け、

当該取消しの日から起算して五年を経過しない者

( 3 ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律

第七十七号）第二条第六号に規定する暴力団員若しくは暴力団員で

なくなった日から五年を経過しない者（以下この号において「暴力

団員等」という。）がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をそ

の業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそ

れのある者

( 4 ) 破壊活動防止法（昭和二十七年法律第二百四十号）第五条第一項

に規定する暴力主義的破壊活動を行った者

( 5 ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和二十三

年法律第百二十二号）第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第

五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う者i

( 6 ) 会社更生法（平成十四年法律第百五十四号）第十七条の規定に基

づく更生手続開始の申立てが行われている者又は民事再生法（平成

十一年法律第二百二十五号）第二十一条第一項の規定に基づく再生

手続開始の申立てが行われている者

( 7 ) 破産者で復権を得ない者

( 8 ) 役員のうちに（ 1 ）から（ 7 ）までのいずれかに該当する者があ

る者

(9) (1）から（ 8 ）までに掲げる者のほか、その行った生活困窮者

就労訓練事業（過去五年以内に行ったものに限る。）に関して不適切

な行為をしたことがある又は関係法令の規定に反した等の理由によ

り生活困窮者就労訓練事業を行わせることが不適切であると認めら

れる者

一 就労等の支援 生活困窮者就労訓練事業を利用する生活図窮者に対し、就

労の機会を提供するとともに、就労等の支援のため、次に掲げる措置を講じ

ること。

イ ロに掲げる生活困窮者就労訓練事業を利用する生活困窮者に対する就

労等の支援に関する措置に係る責任者を配置すること。

ロ 生活困窮者就労訓練事業を利用する生活困窮者に対する就労等の支援

2 -



に関する措置として、次に掲げるものを行うこと。

( 1 ) 生活困窮者就労訓練事業を利用する生活困窮者に対する就労等の支

援に関する計画を策定すること。

( 2 ) 生活困窮者就労訓練事業を利用する生活困窮者の就労等の状況を把

握し、必要な相談、指導及び助言を行うこと。

( 3 ) 生活困窮者自立相談支援事業を行う者その他の関係者と連絡調整を

行うこと。

(4) (1）から（ 3 ）までに掲げるもののほか、生活困窮者就労訓練事

業を利用する生活困窮者に対する就労等の支援について必要な措置を

講じること。

一 安全衛生 生活困窮者就労訓練事業を利用する生活困窮者（労働基準法

（昭和二十二年法律第四十九号）第九条に規定する労働者を除く。）の安全

衛生その他の作業条件について、労働基準法及び労働安全衛生法（昭和四十

七年法律第五十七号）の規定に準ずる取扱いをすること。

四 災害補償 生活困窮者就労訓練事業の利用に係る災害（労働基準法第九条

に規定する労働者に係るものを除く。）が発生した場合の補償のために、必

要な措置を講じること。

. 3. 



労働災害の発生状況について
1 平成26年の労働災害発生状況（前年同期との比較平成27年1月末日現在速報値）

曙議伊叩
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1 .趣

労働安全衛生規則の一部を改正する省令案の概要
〈足場かーらの墜落防止対策の強化関係）その1

足場からの墜落・転落災害の防止については、平成21年6月に労働安全衛生規則（以下「安衛則jという。）を改正し、
足場等の墜落防止措置等の強化を図ってきた。その改正の際、施行後3年を目途に措置の効果を把握し、その結果
に基づき所要の措置を講ずることとされていたことから、『足場からの墜落防止措置の効果検証・評価検討会jで検討
を行い、その検討結果（平成26年11月）を踏まえ、必要な改正を行うものである。

2.背 景 I

( 1 ）足場からの墜落災害発生状況の推移｜ (2）安衛則に基づく墜落防止措置の実施状況

0 足場からの墜落災害は長期的には減少傾向であったが、
近年、増加傾向となっている。 0 安衛則に基づく墜落肪止措置が実施されてい

0 死傷墜落転落災害における足場からの墜落災害の割合 なかったものが約9割を占める。
も、近年、増加傾向となっている。

表足場からの墜落災害発生状況の推移 図安衛則に基づく墜落防止措置の実施状況
平成16年平成18年平成20年平成22年平成23年平成24年平成25年

建設業 22,809 22,386 19,280 16,143 16,983 17 ,073 17,189 分析対象1 2州［組立解体時の最上層からの墜落叫

全体 (594) (508) (430) (365) (342) (367) (342) 
' ・通常作業時等 :896件

うち、① 8,312 7,819 6,629 豆銀E 5,802 5,892 生鐙呈
墜落、転落 (260) (190) (172) (159) (154) (157) (160) 

、v
‘’ 

うち、② 1,521 1,398 1,133 713 847 853 958 安衛則に基づく措置 安衛則に基づく措置
足場から (47) (26) (31) (45) (25) (24) (31) 「有J－旦2ii_(8.2%) 「無I:1, 1 05佐｛91.8%2 

②／① 18.3也 17.9弛 17.1弛 13.2首 14.6首 14.5略 16.0百

割合（%） 18.1% 13. 79自 18.0% 28.3弛 16.2百 15.3% 19.4見 、k 、v 、v '¥ 

不安全行動等 不安全行動等 不安全行動等 不安全行動等戸L

※「労働者死傷病報告jに基づく休業4日以上の死傷災害 『有」坐主主 「無J:lfilt 「有J 豆4~生 「無J ：~生
対霊｝ ）内は、「死亡災害報告Jに基づく死亡災害 (7. 0%) (1. 2%) (31. (60. 

※平成21年度から平成23年度の足場からの墜落災害（休業4日
以上の死傷災害）を分析したもの。 ト、3

一



三ι：ーシ労働；安全衛生規則の一部を改正する省令案の概要7←

三三：；ν：；（足場からの墜落J防止i対二策の強化関係）了その2
3.改正の概要

(1）足場の組立て等の作業に係る業務の特別教育の追

＜現行＞

足場の組立て等の作業に従事する
労働者に対する特別教育の義務はな
い。

(2）足場の作業床に係る墜落防止措置の充実

＜現行＞

＜改正後＞
足場の組立て等の作業に係る業務（地上又は堅固な床上での

補助業務を除く。）を特別教育の対象とする。

＜改
足場における高さ2m以上の作業場所に設けられ

投開t上、 Vよ！日u¥fi 

足場r＿；：量ける置さZm以上の作業場所に設けられる生茎

床材閣のすき間床材聞の 山

は3cm以下 すき間3cm以下 至宝呈＝＝三三

‘一－－＋
作業床の幅
40cm以上

盛足場からの手すり等の墜落防止設備につい

て、作業の性質上これらの設備を設けることが
著しく困難な場合や作業の必要上臨時にこれ

らの設備を取り外す場合において、＝皇皇霊
件を満たしたときは、これらの設備を設けない
ことや取り外すことができる。

①現行⑦に加え、床材と建地と I~メ吾妻ヨ吾
のすき聞は12cm未満とすること れそ二重安雲市

を追加する。

②現行②の一定の要件として、

床材と建地との
すき間12cm未満

当該箇所への関係労働者以外の者の立入りを禁止

することを追加する。

③作業の必要上臨時に墜落防止設備を取り外したと

童は、当該作業が終了した後、直ちに取り外した設備
を元の状態に震さなければならないことを追加する。

④盛亙豆盛については、架設通路及び作業構台につ
いても同様の措置を追加する。



一ぎ労働安全衛生規則の÷部を改正する省令案の概要
〈足場から、の墜落防止対策の強化関係〉その3

(3）足場の組立て等の作業に係る墜落防止措置の充実

＜改正後＞
①対象を高さ 2m以上の構造の足場まで拡大する。

②足場材の緊結等の作業を行うときは、次の措置を講ずるこ
ととする。
イ幅40cm以上の作業床を設けること。

※ただし、作業床を設けることが困難なときを除く。

＜現行＞ ＜改正後＞

A

・7
足場板の幅
2ocm以上 4司問診

Q I ／阪市｜
ロ安全帯取付け設備

等の設置及び安全帯

室主f措置を遍接官

※ただし、これらの措置

と同等以上の効果を
有する措置を講じた
ときを除く。

手すりわく

＜現行＞
つり足場、張出し足場文は高さが5m以上

の構造の足場の組立て、解体又は変重の

生豊について、事業者は、墜落防止措置
等（※）を講じなければならない。

※事業者が講じなければならない墜落防
止措置等

イ組立て等の時期等を作業に従事する
労働者に周知させること

ロ組立て等の作業を行う区域内の関係
労働者以外の労働者の立入りを禁止
すること

ハ悪天候のため、作業の実施について
危険が予想されるときは、作業を禁止
すること

二足場材の緊結等の作業にあっては、
幅20cm以上の足場板を設け、登畳章

に安全帯を使用させる等労働者の墜

落による危険を防止するための措置を
講ずること

ホ材料等を上げ、又はおろすときは、
つり網等を労働者に使用させること



己.：..＇.·.＞：＇労働安全衛一生規員n·~·Sf，部：を改正する省令案ーの概一要：
（足場からの墜落防~対策ぬ強化関係）その4 ・ .. 

(4）鋼管足場に係る規定の見直し

＜改正後＞
建地の下端に作用する設計荷重（足場の重量に相当

する荷重に、作業床の最大積載重量を加えた荷重をい
う。）が最大使用荷重（当該建地の破壊に至る荷重の2

分のl以下の荷重をいう。）を超えないときは、鋼管

を2本組とすることを要しないものとする。

最
高
部
か
ら
測
っ
て

幻

mま
で
の
部
分

鋼
管
2
本
組
の
例

＜現行＞

規格に適合する鋼管足場
のうち単管足場について、
建地の最高部から測って
31mを超える部分の建地

は鋼管を2本組とすること。

＜改正後＞
足場又は作業構台の組立て、一部解体文は変更の後

においても、足場又は作業構台における作業を開始す
る前に、当該足場の状態等について点検し、危険のお
それがあるときは、速やかに修理することとする。

(5）注文者の点検義務の充実

＜現行＞

特定事業の仕事を自ら行う注文者が請負人の労

働者に足場文は作業構台を使用させる場合で

あって、強風等の悪天候、中震以上の地震の後に

おいては、足場又は作業構台における作業を開始

する前に、当該足場の状態等について皐盈L主主
険のおそれがあるときは、速やかに修理すること。

4施行自等l
平成27年7月1日施行（予定）。

ただし、畳盟量宣等に関し、必要な経過措置を定める。



（参考） 前回〈平成21年6月〉の定場からの墜落防止措置等の強化の概要
②実施することが望ましい

「より安全な措置J
①前回改正後の墜落防止措置一前…二止

置
一
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「幅木」の追加 : 
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lこUp 
高さ75cm以上

の手すり単
管
足
場
の
例

高さ35～50cm
の位置に中さん

一加一
一追一

一の↑
一ーリ一

7
円
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一さ
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一
上
＼

一
「
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交さ筋かい

わ
く
組
足
場
の
例

高さ15～40cm
の位置に下さん

高さ1Ocm以上の幅木

ゆ
飛来物防止措置

足場における明示
規定なし

2. 

・足場の組立て等の後の点検は、
一定の知識・経験を有する者が

実施

・作業開始前の点検を義務化
・悪天候、地震又は足場の組立て等の
後の点検結果の記録・保存を義務化

3. 事業者による足場の点検

－つり足場を除き作業開始前の点検義務なレ
・悪天候、地震又は足場の組立て等の後の点
検義務



STOP！転倒災害プロジェクト2015

瞳轟轟罷言語
転倒災害は休業4日以上の死傷災害の2割以上を占め災害の種類の中では最も件数が多い。

特に、高年齢労働者が転倒災害を発生させた場合にその災害の程度が重くなる傾向にある。

今後、労働力人口の高齢化のー層の進行が見込まれることから、事業場における転倒災害防止
対策の徹底により、安心して働ける職場環境を実現する。

平成27年1月20日から12月31日まで
（転倒災害が多発する2月と、全国安全週間の準備月間である6月を重点取組期間とする。）

【実施事項】
①周知啓発資料等の作成、配布

② STOP！転倒災害豊霊堂壬上
の開設

( i ）効果的な対策、好事例の紹
介（圭主立空立三土を含む）

( ii ）保護具等幽セミナーの案内

( iii ）重量主連盤塑等の対策

③業界団体等への量亙重量

④チエツタリストを活用した事業場
への指導【主に2月、6月］

【実施事項］
①会員等への且担畳量

②事業場への豊重量且

③主主土三重の開催、教育
支援

④壬圭至上、周知啓発資料
笠の提供

⑤保護具等の普及促進

重点取組期間（2月、6月）を中心に、チェックリストを
活用した職場の総点検を行い、安全委員会等での調
査審議等を経て、職場環境を改善する。

【主な転倒防止対策】
①段差・継ぎ目等の解消、 48の徹底（床面の温室
れや水濡れ、障害物の除去）

②堕亙金重量、危険箇所の表示等の「見える化」
の推進

③安全な室主主、生塞左迭の推進
④作業内容に適した豊重墨の着用の推進

【冬季における転倒災害防止対策】
気象情報を活用したリスクの低減、主瞳三笠立の作成等

市置
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働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳j（平成21年度～）

①職場のメンタルヘルスに関する総合的な情報提供を実施

0メンタルヘルスに関する基礎知識 O事業場の取組事例
O専門の相談機関や医療機関 O各種支援制度
0関係行政機関の情報 。 O統計情報 等

②メール相談窓口の設置（平成26年度～）

職場における心の健康問題に関する様々な質問・相談に対応するため、メール相談窓口を設け、
事業者、産業保健スタッフ、労働者等からの電子メールによる相談に対し、産業カウンセラ一等
の専門家が対応するサービスを実施している。

＂く A

d五二戸五二ニ＇~~
町議＇~~~齢；；込る金課総

：嵩；：伊 ri~ 鴎
ふる 一 ；（叩z ~~協

h壮p://kokor6.mhlw.gojp 

活動実績の推移

アクセス数［万件］
300「

250 

叫帆100 i .4 

50 -I 15.4 

アクセス数が年々増加してお
り、現在、月27.4万アクセス

278.7 

。一一一一一一川引
21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 国｜
※平成26年度は平成26年4月～平成27年1月の実績 直 1



過労死等調査研究センターの設置及び研究内容等

（過労死等調査工研究セシターについて ]-

l （独）労働安全衛生総合研究所内に、①過労死等の調査研究を実施し、②研
i究成果の情報を発信し、医学的見地からの防止対策等の推進に資するため
iの組織として新たに過労死等調査研究センターを設置

（平成26年11月1日設置）

メ過労死等調査研究主シターで今後予定じている研究

E 過労死等の事例分析

－その他、過労死等の要因及び防止対策のための医学面、保健面からの調
査研究
（過労死等防止対策推進法第8条※の調査研究に資するもの）

※過労死等防止対策推進法
第八条国は、過労死等に関する実態の調査、過労咳E等の効果的な防止に関する研究その他の過労死等に関する調査研究並びに過

労死等に関す否情報の収集、整理、分析及て月是供（以下「過労死等に関する調査研究等jという。）を行うものとする。
2 （略）

司
直
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〔計画届（8胤
項）の廃止

〔電動ファン付き
呼吸用保護具

9月

09/16 

堕金二盆全
審議会に諮

問

12月

H26年12月1日施

宣

〔外国検査検定
機関の登録

09/16 
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〔受動喫煙防止の
努力義務化

〔ストレスチェッ
ク制度の創設

〔m …ントの義務化

〔ラペJレ成分削除 〕

（ラベル対象物拡大〕
※政令改正事項 （H25.12 ’ 
の審議会建議こ記載企

6 
月

4月

H27年6月1日施行
．外国検査・検定機
関
．特別安全衛生改善

計画
－受動喫煙防止

6 
月

.!::!lZ主立旦
主E堕笠

H28年6月までに施行
．リスクアセスメン卜
．ラベル



ストレスチェック制度に係る今後のスケジュール（予定）

O 平成27年12月1日の施行に向けて、ストレスチェック制度の具体的な運用方法について検討を行った。

に…ク項ーする専門 検討会一9月9日） J 
．行政検討会①（ストレスチェック項目、実施方法、面接指導方法などについて）（10月10日～12月15日） ｜ 

・行政検討会②（同意の取得、不利益取扱い、情報管理などについて） (10月3日～12月15日） ) 

io平成27年3月を目途に省令・指針等を公布する予定。

0 また、平成26年度には医師等への研修の準備（マニュアル作成、講師養成研修）、平成27年度は説明会、医師等への研修の
開催を予定している。

／月 出月 ヨ月 .LU fl 11月 .LL月 1丹 2月

｝ ）省令 ） ｜撞平丘成 叩労働直筆書籍金 指針等
: 

' ・安全衛生分蒋金 策定

＠ ． 
専門検討会 行政検討会①

＠ 
行政検討会②

~ 1 1 ！｜説明会〉一 説明会 主二主j
－ 一 一 一．; ~ ~ jl＜労働局向的ゾ （事業者向け） 白子四沼

医師等への研修の準備 ず｜医師、保健師等に対する研修ゐ実施 ). 

任官j勝間鰐碑九三:1:1 ，，~ぺ必ず千一号、デ九三イ
: ! I ストレスチェック制度の周知（広告等） ＋ 一；；、ラ；



l 重大な労働災害を繰り返す企業への対応 J 
！第78条（特別安全衛生改善計画）

厚生労働大臣は、重大な労働災害として厚生労働省令で定めるもの（以下この条において「重大な労ィ
働災害」という。）が発生した場合において、了重大な労働災害の再発を防止するため必要がある場合とず
して厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業
者に対し、その事業場の安全又は衛生に関する改善計画（以下 f特別安宝ど衛生改善計画」という。）を ι

作成し、これを厚生労働大臣に提出すぺきことを指示するごとができる。

企業が計画の作成指示に従わない場合、計画を守っていない場合などに厚生労働大臣が必要な措置を
とるべきことを勧告じ、勧告に従わない場合はその旨を公表することができる。

【特別安全衛生改善計画の流れ】

作成しない

．．．．．．． ．． 

変更しない

・・・・・圃．．． 

実施しない --



労働安全衛生浩の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備
～（2関する省令案の概要｛特別安全衛生改善計画関係）一一

1.特別安全衛生改善計画の概要 J 

法令に違反し、一定期間内に同様の重大な労働災害を複数の事業場において発生させた企業に対して、当該企業の事業場に

おいて再ひ両様の重大な労働災害を発生しないようにするための必要な再発防止対策について計画を作成するよう、厚生労働
大臣が指示するごとができるもの。

2.改正の概要 ※労働安全衛生規則の改正

( 1 ) f重大な労働災害」の定義
l 

①死亡災害
②負傷又は疾病により、障害等級第 1級から第7級までの障害に該当す否ちのが生じたもの又は生じるおそれのあるもの

(2) 「再発を防止するため必要がある場合」の要件

同一企業において、次の法令違反により、同様の『重大な労働災害』を3年以内に複数の事業場で発生さぜた場合
労働安全衛生法、作業環境測定法文はじん肺法及びこれらの法律に基づく政省令
労働基準法第36条第1項但書及び労働基準法施行規則第四条 （坑内労働等有害業務制限）
労働基準法第62条並びに年少者労働基準規則第7条及び第8条 （年少者の有害業務制限）
労働基準法第63条 （年少者の坑内労働等禁止）
労働基準法第64条の2及び女性労働基準規則第1条 （女I性の坑内労働等禁止）
労働基準法第64.条の3及び女性労働基準規則第2条及び第3条 （女性の危険有害業務の禁止）

(3〕事業者が提出する改善計画の内容 l 

特別安全衛生改善計画の作成を指示された事業者は、指示書に記載された期限までに、①計画の対象とする事業場、②言十

画の期間・実施体制、③重大な労働災害の再発防止のための措置等を記載した計画を作成し、厚生労働大臣に提出しなけれ

ばならないごととすること。

(4）その他
, 

計画の指示、計画の変更指

6 
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全国のアスベスト訴訟

神戸7λへ・λト訴訟（第2陣）

神戸ち｜
運輸業の元労働者等，

（平成21年7月提訴） (4名）

被時の製品帥「 附
さいたまn~·，，，訴訟崎1陣） I山 ま 地 裁 ｜ 工場 綿含有製品の製造的ってい石綿吉有製品製造l 4,950万円｜平成26年10月9目第4回口頭弁論期日

（平成25年12月提訴） 』 (1）労働者型 た会社目元労働者の遺族 企業1社
〔Z名）

石綿吉有製品の製造を行つ

さいたまnへ.，，ト訴訟（第2陣｝｜｜さいたま地裁｜｜ ｜一社管労働吋i 厚労者 約7,800万円｜平成27年1月8日新規提訴
（平成27年1月提訴） (1) 

’12 

ヱ：j
建設業の元労働者等

厚労省 平成24年12月5日 地裁判決（国一部飲訴）
東京建設7川訴訟備陣）｜ 国交省 約117億3,290万円 平成24年12月17日国側控訴 同年12月18日原告側控訴

（平成20年5月提訴） (335名）
建材メーカー42社 平成26年9月29日 第4園口頭弁論期日

東京建設n~·l. 建設業の元労働者等
厚労省

約43億9,860万円平成27年1月23日第3回口頭弁論期日国交省
｛平成26年5月提訴） (115名）

建材メーカー42社

厚労省 平成24年5月25日地裁判決（国全部勝訴）

横浜建設7川訴訟明1陣）｜ 建設業の元労働者等
国交省 28億8目750万円 平成24年6月8日 原告側控訴

（平成20年6月提訴）
(1) 

(89名）
建材トト・43社 平成26年12月12日第5回口頭弁論期日

横浜建設n~·l..卜訴訟臨陣］｜ 建設業の元労働者等
厚労省

平成26年12月1i日第2田口頭弁論期日横浜地裁 国交省 17億3,250万円
（平成26年5月提訴） (1) 

(52名〕
建材メーカー・43社

静岡建設nへ.，，，訴訟 建設 建設業の元労働者の遺族 厚労省
3.850万円｜平成田年9月11日第13回口頭弁論期日静岡地裁 労働者型 (3名｝ 国交省［平成22年11月提訴）

(1) 

札幌建設nヘ・λ卜訴訟 建設業の元労働者等
厚労省

9億6,250万円｜平成26年12月3日第四回口頭＃論期日札幌地裁 国交省
（平成23年4月提訴） (5) 

(30名）
建材メーカー42社

京都建設nへ．λ卜訴訟 建設業の元労働者等
厚労省

10億100万円｜平成26年12月17日第21回口頭弁論期日京都地裁 国交省
（平成23年6月提訴） (5) 

(26名）
建材メーカー43社

大阪建設7λぷλト訴訟 建設業の元労働者等
厚労省

6億9,300万円｜平成27年1月26日第19田口頭弁論期日大阪地裁 国交省
（平成23年7月提訴） (5) 

(30名）
建材メーカー43社

福岡建設アλヘ・λト訴訟 建設業の元労働者等
厚労省

｜平平成成~恥6年1 月7日 地裁判決（国一部敗訴｝福岡高裁 国交省 約11億1,650万円 1月初日原告側、国側控訴（平成23年10月提訴） (1) 
(51名）

建材メーカー42社

神戸7λへ1ト訴訟（第1陣） ｜ ｜被告企業吋の近隣住民 E境空
約7,820万円

平成田年3月6日 高裁判決（国全部勝訴〕

団最高裁 環境型 石綿含有製品製造 平成田年3月19日原告側上告受理申立（平成19年5月提訴）
(1) (4名） 企業H土

原告総数：計753名 請求総額：約248億九220万円 ｛平成百年1月27日更新｝
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平成 26年度中央労働基準監察結果の概要

平成 27年 1月

厚生労働省労働基準局



・本資料では、事例を参照しやすいよう、それぞれの事例に見出しを入れて

います。

・0は各局の行政運営上参考になると考えられる事項、

．は行政を的確に運営するため早急に改善を図ることが必要な事項です。
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概況

平成26年度の労働基準行政（労災補償行政に係るものを除く。）に係る中央労働基

準監察（以下「中央監察」という。）については、東京、大阪を始めとする 24の都道

府県労働局（以下「局」という。）及びその管下の 32の労働基準監督署（以下「署」

という。）に対し実施した。監察の重点事項は、①一般労働条件の確保・改善対策及

び労働衛生対策について、中長期的見通しの上に立った計画の策定状況、②主要課題

について、地方労働行政運営方針等を踏まえた管内状況に応じた的確な重点対象の選

定状況、③実効性のある年間監督指導計画（以下「年間監督計画Jという。）及び年

間安全衛生業務計画（以下「年間安全衛生計画」という。）の策定状況、④各種行政

手法の実施方法に係る改善・工夫状況、⑤監督権限を始めとする各種権限についての

公正かっ斉一的な行使と遵法状況の定着の指導状況、⑥局幹部による業務運営の把

握・指導、暑の各級管理者による進行管理等の状況、⑦新任の労働基準監督官（以下

「監督官Jとしづ。）等に対する資質・能力向上のための取組状況、③自主的な労働

環境の改善を促進するための行政活動のPRの状況、⑨各種相談員や委託事業の活用状

況、⑬地方労働基準監察監督官制度の運営状況等とした。

その結果をみると、行政課題が増大し複雑・困難化している中、重点的に取り組む

課題に対して、局内各部署問、局署問、署内各部署関等の連携を図りながら、効果的

かっ効率的に行政を展開している状況がみられる。

しかしながら、一方では、社会的に対応が強く求められる対策をより優先的に推進

するという観点、各種重点対策を着実に、かっ、斉一的に推進するという観点等から、

なお改善を要する事項が認められる。

今般、中央監察結果の概要として、下記のとおり、独自に創意工夫を凝らして行政

課題に取り組んでいる事項等、各局の行政運営上参考になると考えられる事項及び行

政を的確に運営するため早急に改善を図ることが必要な事項を取りまとめたところ

である。

本年度、中央監察の対象となった局はもとより、対象とならなかった局においても、

今後の行政運営において、より効果的かつ効率的な行政展開を図るため、取り入れる

べき事項は積極的に取り入れ、また、改善を図ることが必要な事項については同種の

問題点が認められるか否かを精査し、これが認められた場合には、早期かっ確実に改

善を図ることが求められる。
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記

第1 重点化を指向した総合的かつ効果的な労働行政の展開

1 局幹部の主導による組織的な業務運営

総じて各局とも、業務運営に当たっては、局幹部の主導により、局内各部署聞

はもとより、局署聞での情報の共有化を図るなどにより的確な行政運営に努めて

いる状況がみられる。

中には、

【O 行事予定表を活用した局箸所の業務連携の実施】

ア 局、署及び公共職業安定所（以下「所」としづ。）の行事予定一覧表につい

て、行事を主催する部署が、例えば「リーフレット配付可j、「15分程度説明

可」等、他部署？との連携可能な内容を記載し、毎週開催される局内連絡会議に

提示し、局長が必要な調整を行うなど、効果的な連携が図られるよう努めてい

るもの

【O 行政課題解消に向けた労働基準部長から課室長への具体的指示】

イ 年度当初に、労働基準部長が部内各課室長に対し、新年度における行政課題

に取り組むに当たっての対応方針、留意点、検討事項等について、書面により

具体的に示すことにより、行政課題の解消に向けて職員が有しておくべき問題

意識及び目的意識を組織的に共有した上で、的確な行政運営に努めているもの

がみられる。

2 管内における行政課題の把握状況及び行政の推進に必要な関係情報の整備・活

用状況

総じて各局とも、署が作成する監督指導等の実施結果等に係る行政効果把握表

を分析するなどにより、的確に行っている状況がみられ、中には、局監督課にお

いて、総合労働相談コーナ一等に寄せられた約2万件の相談について、業種別、

相談内容別等に詳細に分析することにより、管内の一般労働条件を巡る状況を把

握し、一般労働条件の確保・改善対策に係る推進計画をより効果的に策定しよう

としている、など的確な対応に努めているものがみられる。

【・ 翌年度の行政課題の分析が不適切】

しかしながら、一部の局においては、①重点対策の推進状況の管理及び監督指

導等の行政効果の把握について、

②労働災害防止を主眼とす
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る重点対象について、労働災害防止に係る労働基準関係法令違反（以下「法違反」

という。）と直接因果関係の希薄な一般労働条件に係る法違反とを区分せず、行

政目標に係る違反率を算定している、など翌年度の行政課題の把握のための分析

が適切に行われでいない状況がみられる。

中には、

【・ 行政効果把握表の記載内容が不十分】

ア 行政効果把握表について、行政課題の解消状況等の必須事項が未記入である

にもかかわらず、局がこれを受理したまま暑に対して必要な確認、指示等を行

っていないため、翌年度の行政課題の把握に資するものとなっていないもの

【・ 行政効果把握の分析・評価の実施が翌年度まで遅滞（遅延）】

イ 行政効果把握の分析・評価について、特段の理由なく、翌年度の6月に行つ

ていることから、翌年度以降の行政課題に対する対処方針等の検討に活用され

ていないもの

がみられる。

3 総合的な労働行政を展開するという視点に立った労働基準行政の業務運営状況

各局とも、労働基準行政の業務運営に当たっては、職業安定行政及び雇用均等

行政と必要な連携を図り、総合的な労働行政を展開するという視点に立った業務

運営に努めている状況がみられ、また、局が主催する各行事に県知事の出席を働

きかけるなど関係行政機関との連携に努めている状況がみられる。

中には、

【O 助成金不正受給事案に対する関係部署の連携した対応】

ア 中小企業雇用安定助成金を不正受給した事案について、休業手当の不払や、

その場合の労働保険料徴収への影響、また、当該事業場が受給していた業務改

善助成金の不正受給の疑いから、署、局総務部労働保険徴収室及び局労働基準

部賃金室が合同で調査を実施したところ、労働条件を始め多くの問題が認めら

れ、その後、中小企業緊急雇用安定助成金の不正受給が疑われる事案を把握し

た場合の情報共有が、各部署連携の下でなされ、署は、必要に応じ監督指導を

実施するなど問題事業場への対応に努めているもの

【O 実際の労働条件と求人の内容との相違による紛争の発生防止への署所の連携】

イ 実際の労働条件と求人の内容との相違による紛争の発生防止について、署は
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労働条件通知書の交付を呼び掛けるリーフレットを作成・提供し、所は求人事

業場に同リーフレットを手交するほか、求職者に対しては求人票に労働条件明

示が必要である旨の注意事項を記載して提供するなど、署所が連携して適切に

取り組んでいるもの

がみられる。

4 一般労働条件の確保・改善対策における推進計画、労働衛生対策における中長

期計画等の策定状況

(1} 一般労働条件の確保・改善対策における推進計画の策定状況

総じて各局とも、中長期的な見通しの上に立った推進計画を策定し、圃圃

の計画的な実施、

｜等により、効果的な取組を行っている状況がみられ

る。

【・ 関係通達の不十分な理解による不適切な対象事業場の選定】

しかしながら、中には、

画策定に係る関係通達の理解が十全となっていないものがみられる。

(2) 労働衛生対策における中長期計画等の策定状況

総じて各局とも、中長期的な見通しの上に立った年間監督計画、年間安全衛

生計画等を策定するとともに、把握した有害業務に係る状況を、

など、基礎資料の整備に努めている

状況がみられる。

【O 局が方針を示し危険・有害情報への登録作業を計画的に実施】

中には、局監督課及び局健康安全主務課において、危険・有害情報への登録

作業を行った結果、例えば、
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【・

となっている状況にあるにもかかわらず、局は、作業方針

等を明確に示さず、当該不一致の解消に向けた取組が計画的に行われていない

状況がみられる。

5 年間監管指導計画及び年間安全衛生業務計画の策定状況

多くの局において、年間監督計画については、臨検監督業務量を最大限確保す

ることに努めており、局暑が十分協議を行い、共通理解に立った的確な策定に努

めている状況がみられる。また、年間安全衛生計画についても、管内の労働災害

の発生状況等について的確に分析し、取り組むべき重点対象の優先順位、行政手

法等を明確にした上で、的確な策定に努めている状況がみられる。

【・ 局の指導調整方針決定のための協議が不充分】

しかしながら、一部の局においては、これら年間計画案に係る署に対する指導

調整方針を決定するための局内関係部課室聞の協議について、①一部の課室を参

加させていない、②署との調整会議当日に短時間で行っているため、指導調整方

針が明確となっておらず、件数、必要な業務量等の形式的な調整を行うにとどま

っている、などの状況がみられる。

【・ 実効ある調整会議となっていない】

局は、必要な確認を行うことなく看過し、

さらに調整会議後、暑から再提出された計画案についても確認を行っていない、

②」

．駅、選定された開こついて、一一一一一一等にー認

していないため、その適否の判断が行われないままとなっている、などの状況も

みられる。

中にl立、
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【・

ア

【・ 重点対象に係る行政課題が存在しない事業場を監督対象として選定】

イ 調整会議において、署が選定した監督対象事業場の選定理由等について、資

料等に基づき確認を行わなかった結果、重点対象に係る行政課題が存在しない

事業場が多数選定されているもの

がみられる。

第2 主要対策の推進

1 一般労働条件の確保・改善対策

【0

【O

(1) 長時間労働の抑制及び過重労働による健康障害防止対策

多くの局において、 監督指導を計画的に実施し、ま

た、

監督指導を迅速かつ確実に実施し、長時間労働の抑制

や医師による面接指導の実施に向けた指導等に努めている状況がみられる。

中には、

など積極的かっ効果的な取組を行っているものがみられる。
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【0

【0

(2) 賃金不払残業の防止

総じて各局とも、局署に寄せられる多くの情報の中から問題が認められる事

業場を的確に選定して監督指導を実施し、適正な労働時間管理を行わせるため

の体制の確立について必要な指導を行っている状況がみられる。

中には、

がみられる。

(3) 労働時間等の設定の改善

各局とも、時間外労働時間の削減や年次有給休暇の取得促進等については、

働き方・休み方改善コンサルタント（以下「コンサノレタントJという。）を積

極的に活用するなどにより、効果的に取り組んでいる状況がみられる。

【O コンサルタントの活用勧奨に関する工夫】

中には、コンサノレタントの活用勧奨について、単にコンサルティングの希望

の有無を確認する質問にとどまらず、「コンサノレティングの事例を聞いてみた

い」、「資料程度は欲しい」等行政と何らかの関わりをもつことを誘引する質問

項目を設定して自主点検を実施し、資料の提供を希望した事業場については、

電話によりコンサルティングの活用を促すなど、創意工夫した積極的な取組を
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行っているものがみられる。

【・ コンサルタントの支援活動に係る年間計画の未策定】

しかしながら、一部の局においては、コンサルタントのコンサルティング、

ワークショップ等の支援活動について、未だ年間の計画を策定していないため、

個別事業場等に対する取組が計画的に実施されておらず、活動実績も極めて低

調となっている状況がみられる。

(4) 労働基準関係法令の周知徹底等

各局とも、あらゆる機会をとらえて、各種労働基準関係法令に関するパンフ

レット等を配付するほか、所の求人窓口においてパンフレット等の配布を依頼

する、「新規起業事業場就業環境整備事業」の利用勧奨を行うなど、積極的に

取り組んでいる状況がみられる。

【O 高等学校の進路指導担当主事に対する労働基準関係法令研修の実施】

中には、局が県教育庁高等教育課に働きかけ、高等学校の進路指導担当主事

を対象とした県主催の研修に局の講義枠を確保し、アルバイト先や就職先で起

こる可能性がある労働基準関係法令上の問題について、具体的事例を挙げなが

ら、労働基準関係法令の周知に努めているものがみられる。

2 申告・相談等への的確な対応（倒産事案等に対する迅速な対応を含む。）

【・

各局とも、申告者等の置かれている状況に意を払い、懇切丁寧な対応に努めて

いるほか、署管理者が、必要の都度具体的な処理方針を指示するとともに、申告

情報管理システムを活用するなどにより的確に進行管理を行い、早期解決に努め

ている状況がみられる。また、倒産事案等を把握した場合には、職業安定行政と

連携を図りつつ、速やかに臨検監督を実施し、法違反の未然防止や早期是正を指

導し、特に、大型の倒産事案については、関係局聞における連携も図りつつ迅速

に対応している状況がみられる。
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3 未払賃金立替払の適切な処理

総じて各局とも、立替払実地調査員を活用し、迅速かっ適正な事務処理に努め、

また、業務の効率的実施や事案の完結に向けた管理を適切に行う観点から、未払

賃金立替払情報管理システムを活用している状況がみられる。

【・ 立替払事案の完結に向けた管理が不適切・地方監察において把握したにかかわ

らず適切な指導せず】

しかしながら、一部の局においては、特段の理由なく、認定申請から半年を超

過してなお認定に関する事務処理が終了していない事案が複数発生しているに

もかかわらず、署管理者が各事案の完結に向けた適切な管理を行っていないだけ

でなく、地方労働基準監察（以下「地方監察Jという。）実施時等にその事態を

把握しながら局も署に適切な指導を行っていないなどの状況がみられる。

4 特定の労働分野における労働条件確保対策

【・

(1 ) 自動車運転者

総じて各局とも、自動車運転者の労働条件の確保については、労働基準関係

法令、自動車運転者の労働時間等の改善のための基準等を遵守させるため、地

方運輸機関との合同段督・監査も含め、重点的に監督指導を実施するとともに、

相互通報制度の適切な運用を図っており、また、

積極的に司法処分に付している状況がみ

られる。

など不適切な状況がみられる。
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【0

【0

(2) 技能実習生等外国人労働者

総じて各局とも、技能実習生の労働条件及び安全衛生の確保については、

JITCOによる巡回指導結果や母国語相談コーナーの相談情報等を参考として、

問題があると考えられる実習実施機関を的確に把握し、重点的に監督指導を実

施している状況がみられる。

中には、

がみられる。

(3) 障害者である労働者

【0

総じて各局とも、障害者である労働者の労働条件の確保・改善等については、

障害者虐待防止法等を踏まえ、関係行政機関と連携の上、的確な対応を行って

いる状況がみられる。

中には、
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られる。

【・

などの状況がみられる。

(4) 有期契約労働者

各局とも、監督指導の際に、有期労働契約の更新の有無及び更新の判断基準

並びに「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」について確認し、

適切な指導を行っている状況がみられる。

問 介護労働者

総じて各局とも、介護労働者の労働条件の確保・改善等については、棄「「規設

立事業場の的確な把握に努めるとともに、対象事業場の多寡に応じて、中長期

計画を策定し、計画的に監督指導等を実施している状況がみられる。

【．ーーーーーーーーーーーー】
しかしながら、一部の局においては、本年度からの3か年計画を策定し介護

労働者対策に取り組んでいるものの、

対象事業場の選定が的確なものと
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なっていない状況がみられる。

5 最低賃金制度の適正な運営（最低賃金の引上げに向けた中小企業医小規模事業

場への支援事業を含む。）

(1) 最低賃金額の改正及び周知

各局とも、最低賃金額の改正については、地方最低賃金審議会の公労使各委

員に対し、過去の影響率等の資料を作成し積極的に情報提供を行うなど、当該審

議会の円滑な運営に努めている状況がみられる。

また、改定された最低賃金額の周知については、局のホームページ、市町村の

広報誌等への掲載等により、改定の公示日から効力発生日までの期間に集中的に

実施するとともに、その後も継続的に取り組んでいる状況もみられる。

さらに、中小企業に対する支援事業である業務改善助成金についても、積極的

かっ効果的に利用勧奨を行い、高い交付実績を得ている状況もみられる。

【0 ・・ーーーーーーーーーーーーーーーー】

がみられる。

【・ 最低賃金額に係る誤った市町村広報誌の掲載記事に対応せず】

しかしながら、一部の局においては、最低賃金額の周知において、市町村の

広報誌に掲載された改定後の地域別最低賃金額が誤植により 10円低いものと

なっており、局は広報誌の送付を受けていたにもかかわらず記事の確認を行わ

なかったため、修正の要請等必要な対応が行われないままとなっている状況が

みられる。
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(2) 最低賃金の履行確保のための監督指導

．． 的確な監督対象職場の選定に努めている状況がみられる。

【・-] 
しかしながら、一部の局においては、倒

圃圃などの状況がみられる。

(3) 最低賃金の減額の特例許可制度の適正な運用

多くの局において、減額特例許可については、署管理者が迅速処理に向けた

管理を行うとともに、局においても適時署に処理状況を確認するなど、適切な

処理に努めている状況がみられる。

【・ ・・・・・・・・・・・・・】
しかしながら、一部の局においては、倒

など不適切な処理が行われている状況がみられる。

6 職場のパワーハラスメント対策及びメンタルヘルス対策

各局とも、職場のパワーハラスメント対策については、局のホームページに「あ

かるい職場応援団」のパナーを掲載する、監督指導等の機会をとらえてリーフレ

ット等を配付するなど、周知に努めている状況がみられる。また、職場のメンタ

ノレヘルス対策についても、中長期計画を策定して着実に推進し、また、産業保健

総合支援センターの利用について勧奨しているなどの状況もみられる。

【O 署が効果的な研修会を開催】

中には、署が開催した、職場のパワーハラスメント対策及びメンタノレヘルス対
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策として実施したメンタノレヘルス講話等を内容とする研修会の内容が地元テレ

ビ局で放映されるとともに新聞にも取り上げられ、研修会に参加した事業場から、

研修会で使用した資料を社内研修で使用したい旨の申出がなされるなど、職場の

パワーハラスメント対策及びメンタルヘルス対策に係る研修会を効果的に推進

しているものがみられる。

7 労働者の安全と健康確保対策

(1) 管内の労働災害の発生状況等に応じた労働災害防止対策

各局とも、労働災害防止対策については、局版の第 12次労働災害防止推進

言十画等に基づき、効果的な取組に努めている状況がみられる。

中には、

【O 実効ある緊急対策の実施】

【0

ア 死傷災害が増加している業種等について、緊急対策として、局長を始め局

幹部が自ら十数に上る業界団体、災害防止団体等に対し取組要請を行い、ま

た、マスメディアを通じた周知広報、安全パトローノレの実施等に取り組み、

特に業界団体等に対する取組要請については、具体的な実施計画や取組結果

の報告を求めるなど実効ある取組を行っているもの

． 
がみられる。

(2) 業種別労働災害防止対策

ア 第三次産業に対する労働災害防止対策

各局とも、飲食店、小売業、社会福祉施設等の事業場に対し、計画的に集

団指導、個別指導等を実施している状況がみられる。
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【O 署長が自治体の長の協力を得て小売業における労働災害防止を周知】

中には、署長が、自治体の長を訪問し、その協力を得て、地元の商店街連

合組織に対して、小売業における労働災害防止に係るパンフレットを配付し、

効果的かっ効率的に周知を行っているものがみられる。

【・ ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー】

．．． 適切に対応していない状況がみられる。

イ 陸上貨物運送業に対する労働災害防止対策

多くの局において、「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイ

ドライン」による対策が講じられるよう集団指導、個別指導等を実施してい

る状況がみられる。

【O 署、荷主、陸上貨物運送事業者による計画的取組の実践】

中には、署において、荷主を多く含む事業者団体及び陸上貨物運送事業者

団体との連絡協議会を立ち上げ、年間安全衛生計画を作成の上、毎年三者合

同パトロールを実施し、また、活動結果について同協議会において検討し翌

年度の取組内容の向上に努めているものがみられる。

【・ 1

ウ 建設業に対する労働災害防止対策

各局とも、管内の労働災害の発生状況等を踏まえ、的確に事業場を選定し、

監督指導等を実施するとともに、災害防止に係る緊急要請や安全ノfトロール

等効果的な周知啓発に取り組んでいる状況がみられる。また、建設工事関係

者連絡会議を設置するなど、人材不足が深刻となり人材の質の維持や現場管
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理に支障を来すことが懸念される状況に対処しながら労働災害防止対策を

進めていくことに努めている状況がみられる。

【O 年少者の就業制限業務に係る積極的な取組の実施】

【・

中には、年少者が足場の組立、解体等の業務を行っていたとして就業制限

違反により送致した事件をとらえ、同穏の法違反の再発防止について、時機

を逸することなく、関係団体に対して署長名で要請するとともに、関係団体

との合同による、足場の組立、解体等の現場を対象とした安全パトローノレを

行い、労働基準関係法令の遵守に対する意識啓発に積極的に取り組んでいる

ものがみられる。

(3) 災害時監督の確実な実施

多くの局において、必要な業務量を確保しつつ、的確な実施に努めている状

況がみられる。

】

しかしながら、一部の局においては、 α

などの状況がみられる。

(4) 労働衛生に係る監督指導等

ア 化学物質による健康障害防止対策

各局とも、管内状況等を踏まえた中長期計画を策定し推進している状況が

みられる。また、監督指導等に必要な知識等の付与については、局監督課と

局健康安全主務課が協議を重ね、的確な監督指導等の実施に必要な基礎的知

識等を網羅した資料を作成し、若手監督官等を対象とする研修を実施してい

る状況もみられる。

中には、

【O 対策推進に必要な知識等の付与のための工夫した取組の実施】

(7) じん肺診査医を講師として、

しているもの
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（イ） 管内に化学物質取扱事業場が多く、これら事業場に対する監督指導の実

績・ノウハウを有する監督官が多く配属された暑に、他署の監督官を参集

させ、当該署の監督官が行う臨検監Y腎に同行させて、必要な知識・ノウハ

ウの付与に努めているもの

など効果的に必要な知識等の付与が行われるよう工夫した取組を行ってい

るものがみられる。

【O SD  S （安全データシート）等の交付の徹底】

【・

【・

【・

さらに、化学物質の製造者、流通業者等に対し、通信調査、集団指導等を

実施することにより、ラベノレ表示、 SD S （安全データシート）の交付の実

施を徹底しているものもみられる。

しかしながら、一部の局においては、

がみられる。
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イ 職業性疾病の予防対策（アの化学物質による健康障害防止対策を除く。）

各局とも、粉じん障害防止対策については、第8次粉じん障害防止総合対

策等に基づき推進している状況がみられ、中には、じん肺にかかるおそれが

あり呼吸用保護具の使用が必要である粉じん作業に従事していることを現

場の労働者に認知させるため、その旨の注意書を記載した表示を局独自に作

成し、局ホームページに掲載するとともに、監督指導、集団指導等の機会を

とらえ表示の周知を図るなど工夫した取組を行っているものがみられる。

また、石綿による健康障害防止対策については、

対象事業場を選定し、

実地調査、個別指導等を実施している状況もみられる。

8 東日本大震災に関連する安全衛生及び一般労働条件対策（関係局）

(1) 東京電力福島第一原子力発電所に対する監督指導等

監督指導等において、所轄暑に対する支援を行う観点から、

突発的に監督指導等を実施

する必要が生じた場合にも迅速な対応が可能となるよう準備している状況が

みられる。

また、同原発を始め所轄署管内における復旧・復興工事の労働災害防止のた

めの個別指導、検査等についても、近隣暑において本年度は既に 10回を超え

る応援を実施している状況もみられる。

(2) 除染等業務従事者、除染廃棄物等の処分従事者の放射線障害防止対策等

【0 除染作業現場の効率的な把握及び計画的な監督指導の実施等］

市が開催する除染作

、業受託者を含む除染事業暴力団排除連絡会議等において、事業主等に対し監督
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ピ“

指導等の結果及び労働基準関係法令の内容について説明を行うなど、労働基準

関係法令の遵守徹底等を図っているものがみられる。

。） 復旧・復興工事における労働災害の防止

復旧・復興工事における労働災害の防止については、工事の発注状況、災害

発生状況等に応じて適時に対応している状況がみられる。

第3 監督指導業務及び安全衛生業務の運営状況

1 監督指導業務の運営状況

【・

(1) 監督指導の実施状況

ア事案管理の状況

総じて各局とも、年間監督計画及び月間計画に基づく者実な監督指導の

実施に努めており、個々の監督官においても的確な事案処理に努めるとと

もに、署管理者においては、監督復命書の決裁時等において、労働基準関

係法令等に基づいた適切な処理が行われているかについて確認し、適宜必

要な指示を行うなど、事案の適切な管理・指導に努めている状況がみられ

る。

しかしながら、一部の局においては、

【・ 引継事案である申告事案の完結に向けた引継岡管理が不適切】

（イ） 引継事案となっている申告事案について、申告処理に当たっての具体的

な留意点等について引継書に何ら記載がなく、後任者は前任者からその都

度確認しながら対応している状況にあり、署管理者においても担当者間の

引継事項について確認することなく、その後の進行管理も適切に行ってい

ないもの

がみられる。
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【0

イ 基礎資料の整備状況

総じて各局とも、 36協定、就業規則等の各種届出時及び監督指導時に入

手した事業場に係る情報について、

がみられる。

中には、

に取り組んで、いる状況

【O 基礎資料の整備に向けた管理の徹底】

（イ）

れがないことを確認する「完結チェック表」を作成し、完結した監督復命

書の編てつ時に添付させることにより、署管理者は完結チェック表の添付

がないもの、又は必要事項の記入がないものについては、担当監督官に返

却し、入力漏れ等がないことの確認を行うなど基礎資料の整備に向けた管

理を徹底しているもの

がみられる。

1・－ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー－1

【・

しかしながら、少なからぬ局においては、依然として、＠圃圃圃圃圃圃圃園

状況がみられる。

ウ各種指導等の状況

総じて各局とも、監督権限の公正かつ斉一的な行使に努め、労働基準関係

法令、関係、通達等に基づき、適切な措置を講じるための必要な対応に努めて

いる状況がみられる。

しかしながら、一部の局においては、倒
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などの状況がみられる。

エ 監督指導に係る文書の管理状況

総じて各局とも、監督復命書等の文書管理方法等を定め、定期的な点検を

行うなど、組織的な対応に努めている状況がみられる。

【・ 監督復命書等の文書管理が不適切】

【0

【0

しかしながら、一部の局においては、監督復命書等について、①具体的な

管理方法を未だ定めていない、②完結日の属する年度ごとに区分して管理・

編てっしていない、③保存期聞が異なる行政文書を区分せずに編てっしてい

る、などの状況がみられる。

(2) 司法処理の実施状況

ア 厳正かつ積極的な司法処理の状況

総じて各局とも、対象とすべき重大又は悪質な事案について、積極的に司

法処分に付し、必要な場合には捜索・差押え等の強制捜査を行っている状況

がみられる。

中には、

． 
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【0

がみられる。

【・ 司法処理に対する姿勢が消極的】

しかしながら、一部の局においては、倒

などの状況がみられる。

イ迅速処理の状況

総じて各局とも、司法事件の迅速処理に努めている状況がみられ、また、

中には、

【O 検事に対する労働基準関係法令違反の理解の促進】

【0

(7) 労働基準関係法令違反被疑事件を初めて担当する検事が多い状況を踏

まえ、検事等を伴い工場視察を実施し、安全衛生管理体制の運用の実

態、塗装ブースや玉掛け用具等の実物、産業用ロボットとその周囲に

おける安全装置等についての理解を深めたところ、検事から「法違反

の具体的なイメージがつかめ、送致された事件について的確な裁定が

できる」との評価を得ているもの
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がみられる。

【・ 司法事件の長期化に対する必要な対応をせず】

しかしながら、一部の局においては、

2 安全衛生業務の運営状況

【0

各局とも、年間安全衛生計画等に基づく適切な業務運営に努めている状況がみ

られる。

がみられる。

【O 登録製造時等検査機関等の更新手続への対応】

また、同時期に登録の更新時期を迎える多くの登録製造時等検査機関等（以下

「検査機関等Jという。）に対して、更新手続に係る事前説明会を開催するなど

により、有効期限内に更新手続が円滑に完了している状況もみられる。

【・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・】
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3 実効ある地方労働基準監察監督官制度の運営状況

多くの局において、平成 26年2月に発出した「地方労働基準監察監督官制度

の運営について」等を踏まえ、監督権限を始めとする各種権限について、労働基

準関係法令、関係通達等に基づく適正、公正かっ斉一的な行使の確保に努めてお

り、また、地方監察時はもとより、日三ろから、署の業務運営状況に問題を認め

た場合には、署に対し適宜必要な指導・助言を行い、署の業務運営の適切性の確

保に努めている状況がみられる。

【・監察機能が不十分】

しかしながら、一部の局においては、依然として、①過去に同種の指摘を受け

ている暑に対して、繰り返し指摘を行うにとどまり、再発防止のための具体的方

策等にまで踏み込んだ地方監察となっていない、②署の改善措置の内容が具体的

でない、改善を確認できる資料等が添付されていないなど、改善内容の確認がで

きない改善報告を受理している、など実効ある地方監察を実施していない状況が

みられる。

中には、

【・ 口頭指導のため改善されず】

ア

口頭による指導にとどめ文書による指摘を行わなかった結果、改

善報告が行われず、改善されないままとなっているもの

【・ 指摘文書の発出が翌年度まで遅滞（遅延）】

イ 前年度第3四半期に実施した地方監察について、多くの署について指摘文書

の作成及び発出が翌年度4月となっているもの

【・ 監察結果が翌年度の監督指導等に活用されず】

ウ 地方監察結果の取りまとめを翌年度に行っているため、翌年度の監督指導計

画の策定等に活用できないものとなっているもの

がみられる。

4 労働基準監督官の資質・能力向上に係る取組状況

総じて各局とも、新任監督官に対する実地研修及び実地訓練については、研修

実施要綱等に基づき着実な実施に努めており、自局では実施困難な実地研修科目

及び実地訓練課程については、近隣局と調整を図るなどにより対応している状況
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がみられる。

また、署からの要望を受け、局が新任監督官を対象に実施した研修の翌日に、

研修の習熟度を確認するための自己採点方式のテストをメーノレにより配信し、研

修内容の定着に努めるなど工夫した取組を行っている状況もみられる。

中には、

【O 若手監督官に対する のための実地研修の実施】

ア 新任監督官及び任官後おおむね7年目までの監督官を中心に、

に係る監督指導を中心に、午前

は監督指導の具体的な実施方法等について座学形式の講義を行い、午後は先輩

監督官が同行して実際に事業場に臨検監督を行うことを内容とする実務研修

を実施し、若手監督官の実務能力の向上に積極的に取り組んでいるもの

【O 任官 10年目前後の監督官に対する進行管理能力の付与のための研修の実施】

イ 任官後 10年目前後の監督官を対象として、進行管理能力の向上を目的とし

た研修を計画的に年3回実施し、各国において、中間管理職の役割、司法事件

の進行管理及び業務改善の各テーマについて討議を行わせ、地方労働基準監察

監督官が調整役として討議を促進することにより、マネジメント能力、意識の

向上を図っているもの

がみられる。

第4 効果的な情報発信の取組

各局とも、情報発信の取組については、地元テレビ局や新聞社との良好な関係

の構築・維持に努めつつ、積極的に取材を受ける一方、特に紹介したい取組等に

ついては、積極的に働きかけを行い、テレビニュースや紙面に取り上げられるな

ど、効果的な実施に努めている状況がみられる。

中には、

【O 局長自らの情報発信】

ア 死亡災害が多発している状況にかんがみ、局長自らが地元テレビ局のゴール

デンタイムに放映されるニュース番組に出演し労働災害防止に向けての留意

点等を訴え、効果的に広く県民の理解を求めているもの

【O 県のメールサービスを活用した情報発信】

イ 局が、県の総合労働事務所等に働きかけた結果、同事務所等が県内の約 2,500
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の企業等に対して配信しているメールサービスに、過重労働による健康障害防

止対策等労働基準行政の施策に係る記事が掲載されるなど、効果的・効率的に

情報発信を行っているもの

【O 運輸支局長との連携による情報発信（業界紙の活用）】

ウ 局長指示の下、荷主対策の一層の推進を図るため、局長及び地方運輸支局長

の連名による労働災害防止及び過労運転防止に係る要請文書を100の荷主団体

あて発出するとともに、経営者協会会長に対しては、両局長から直接要請文書

を交付したところ、会報誌（会員約 1,000社）に掲載され、また、局単独の取

組だけでは掲載されにくい運輸関係の業界紙にも掲載されるなど、波及効果を

狙った積極的かつ効果的な取組を行っているもの

がみられる。
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~ 
i 1 0 年保存｜

回世三

機 密 性 2 

園 無制限

平成 27年 2月 16日から
平成 37年2月 15日まで

基発 02 1 6第 1号

平成27年 2月 16日

都道府県労働局長殿

厚生労働省労働基準局長

（公印省略）

監督指導業務の運営に当たって留意すべき事項について

平成27年度における監督指導業務の運営に当たっては、従来から指示してきた事項に

加え、特に下記に示したところに留意の上、実効ある行政の展開に遺憾なきを期された

し、。

コ〕号＝ロ

1 監督指導業務の運営に当たっての基本的考え方について

は） 監督行政を取り巻く環境について

景気は、個人消費等に弱さがみられるものの、緩やかな回復基調が続いており、

雇用情勢についても今後とも改善傾向が続くことが見込まれている。

このような経済・雇用情勢の回復基調の中で、平成 25年における労働時間等の状

況をみると、週の労働時聞が 60時間以上の労働者は 474万人と全労働者の 8.回 を

占め、年次有給休暇の取得率も 48.8%にとどまっており、新成長戦略（平成 22年

6月 18日閣議決定）において 2020年までの目標とされた「週労働時間 60時間以上

の雇用者の割合を 5割減」や「年次有給休暇取得率 70%」の達成に向けて、積極的

な取組が必要な状況にある。

また、脳・心臓疾患及び精神障害の労災請求件数、支給決定件数はともに高水準

で推移し、長時間労働及び過重労働等に係る情報や相談は、都道府県労働局（以下

「局」という。）及び労働基準監督署（以下「署」という。）のみならず、「労働基準

ー



関係、情報メール窓口」（以下「メール窓口Jという。）等にも数多く寄せられている。

さらに、「日本再興戦略J改訂 2014（平成 26年6月24日閣議決定）において、「働

き過ぎ防止のための取組強化Jが盛り込まれるとともに、過労死等防止対策推進法

（以下「過労死防止法Jとし寸。）が平成 26年 11月1日に施行されるなど、長時間

労働の抑制及び過重労働による健康障害防止対策の強化は喫緊の課題となっている。

このような状況を踏まえ、昨年9月に厚生労働大臣を本部長とする「長時間労働

削減推進本部」（以下「削減推進本部」という。）が厚生労働省（以下「省」という。）

内に設置され、長時間労働対策等について、省を挙げて取組を進めているところで

あるが、昨年 11月の「過重労働解消キャンペーン」における重点監督の結果（以下

「重点監督結果」という。）をみても、約半数の事業場において違法な時間外・休日

労働が認められ、そのうち約3割で1か月当たり 100時間を超えるものが認められ

たところである。

一方、労働災害については、第 12次労働災害防止計画（以下「12次防」という。）

において、平成 24年と比較して、平成29年までに労働災害による死亡者数及び休

業4日以上の死傷者数をともに 15%以上減少させること、を目標としている。

しかしながら、平成 26年においては、死亡災害及び休業4日以上の死傷災害の発

生件数がともに前年を上回る結果となり、このままでは 12次防の目標の達成が困難

な状況にあることから、これまで以上に目標達成に向けた積極的な取組を講じるこ

とが必要である。また、事業場におけるストレスチェックの実施、重大な労働災害

を繰り返す企業への対応等を内容とする、改正労働安全衛生法の周知及び施行を円

滑に図る必要がある。

(2) 平成27年度における監督行政の重点課題について

以上の状況を踏まえ、平成 27年度における労働基準監督行政（以下「監督行政J

という。）が全国的に取り組むべき重点課題は、①長時間労働の抑制及び過重労働に

よる健康障害防止の徹底、②管内の労働災害の発生状況等に応じた労働災害の防止、

③局で策定した一般労働条件確保・改善対策及び労働衛生対策に係る各計画の推進

とし、これらに係る対策を積極的に推進することにより、労働者の法定労働条件の

履行確保及び安全と健康の確保を図ることとする。！

なお、この他の課題についても、局の管内事情を踏まえながら、適切に対応して

いく必要がある。

また、東日本大震災の被災地域を管轄する局においては、放射性物質の除染業務

等及び復旧・復興工事等の現場や寄宿舎における労働災害の防止及び法定労働条件
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の履行確保に係る対策についても、引き続き重点課題として取り組むこととする。

2 長時間労働の抑制及び過重労働による健康障害防止対策について

(1) 長時間労働の抑制及び過重労働による健康障害防止に係る指導の徹底について

ア過重労働による健康障害防止対策

(7）計画的な対策の推進

過重労働による健康障害防止対策については、平成26年2月17日付け基発

0217第6号「今後における一般労働条件の確保・改善対策の推進に関する基本

方針についてJに基づき、各局で策定した推進計画（以下「推進計画」という。）

において定めたところにより、自主点検、集団指導、~督指導等を実施するこ

と。

．． 
（イ）全数監督の実施

次の a又はbに該当する事業場については、その全数について、監督指導を

実施すること。

a 各種情幸日カミら時間外労働時間数が 1か月当たり 100時間を超えていると

考えられる事業場

b 長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事

q
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（ウ）監督指導時における措置

監督指導時における措置は、平成26年4月1日付け基発0401第27号「監督指

導時における一般労働条件の確保・改善に係る措置等について」（以下「措置通

達」という。）等に基づき適切に行うこと。

特に、

また、長時間労働は精神障害発病の原因となり得ることから、平成21年3月

初日付け基発第0326002号「当面のメンタルヘルス対策の具体的推進について」

等を踏まえ、パンフレット等を活用しメンタルヘノレス対策の推進を図ること。

加えて、産業保健総合支援センターの利用についても積極的に勧奨すること。

（エ）削減推進本部決定を踏まえた平成27年度からの新たな取組について

削減推進本部決定を踏まえ、平成27年度から、①著しい過重労働の実態と労

働基準関係法令違反（以下「法違反」という。）が認められた企業の経営トップ

に対する局長による是正指導の実施、②東京局及び大阪局の労働基準部監督課

に過重労働に係る特定の事案に対して指導等を実施する特別チームの設置、③

イジターネット上の求人情報等の監視による長時間にわたる過重な労働等の労

働条件に問題があると考えられる事業場に係る情報の収集及び局・署への提供

（委託事業）、を実施することとしているので、別途指示するところにより積極

的に対応すること。
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（オ）使用者向けパンフレットの活用

長時間にわたる過重な労働に係る送検事例、裁判事例、労災認定事例等をま

とめた使用者向けパンフレットを作成し、平成27年度第 1四半期に送付するの

で、監督指導、集団指導等において活用すること。

（カ）働き方・休み方改善コンサルタントの活用

法違反の是正を確認した事業場であって、長時間労働抑制等への意欲があり、

労働時間等の設定改善に向けた支援が必要であるものについては、「働き方・休

み方改善コンサルタント」（以下「コンサノレタント」という。）の活用を積極的

に勧奨すること。

なお、コンサルタントによるコンサルティング、ワークショップ、集団指導

等の支援活動については、年間の計画等を策定し、計画的かっ積極的な取組を

行うこと。

イ 過労死等防止啓発月間における

過労死防止法において、国民の聞に広く過労死等を防止することの重要性につ

いて自覚を促し、これに対する関心と理解を深めるため、毎年11月が「過労死等

防止啓発月間Jと定められたところである。このため、当該月間において、長時

間労働の削減等過重労働解消に向けた集中的な周知・啓発等の取組を行うことと

し、「過重労働解消キャンベーン（仮称）」を実施する。

ついては、別途指示するところにより、

(2) 労働時間等の設定の改善について

長時間労働の抑制及び年次有給休暇の取得促進に向けた労使の自主的な取組等を

支援していぐことが重要であるため、「労働時間等見直しガイドライン」及び平成

27年度に新設の予定である特例対象事業場を対象とする「職場意識改善助成金（所

定労働時間短縮コース）（仮称）」等について周知を図ること。また、別途指示する

ところにより、「年次有給休暇取得促進期間（10月）」及び夏季・年末年始等の時期

を捉えた年次有給休暇の取得促進について集中的な広報を実施すること。

(3）職場のパワーハラスメント対策の推進について

職場のパワーハラスメント対策については、平成 24年9月 10日付け地発 0910

第5号・基発 0910第3号「職場のパワーハラスメント対策の推進についてJに基

づき、周知を図ること。特に、別途指示するところにより、平成 27年4月に策定

する企業内での予防対策等を示した「サポートガイド（仮称）」の周知を図ること。
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3 労働災害防止のための監督指導について

(1) 管内の労働災害の発生状況等に応じた労働災害防止対策について

労働災害の防止については、引き続き、安全衛生担当部署との緊密な連携を図り、

管内の労働災害の発生状況のほか、法違反の状況等を把握・分析し、 12次防に基づ

き定められた各局の目標を達成するために必要な取組等について、安全衛生担当部

署との役割分担を明確にし、効果的に監督指導を実施すること。

(2) 災害時監督の確実な実施について

災害時監督については、年間監督指導計画（以下「年間監督官十画Jという。）にお

いて、必要な業務量を確保し、 その全

数に対して、確実に実施すること。

(3) 産業安全に係る監督指導について

建設業については、足場からの墜落防止措置等に係る改正労働安全衛生規則が平

成27年7月1日から施行されることから、

リマフレット等を活用するなどにより、同則の周知徹底を図るこ

と。また、施行後においては、確実に改正事項の履行確保を図ること。

爆発・火災災害については、重大災害につながりやすいことから、平成26年6月

30日付け基発0630第1号「爆発火災災害防止対策の推進に関する基本方針」等に基

づき、監督指導を実施すること。

安全衛生担当部署において、休業4日以上の災害で最も件数が多い転倒災害につ

いて、「STOP！転倒災害プロジェクト2015」を実施しており、また、死亡災害が

多く発生している交通労働災害について、

関係パンフレットを活用し、これらの対策の周知を図ること。

小売業、社会福祉施設、飲食店に対しては、監督指導等において、安全推進者の

配置等に係るガイドラインのリーフレット等を活用し、その内容の周知を図ること。

凶 労働衛生に係る監督指導について

労働衛生に係る監督指導については、平成26年 2月17日付け基発0217第7号「今

後における労働衛生対策の推進に関する基本方針について」（以下「衛生通達」とい

う。）及び同日付け基発0217第8号「労働衛生対策における監督指導等に当たって留

意すべき事項について」（以下「衛生留意通達」という。）に基づき、安全衛生担当

部署と連携を図り、共通の理解を持って、効果的に実施すること。
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なお、監督指導時の状況から労働衛生管理が十分に確立されていないなどの専門

的支援が必要と考えられる事業場に対しては、リーフレット等を用いて、「産業保健

活動総合支援事業」の活用について積極的に勧奨すること。

ア 化学物質による健康障害防止対策

（ア）化学物質による健康障害防止対策については、衛生通達に基づき策定した中

長期計画の二年度目を迎えることから、

（イ）第3四半期に、ナフタレン及びリフラクトリーセラミックファイパーを特定

化学物質とする労働安全衛生法施行令の改正を予定していることから、監督指

導において、当該物質の使用を確認した場合には、リーフレット等を活用して、

改正内容の周知等を確実に行うこと。

イ 石綿による健康障害防止対策

建築物等の解体時等における石綿ばく露防止対策については、平成17年7月28

日付け基発第0728008号「石綿ばく露防止対策の推進について」等に基づき、引き

続き監督指導を実施すること。

ウ 粉じん障害防止対策

粉じん障害防止対策に係る監督指導については、第8次粉じん障害防止総合対

策を踏まえ、安全衛生担当部署と連携の上、管内の遵法水準等の状況を勘案して

対象を選定し、効果的に実施すること。

7 



(5) 原子力施設に対する監督指導について

原子力施設に対する監督指導については、平成25年5月17日付け基発0517第7号

「原子力施設に対する監督指導等について」に基づき、的確に実施すること。

(6) 改正高圧則の周知等について

減圧表の見直しを主たる内容をする改正高気圧作業安全衛生規則が平成27年4月

1日から施行されることから、関係業務を行っている現場等に対して、改正事項に

ついてリーフレット等を活用し、その内容の周知等を行うこと。

(7) 労働安全衛生法の改正について

改正労働安全衛生法が平成26年6月に成立し、改正内容ごとに順次施行していく

こととしており、平成27年においては、受動喫煙防止措置の努力義務化、重大な労

働災害を繰り返す企業への対応（特別安全衛生改善計画の策定）等が同年6月1日

から、ストレスチェック及び面接指導等の実施等が同年12月1日から施行されるの

で、これらの円滑な施行を期すため、同法の周知を図ること。

なお、特別安全衛生改善計画の策定指示については、

4 東日本大震災に関連する安全衛生及び一般労働条件対策について

は） 東京電力福島第一原子力発電所に対する監督指導等について

東京電力福島第一原子力発電所に対する監督指導等については、発電所の廃炉に

向けた作業が続くことから、引き続き的確に実施すること。

(2) 除染等業務、特定線量下業務及び事故由来廃棄物等処分業務従事者の放射線障害

防止対策等について

除染等業務、特定線量下業務及び事故由来廃棄物等処分業務従事者の放射線障害

防止対策に係る監督指導については、平成26年10月20日付け基発1020第2号「除染

等業務、特定線量下業務及び事故由来廃棄物等処分業務における安全衛生対策の推

進について」等に基づき、引き続き的確に実施すること。
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(3）復旧・復興工事における労働災害の防止について

復旧・復興工事については、被災地域の地方自治体が策定する復興計画に基づく

工事や除染工事等の本格化に伴い、労働災害の増加が懸念されることから、安全衛

生担当部署と連携して、管内の工事の発注状況を逐次把握し、

5 法定労働条件の履行確保等について

(1) 一般労働条件確保・改善対策について

ア 推進計画の進捗状況の把握及び評価等

一般労働条件確保・改善対策については、各局において推進計画を定めて以降

の二年度目を迎えることから、初年度の実施状況の把握・分析及ひ吉平価を踏まえ、

適切に推進すること。

また、本対策の推進に当たっては、推進計画の内容等が労働基準監督官（以下

「監督官Jという。）が十分理解し、共通認識を持つことにより、的確に取り組む

ことが肝要である。このため、署管理者が、監督官会議等の機会を活用して、重

点対象の選定理由や定着させるべき重点事項等について必要な説明等を行うこと。

イ 時間外労働協定の未届出事業場に対する指導について

重点監督結果をみると、時間外労働協定を所轄署長に届け出ることなく時間外

又は休日労働が行われている事業場（以下「時間外労働協定未届出事業場」とい

う。）が、監督実施事業場のうち約2割を占めていることが認められたところであ

る。

時間外労働協定未届出事業場については、

ワ 労働条件相談ダイヤノレ事業等について

「労働条件相談ダイヤル事業」については、平成27年度も委託事業により実施

することを予定しているので、別途指示するところにより、引き続き、情報提供

を受けた事業場を管轄する暑においては、投書、メーノレ窓口に寄せられる情報等

Q
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とともに、監督対象事業場の選定等に活用すること。

なお、メール窓口については、平成26年度末をめどに、相談者が入力する項目

に過重労働に係る情報を追加する改修を予定していること。

エ 労働基準関係法令の周知徹底等について

重点監督結果から、法の不知による法違反が中小零細企業に集中している実態

が認められた一方、労働者に対する周知も十分に行き届いているとはいえない状

況がみられるところである。このため、労働基準関係法令の周知徹底については、

引き続き、推進計画に基づき、積極的に取り組むこと。その際、①労働条件ポー

タルサイト「確かめよう 労働条件Jの周知と利用の促進、②公共職業安定所と

の連携による求人窓口における労働基準関係法令に関するパンフレット等の配布、

③「新規起業事業場就業環境整備事業」の利用勧奨等についても検討すること。

また、学生・生徒に対する労働基準関係法令の周知については、平成27年度に

委託事業として「大学生・高校生等を対象とした労働条件セミナー」を実施する

こととしているので、当該セミナーの周知と参加勧奨を行うとともに、引き続き、

教育委員会等に必要な働きかけを行い、講義等に係る要請については、積極的に

対応すること。

(2) 労働時間管理の適正化による賃金不払残業の防止について

投書等の各種情報等から賃金不払残業の存在が疑われる事業場に対しては、引き

続き監督指導を実施し、労働基準関係法令の遵守のみならず、「労働時間の適正な把

握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」（以下「適正把握基準」という。）

等を踏まえた取組を行うよう指導を徹底すること。また、リーフレット「賃金不払

残業の解消に取り組みましょうJ等を活用し、その解消に向けての具体的取組方法

を紹介するなどにより、今後の遵法状態の定着に向けた丁寧な指導も併せて行うこ

と。
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(3) 申告・相談等への的確な対応について

ア 申告の受理時の対応

申告・相談については、平成6年3月16日付け基発第140号「解雇、賃金不払等

に対する対応について」等により、これまでも、労働者の置かれている状況に意

を払い、その内容について十分耳を傾け、懇切丁寧な対応を心掛けることについ

て指示しているところであるが、労働者からの申告・相談において、労働基準監

督機関（以下「監督機関」という。）に対して処理を求めている事項が法違反を構

成しないことが明白でないにもかかわらず、一律に労働者に対して使用者への請

求行為や必要以上の資料提出を要求し、申告を受理しない取扱いを前置している

状況が認、められたところである。申告の受理については、昭和39年4月20日付け

基発秘第5号「監督業務運営要領の改善について」（以下「5号通達」としづ。）

記の第2の3(1）アに基づき、取り扱うこととし、監督機関に対する国民の信頼を

揺るがすことのないようにすること。

イ 申告処理における監督権限の厳正な行使

被申告者の所在が不明となり、事案の解決が著しく困難であるとして完結し、

未払賃金立替払処理に移行した事案において、認定調査中に被申告者と連絡がつ

いたにもかかわらず、申告処理が完結していることを理由として、申告事項に係

る法違反の是正を求めないとする事案が認められたところである。監督機関にお

ける申告処理の基本は、被申告者に対して、申告に係る法違反について是正勧告

を行い、是正を厳しく迫り、その遵法意識を喚起して自主的に法違反を是正させ、

申告者の実質的な権利救済を図るものであることを自覚し、監督権限を厳正に行

使すること。

なお、遵法意識に欠ける被申告者に対しては、司法処分も念頭に、毅然とした

態度で臨むこと。

性）倒産事案等に対する迅速な対応について

各種情報から倒産事案等を把握した場合には、平成15年 2月18日付け基監発第

0218001号「大型の企業倒産事案に係る賃金の支払等の確保について」等に基づき、

速やかに監督指導等を実施しで情報収集を図り、法違反の未然防止及び早期解決を

指導すること。
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また、大量整理解雇等の事案についても務発指導を行うなど、引き続き必要な対

応を行うこと。

(5）未払賃金立替払の適正な処理について

未払賃金の立替払については、不正受給の防止に配意しつつ、迅速かっ適正な処

理に努めるとともに、未払賃金立替払情報管理システムを使用した事務処理を徹底

すること。

また、局においても同情報管理システムを活用して進捗状況を把握するなど、組

織的な管理を徹底すること。

6 最低賃金の履行確保に係る監督指導について

7 労災かくしについて

労災かくしについては、平成 20年3月5日付け基発第0305001号「「労災かくし」

の排除に係る対策の一層の推進について」等に基づき、安全衛生担当部署及び労災補

償担当部署とも連携を図り適切に対応するとともに、事案を把握した場合には、司法

処分も念頭に、厳正に対処すること。

8 特定分野における労働条件の確保・改善対策について

(1) 技能実習生等外国人労働者について

技能実習生については、平成22年9月 1日付け基監発0901第1号「技能実習生に

係る法定労働条件の履行確保のための監督指導等の実施に当たって留意すべき事項

について」等に基づき、引き続き、重点的な監督指導を実施するとともに、出入国

管理機関との相互通報制度に該当する事案については、確実に通報すること。

特に、強制労働等技能実習生の人権侵害が疑われる事案に対しては、平成26年10

月3日付け基発1003第1号「強制労働等技能実習生の人権侵害が疑われる事案に対
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する地方入国管理局との合同監督・調査の実施について」等に基づき、．．． 
また、技能実習生等外国人労働者からの申告・相談等に対しては、通訳者等を介

して解決を求める内容、帰国の時期等を十分に確認の上、迅速に監督指導を実施し、

所要の措置を講ずること。

なお、平成27年度から、新たな枠組みで受入れが開始される外国人建設就労者及

び外国人造船就労者については、職業安定行政との連携を図りつつ、事業主等に対

して労働基準関係法令の周知を行うこと。また、平成27年度第1四半期に、「外国人

労働者向け相談ダイヤル（仮称）」を整備することとしているので、別途指示すると

ころにより対応すること。

(2) 自動車運転者について

ア 自動車運転者は、依然として長時間労働の実態にあり、脳・心臓疾患の労災認

定件数が最も多い職種である。このため、自動車運転者の労働条件確保上の問題

があると考えられる事業場を的確に選定し、監督指導を実施すること。

また、「自動車運転者時間管理等指導員」については、年聞を通じた計画的かっ

積極的な活用を図るとともに、個別訪問による指導・助言の項目に、過重労働に

よる健康障害防止措置に関する事項を加えるニととしているので、当該事項を含

めた指導・助言等を確実に行わせること。

イ 監督指導、集団指導等の機会において、「交通労働災害防止のためのガイドライ

ン」、「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドラインJ及び「職場

における腰痛予防対策指針」について、パンフレット等を活用してこれらの周知

を図ること。

ウ タクシ一事業者については、平成26年 1月24日付け基発0124第1号「特定地域

における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等

の一部を改正する法律の附帯決議を踏まえた累進歩合制度の廃止に係る指導等の

徹底についてJ記の2に基づき、累進歩合制度の廃止について確実に指導するこ

と。

(3) 障害者である労働者について

障害者である労働者については、平成24年9月24日付け地発0924第3号「障害者

虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の施行にかかる対応要領

について」、同年10月5日付け基発1005第5号「障害者である労働者の労働条件の
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確保・改善等についてj等に基づき、迅速かっ的確に対応すること。

なお、監督指導においては、最低賃金の減額の特例許可を受けた障害者である労

働者が認められた場合には、許可された業務以外の業務に就いていないか、作業の

安全衛生等の状況に問題はないかなどについても確認し、労働基準関係法令上の問

題を把握したときには、所要の措置を講ずること。

(4) 有期契約労働者について

有期契約労働者については、監督指導において、有期労働契約の更新の有無及び

更新の判断基準並びに労働基準法第14条第2項に基づく「有期労働契約の締結、更

新及び雇止めに関する基準j について確認し、問題が認められた場合には所要の措

置を講じること。

また、特定有期雇用労働者に係る労働基準法施行規則第5条の特例を定める省令

が平成27年4月1日から施行され、労働基準法第15条第1項に基づき書面により明

示しなければならない事項が追加されたことから、施行後に締結された有期労働契

約については、監督指導において、必要な点検及び確認を行い、法違反に対しては

所要の措置を講ずること。

(5) 介護労働者について

介護労働者については、平成21年4月1日付け基監発第0401001号「当面の介護労

働者の労働条件の確保・改善対策における監督指導等についてJ等に基づき、介護

保険事業の許可権限等を有している都道府県、地方自治法に規定する指定都市、中

核市又は市区町村と連携の上、対象事業場を的確に把握し、監督指導等を実施する

こと。

また、監督指導等においては、「職場における腰痛予防対策指針」及び転倒災害防

止対策に係るパンフレット等を活用して、その内容について周知を図ること。

なお、平成27年度から新たに委託事業として、介護労働者の労働条件の確保等を

図ることを目的とする「介護事業場就労環境整備事業」を実施することとしている

ので、別途指示するところにより対応すること。

(6) 派遣労働者について

派遣労働者については、平成21年3月31日付け基発第0331010号「派遣労働者に係

る労働条件及び安全衛生の確保についてJ等に基づき、管内状況を的確に把握し、

必要な監督指導等を実施すること。
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9 年間監督計画の策定について

年間監督計画の策定に当たっては、 5号通達等に基づき、引き続き、必要な庁外活

動業務量の確保に努めること。

なお、年間監督計画の策定に係る局の指導調整については、局が開催する調整会議

において、 5号通達・・・・・・・・・・・・・・・・・に関し署に説明を求め、その根拠

を基礎資料等から具体的に確認することにより、年間監督計画案の適否を判陸！？するこ

と。

また、調整会議後に再提出された年間監督計画案については、指導調整における指

示に従し、修正等が行われているかなどについて確実に確認すること。

10 監督指導業務の運営について

(1) 実効ある監督指導の実施について

重点監督結果において、法違反については是正勧告を行っているものの、適正把

握基準の遵守や時間外・休日労働時聞を 1か月当たり80時間以内とするための具体

的方策を検討させること等について指導を行っていない状況がみられたところであ

る。

重点事項に係る問題が解消されるためには、これらの指導事項についても、問題

の改善に向けて指導を確実に実施することが必要であり、

停た、署管理者は、復命書等の決裁時において、復命書の参考事項・意見欄の記

載等から法令・通達等に基づいた適切な指導が行われているかを確認し、必要に応

じて監督官に対して、適宜具体的な指導・助言を行うこと。

(2) 監督指導等により把握した個別事業場の法違反の公表について

司法処分を行った事案の公表において、取材対応の過程で、被疑者の供述内容等

まで言及するなど、適切さを欠く事案がみられたところである。監督機関が把握し

た個別事業場の法違反の状況を無原則に公表した場合、個人や企業の権利、利益を

害することのみにとどまらず、監督指導等に対して企業が非協力になるなどにより、

監督権限の適正な行使を阻害し、ひいては適正な労働条件の確保等による労働者の

保護という監督行政の目的が達成できなくなるものである。

このため、監督機関の監督指導等により把握した個別事業場の法違反の公表につ

いては、平成24年2月8日付け基発 0208第3号「労働基準監督機関が監督指導等

ro 
l
 



の権限の行使により把握した法令違反等の事案の公表についてJ（以下「公表通達」

という。）等に基づき対応すること。

(3) 事案の迅速処理と早期完結に向けた的確な管理等について

申告、災害調査、司法、未払賃金立替払業務等に係る事案処理が長期化した場合、

一つの事案に対して一定の業務量を継続的に投入することとなり、これが年間監督

計画の完遂により解決しようとする多くの行政課題の解決に影響を及ぼしかねず、

ひいては、管内における行政課題の解消を困難とするおそれ等も生じさせるものと

なる。

このため、署管理者は、各監督官に単に各事案を迅速に処理するよう、指示する

ことにとどまることなく、事案処理において、臨路となっている事項の把握に努め、

問題が認められた場合には具体的な解決策を示すなどにより、事案の迅速処理はも

とより、早期完結に向けた的確な管理を行うこと。

また、地方労働基準監察監督官は、地方労働基準監察（以下「地方監察」という。）

時のみならず、日頃から、暑の業務運営状況の把握に努め、事案の迅速処理等につ

いて、適宜、署に対して指導・助言を行うこと。

11 企業単位監督について

企業単位監督については、平成23年3月11日付け基発0311第3号「新たな監督指導

手法の実施について」記の2に基づき、実施してきたところであるが、今般、．． 
12 司法処理について

(1）積極的な司法処理

司法処分については、その必要性が認められた場合に捜索・差押等の強制捜査を

積極的に実施し、証拠の収集を図った上で一定期間捜査主任官を捜査に集中的に従

事させるなど、迅速処理に努めている事案がみられる一方で、常習的に法違反を繰

り返す事業場に対して是正勧告するにとどめるなど、積極的に司法処分に付すると

の姿勢に欠けるものもみられるところである。
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悪質な事案については、

積極的に司法処分lζ付すること。

(2) 検察庁との意思疎通の促進

捜査の円滑化のためには、検察庁から捜査方針等について適切な時期に的確な指

示を受けることが肝要で、あるが、これを可能ならしめるためには、日頃から局署と

検察庁との聞の意思疎通が円滑となるよう、その環境作りに意を払う必要がある。

このため、局幹部は、自らが検察庁と意見交換を行う場を設けるなどにより、積

極的に検察庁との意思疎通の促進を図ること。

13 効果的な情報発信について

監督行政における活動内容の情報発信は、行政に対する理解と信頼を深め、労働基

準関係法令の周知・啓発や法令遵守の必要性に対する労使の認識の形成につながるも

のであるが、これに加え、国民から寄せられる期待に対して、監督行政がどのように

応えているのかを具体的に示す機会でもある。

このため、監督指導結果等の活動内容の情報発信において、法違反の態様や指導内

容等を示す事案を含める場合に、監督官の指導の結果として、どの程度の改善が図ら

れたかを具体的に示す工夫を行うなど、監督行政が果たしている役割・成果について

も積極的な広報に努めること。

なお、その際には、公表通達も踏まえつつ、必要に応じ、署単位ではなく局単位や

複数局の合同により広報を行うなどにより、個別の事業場が特定されないよう事案の

一般化を図ることも検討すること。

14 実効ある地方労働基準監察監督官制度の運営について

地方労働基準監察監督官制度については、平成 26年2月 17日付け基発 0217第1号

「地方労働基準監察監督官制度の運営について」等に基づき、厳正かっ効果的な運営

を図ること。

特に、署からの改善報告においては、その内容が、署が講じることとしている措置

が問題点の確実な解消と同種事案の再発防止のために適切なものであるか、必要な疎

明資料が添付されているかを精査し、これが十全を欠く場合には再提出を指示するこ

と。

また、地方監察で指摘した事項のうち、全暑に関係する事項と判断したものについ

ては、指摘の対象とならなかった署も含め、同種の問題点の有無について速やかに点
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検させ、必要な改善を図らせること。

15 監督官の資質・能力の向上について

(1）新任監督官の実地研修及び実地訓練について

平成27年度の新任監督官に対する実地研修は、その後の中央研修の前提となるも

のであるので、中央研修開講までに原則としてその教科の全てを修了させること。

また、実地訓練については、統括訓練指導教官等は、実地訓練の途中又は修了前

後に、自らが新任監督官を定期監督等に同行させることにより、その技能の習得状

況について確認し、必要に応じて追加の実地訓練を実施すること。

(2）若手監督官に対する監督指導の技術・知識の付与等について

(3) 

若手監督官は、将来の監督行政の中核を担うこととなる人材であり、監督指導に

必要な技術・知識を確実に習得させる必要がある。このため、若手監督官に経験が

不足していると考えられる分野の監督対象事業場を割り振るなどにより幅広い経験

を積ませること。

特に、任官2年目の監督官については、チーム監督を積極的に活用して、監督指

導に必要な技術・知識を早期に習得させることに配意すること。

なお、任官後3年目までの監督官に対しては、引き続き、で、きる限り早期に司法

処理及び未払賃金立替払処理を経験させ、とりわけ、司法処理については、 1局自

の3年間のうちに賃金不払関係及び安全衛生関係、の事案を少なくとも 1件ずつは経

験させること。

16 労働契約法等の周知について

労働契約法については、中小事業主に対する監督指導等の機会を捉え、リーフレッ

トや無期転換に関する取組事例集を活用するなどにより、周知を図ること。

また、専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法が平成27年4月

1日に施行されるので、 }jlj途送付するパンフレットにより、同法の内容について周知

を図ること。

-18 -



17 労働基準法の改正等について

今通常国会においては、労働基準法等の一部を改正する法律案を提出することを目

指しているところである。当該法案が国会に提出され成立した場合、これらの円滑な

施行を期すため、別途指示するところにより周知徹底等を図ること。

また、職業安定行政において、労働関係法令違反の求人者からの求人を不受理とす

る内容を含んだ「勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案（仮称）」を提出するこ

とを目指しているところであり、当該法案が国会に提出され、成立した場合、別途指

示するところにより、職業安定行政と一層の連携を図ること。

19 



全国監督課長会議
平成27年2月18日

本日の説明項目 団
問
団

平成26年度中央労働基準監察結果について

平成27年度以降の中央労働基準監察について

起訴率について

1 



日〉平成26年度中央労働基準監察結果について

. I 監察対象局署

24局 （青森、宮城、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、新潟、福井、長野、愛知、

大阪、兵庫、奈良、島根、香川、愛媛、佐賀、大分、宮崎、沖縄）

32署 (6方面制：2 5方面制：2 4方面制：12 3方面制：14 3課制：1 2課制：1) 

E 監察結果の構成

第1重点化を指向した総合的かつ効果的な労働行政の展開

第2 主要対策の推進
第3 監督指導業務及び安全衛生業務の運営状況
第4 効果的な情報発信の取組

: （注）
；【O】：行政運営上参考になると考えられる事項 : 
i【・】：行政を的確に運営するため早急に改善を図ることが必要な事項

第1 重点化を指向した総合的かっ効果的な労働行政の展開

圃置躍冨・

【O】局署所の行事予定表を活用した業務連携
局署所の行事予定一覧表に、行事主催部署が、局内連携が可能な内容（「リーフレット配付可J、「15分程度説明可」等）を記

載し、毎週の局内連絡会議に提示。局長が必要な調整 2 



I・1行政効果杷握に向けての努力が不g.行政効果把握の活用姿塾がみえない
(1）行政課題の解消状況等重要箇所が未記入の行政効果把握表を局は受理。暑に対して必要な指示せず。

(2）新年度の6月に前年度の行政効果把握の分析・評価を局が実施。新年度行政運営に活用されず。

【O】実際の労働条件と求人の内容の相違による紛争の発生防止への署所の連携

労働条件通知書の交付を呼ひ守掛ける署作成のリーフレツトを、所は求人事業所に手交するとともに、求人票には労働条件明示

が必要である旨の注意事項を記載。

第2主要対策の推進

【O】



「一申告・相談等への的確な対応 ｜ [1－未払賃金立替払の遁切な処理一｜

【・1立替払事実の完結に向けた管理が不適切

認定申請から半年を超過してなお認定に関する事務処理が終了していない事案が複数発生。署管理者が各事案の完結に向
けた適切な管理を行わず。事態を把握しながら局として署に適切な指示をせず。

匝盤璽ヨ

｜ 障害者である労働者｜

4 
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第3 監督指導業務及び安全衛生業務の運営状混

【O】監督指導の完結に向けた管理の徹底

認する「完結チェック表」を作成し、署管理者は監督復命時に同
表の添付がないものなどについては、担当監督官に返却し、完結に向けたチェックを行っている。

【・】弓l纏事案となった申告事実の莞詰に陶けた引鐘・管理が不適切

処理に当たっての具体的な留意点等について引継書になんら記載がなく、後任者は前任者からその都度確認しながら対応す

るとの状況にあり、かつ、署管理者も担当者間の引継事項の確認をせず、署として引継事案を完結させるための対応を行ってい
ない。

！園霊璽霊園

【O】

6 



I~ 

ma悪罫需冨

I・1監察櫨能が不十分
(1）過去に同種の指摘を受けている署に対して、繰り返し指摘を行うにとどまり、再発防止のための具体的方策等にまで踏み

込んだ監察となっていない。
(2）監察における指摘に対して講じた署の改善措置の内容が、具体的でない、もしくは、改善を確認できる資料等が添付され

ていないなど、改善について確認できない改善報告を受理している。

(3）監察結果の取りまとめを翌年度に行っている。

｜｜一重官官扇亘・扇町一｜

【O】新任監督官に対する研修のフォロー
署からの要望を受け、局が新任監督官を対象に実施した研修の翌日に、研修の習熟度を確認するための自己採点方式のテ

ストをメールにより配信し、研修内容の定着に努めている。

【O】若手監督官に対すぞーーーーーーーーηための実地研修の実施

任官後概ね7年固までの監督官を中心に、ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーこ係る監督指導の具体的な実施方法等に

係る座学による研修、先輩監督官が同行しての臨検監督の実務研修を実施している。

【O】任官10年目前後の監督官に対する進行管理能力の付与のための研修の実施
任官後10年目前後の監督官を対象に、進行管理能力の向上を目的とした研修を計画的に年3回実施し、中間管理職の役割、

司法事件の進行管理及び業務改善の各テーマについて討議を行わせ、地方労働基準監察監督官が調整役として討議を促進す

ることにより、マネジメント能力、意識の向上を図っている。 7 



第4 効果的な情報発信の取組

【O】局長自らの情報発信
死亡災害が多発している状況にかんがみ、局長自らが地元テレピのゴールデ、ンタイムに放映されるニュース番組に出演し労働

災害防止に向けての留意点等を訴えている。

【O】県のメールサービスを活用した情報発信
局が、県の総合労働事務所等に働きかけた結果、同事務所等が県内の約2,500の企業等に対して配信しているメールサービ

スに、過重労働による健康障害防止対策等労働基準行政の施策に係る記事が掲載される。

【O】運輸支局長との連携による情報発信（業界紙の活用）
経営者協会会長に対し、荷主対策の一層の推進を図るため、局長及び運輸支局長の連名による労働災害防止及び過労運転

防止に係る要請文書を直接交付したところ、会報誌（会員約1,000社）に掲載され、また、局単独の取組だけでは掲載されにくい

運輸関係の業界紙にも掲載される。

8 



平成27年度以降の中央労働基準監察について

1 二名の中央労働基準監察監督官により実施（原則）

2 毎月の監督業務関係報告の廃止に伴い、監督業務

管理状況について、中央監察の重点項目とする。

9 



起訴率について 平成26年の件数、起訴率は速報値

1送検件数

園 E彊圃｜－＝－四週・EIm?盟国圃E盟国
全体 1157 1064 1133 ・1043 1036 

労基 589 522 515 482 408 

安衛 568 542 614 560 628 

盟園圃~ 園圃臨覇軍圃・圃圃E回

労働基準監督官の採用数

2 告訴・告発に基づく送検件数

10 



3起訴率

m:J霊園 ~ 

。送検件数実績

。
。
。局長自ら起訴率の問題を地検検事正に提言

。平成27年度留意通達・・・積極姿勢

。引き続きの検討

~ 

11 



匡空自 匿璽~

平成26年度 平成27年度





匡亙罰 匿璽Eヨ
介護サーピス・施殴散の状況

Xii 内容 25茸 24~ 24• tt 20隼敏 四年比 地品

居宅型 プ~II予備”，；，拘Rλ属脅生揺介II 3,930 3. 710 + 220 + 5.6 2. 731 + 1, 199 + 30.5 

居宅型 '1'11予防腸’＇＂針路製共同 .. 活介ll 11. 702 11. 445 + 257 + 2.2 自，936 + 2. 766 + 23.6 ゲパrープホーム

居宅型 特定施股λ居者生活叶II 4. 191 3.941 + 265 + 6.1 2,876 + 1. 321 + 31 5 

居宅型 紹掴議対応裂共同生活介II 12.0相 11. 729 + 319 + 2.6 9,292 + 2, 756 + 22.9 11!04賓院脅グループ泳ーム

居宅製 地JilH拠”’道筋像λ際lt生活介眠 263 238 + 26 + 9.5 日1 + 172 + 55.4 29人以下白施lit

111創 32, HO 31. 063 + 1. 077 十 3.4 23. 926 + 8.214 + 25.6 

施股λ所型 介盟予防短期入所生活介鵠 9,060 8. 600 + 460 + 5.1 6, 957 + 2.103 ゃ 23.2 シヨ『トスTイ

施股入所型 介館予防艇期λ所II!獲介臨 . 5. 199 5,337 -138 -2. 7 5.018 + 181 + 3.5 

施蹴入所＇l!:!短期入所虫活介鰻 9,445 8,980 争 455 + 4.9 7.347 + 2,098 + 22.2 ショ｛トステイ

施設入所型 短期入所揮養介旗 5,377 5,490 同 113 四 2目1 5,242 + 135 + 2.5 

施股入所製 地it，密着型介陣地E人福祉施段 1. 106 954 + 152 + 13. 7 183 + 923 ’＋ 83.5 定員29人以下

施llt入所型 升＇il＇老人掴抵施 I量 6, 754 6. 590 十 164 + 2.4 5,015 ・＋ 739 + 10.9 特別聾蹟老人ホーム

施設入所盟 叶也老人樺健施践 3,993 3, 931 + 62 や 1.6 3,5尚 + 493 + 12.3 

施段入所型 叶磁療饗盟医躍施設 1, 647 1. )5g ー112 ・6.8 2. 252 -605 ・35.7 

，，岨 42. 581 41, 841 + 940 + 2.2 36,5'14 + 8,067 + 14 2 

36,097 32,432 + 3,665 + 10.2 21, 710 + 14. 367 + 39.9 ヂイサービス

,, ＂ぜり宇－~!l!Jo 乱闘2 8, 7佃 φ132 + 1.9 6.276 + 556 + 8 1 デイケア

』 道F括合腿 3.657 3, 854 + 03 + 0.1 2.B70 今 987 + 25.6 デイサピス

I .3. 570 3, 337 + 333 + 9.1 1. 256 + 2,414 + 65. B ・・－峰、銀繍，..僻...宅合阻

36, 127 34.107 + 4.020 + 10. 5 22,366 + 15. 781 + 41,3 ヲイザ｝ピス

I 7,047 7. 023 + 24 + 0,3 6,425 + 621 + B.B ヂイケアリハピリ子ショシ

脳幽閥11 応型置所介t葺 4.193 4.158 + 35 + 0.B 3, 139 + 1,054 今 251 日帰りサービス

抱隆盛所型，l、 曜：Ml 4,230 3,885 + 345 + B.2 1.557 + 2,673 + 63. 2 

合劃サピス 74 15 + 59 + 79. 7 + 74 + 100. 0 ’F掴置F睡阻盟園事骨..旬M，阻

，，、普l 1同，127 95,511 + 8,616 + B.3 85. 600 + 38. 527 + 37.0 

’台鳳司 31，帥S .30,269 + 1. 639 + 5. 1 20,319, + 11, 589 + 38.3 ホームへ）~プ

舞台弘司 会 ，． ’A・A ・．． 2, 146 2, 195 -49 ・2.3 1,873 . + 273 + 12. 7 

時同 チーシ祖シ .e, as1 6.絹7 + 524 + 7. 5 5,414 + 1.5町 + 22.4 

時間 32, 761 .31. 075 + 1. 685 +.5.1 20,885 + 11,875 + 36,3 ホムへI~ブ

訪問 町間入地合II 2. 3判 2.410 -86 ・28 2,013 + 331 + 14.1 

品同 ーか包ン 7. 153 6,590 + 563 + 7.9 5,434 +I. 719 + 24.0 

晶問 定刻祖国・随時針応
281 76 + 205 + 73.0 + 281 十 100.0

・4指且且 l!i:llll 介限 196 188 +OB + 4.1 関 + 113 + 51. 7 

11'tl 関.770 79.260 • 4.510 + 5.4 56,021 • 27, 749 + 33目1

他 介護予防相祉用具賞与 7,671 7, 479 + 19! +25 4,862 + 2. 809 + 36.6 

他 特定ゴヤ臨予防福祉用具販売 7,858 7. 597 + 151 +.2.0 5,010 + 2, 848 + 36.2 

他 福祉用具賞与 7,864 1. a44 + 220 + 2.s 4,974 + 2.s田 ゃ36.7 

他 特定福祉用具販売 7.902 7. 724 • 178 + 2.3 5,027 + 2 875 + 36 4 

他 居宅介t聖堂盛事事情 37, 540 35,885 + I, 655 + 4.4 28, 121 + 9, 419 .. 25.1 

他 合盟事抽軍国事，mUl咽包岡寓園セー’，＿， 4.539 4.430 ÷109 + 2.4 3,782 + 757 + 15. 7 

11、制 73,374 70. 95g + 2.515 +34 日1,))6 +21,598 + 29.4 

針
335, 992 318,334 + 17. 558 + 5.3 ・233，閃7 + 102, 155 + 30.4 

車寄著l1F護事二E:X：館長率難所調車lよ
務：概数サー~：：＼＇壷提供している事業所t、帯々1:1·十ょしている．



介護保険制度施行以降の介護職員数の推移（補正後）

0 介護保険制度の施行後、要介護（要支援）認定者数は増加じており、サービス量の増加に伴い介護職員数も
13年間で約3倍に増加している。

要介護者数
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注1)：胞1平諮態－理霊毒需z雲E誕王汚E品霊雲聖g旨景喜鵠詰遅誠主~室智野J量智諸晶
啓紹：色要霊蜜z主車寄霊3き~~苦品議鶴鰐縫すJ藩官按盤：議端諜辞乏哲議易探i鴇官より行つた＠

注2）各協誌要お苦窓雲：轄摂まヰ？霊書筑欝喋；；辛』5喜雲ミ韮誌欝議拓空塁品智1 銭詮量X鉱詣錨哩顎§?iい、てl 執刀、なL、
注3) ~I.I\規模多擁能型居宅1t穫などJI司主、 fJJ、続模多揃盟毘宅介窺Iの他、『複合霊芳－ピλJも含謝1る．
注：4）介茜斡員数l孟、常勤、葬常勤を含めた英人員数である.＂洛年度の 10.月1日現在｝
【出典1厚生労働省r介護サービス施設・事業所劉査」（介護機員数人「介護保険事業状況調査j（要介護（要支援）認定者数｝



介護職員の現状

O 介護職員の就業形態は、非正規職員に大きく依存している。

0 介護職員の年齢構成は、介護職員（施設等）については、 30～49歳が主流となっでいるが、訪問介護員に
おいては、60歳以上が約3割を占めている。

0 男女別に見ると、介護職員（施設等）、訪問叶護員いずれも女性の比率が高く男性については40歳未満が
主流であるが、女性については40歳以上の j合がい示れの職種も過半数を占ゐている。

1就業形態

、正規職員 非正規職員

41.4＇覧

うち常勤労働者 ； うち短時間労働者
介護職員（施設等）

訪問介護員

56.5潟

17.5% 78.4略

17.2% 

8.1% 
' 

24.2% 

: 70.3% 

注）正規聡員：雇用している労働者で雇用期間の定めのない者。非正規職員：正規職員以外の労働者｛契約職員、嘱託職員、パート書イム労働者等）．
常勤労働者：1週の所定労働時間が主たる正規職員と同じ労働者．短時間職員：1週の所定労働時間が主たる正規職員に比べ短い者。

注｝介護務員｛施設等｝：訪問介護以外の指定事業所で働く者。訪問介護員：訪問介護事業所で働〈者。
注）調査において無回答のものがあるため、合計しても100%とはならない．
【出典】平成25年度介護労働実態調査（〈財〉介護労働安定セン者一）

2 年齢構成（性別・7職種別）

20歳未満 20～29歳 30～39歳

介護職員（施設等） 1.2覧 19.0覧 24.0覧

男性（23.3%) 1.3覧 30.1% 33.8% 

女性（73.0%) 1.1施 15.5% 21.0% 

訪問介護員 0.2% 4.3% 11.6% 

男性（7.0%) 0.9% 15.0覧 24.1% 

女性（88.6日） 0.2% 3.5% 10.6% 

、
40～49歳 50～59歳

22.4覧 19.-7見

"17.1% 9.2% 

24.1% 23.1% 

22.9% 一 27.5%

20.2% 18.7% 

23.3弘 28.2% 
注）調査において無回答のものがあるため、合計しても1005とはならない。
【出典】平成25，年度介護労働実態調査〈（財）介ま重労働安定セン~－）を社会・援護局福祉基盤諜福祉人材確保対策室において集針。

60歳以上

12.0% 

7.3% 

13.5% 

31.6% 

19.8覧

32.5% 



介護職員の賃金（常勤労働者）

0平均年齢‘勤続年数に違いがあり、単解な比較はできないが、介護職員の平均賃金の水準は産業計と比較
して低い傾向にある。なお、介護職員の勤続年数は産業計と比較して短い傾向にある。

震療・福祉

－社会保険・社会福祉・介護事業

サービス業

医師

看護師

；雀看護師
職 理学療法士・作業療法士
種

保育土;JU 
ケアマネジャー

ホームヘルパー

常勤労働者の男女比、平均年齢、勤続年数及び平均賃金

男女計 男性

1Fii!I構成比！吋｜吋謡

40.7 . 7.1 238.• 27.31 39.3 72. 

44.0 8.l 273.6 70.2, 45.( 9.6 297.司

41.C 5.1 833.l 70.6! 42~ 5.8 

38.( 7.4 328.' 8.4百 35.2 6.1 

46.7 10.: 278.7 10.1’ 40.4 8.3 

30.7 4.8 277.3 49.31 31.l 4.E 286.aj 

34.7 7.6 213.2 4.1' 30.: 4.8 226.41 

47.! 8.3 

比
成

構

主主

齢
年

均
平

48.71 

46.21 

数
年

続
勤

7. 

支現額
江る与

』HLす絵
tu給金

福祉施設介護員 38.71 E司 .218.91 33.5刻 35;1 40.51 5.51 210.6! 

注）常勤労働者とは、賃金構造基本統計調査のー艇労働者（短時間労働者以外の労働者）をいう。
短時間労働者とは、 1日の所定労働時間が一段の労働者よりも短い者、文It1自の所定労働時聞が一般の労働者と同じでも 1週の所定労働日数が
一般の労働者よりも少ない者をいう．

注〕サービス業とl立、廃棄物処理業、自動車I!嫌業、機械等修理業、その他の事業サービス業、政治・経済・文化団体”宗教、勝業紹介・労働者派遣
梁が含まれる。

注）福祉施設介護員f;j;；、児童福祉施設、身体障害者福柾施設L老人福祉施設その他の4融凶菌設において、介護の仕事に従事する者をいう。
注）きまって支給する現金給与額：労働協約、就業規則等によってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって支給される現金給与額．

基本給のほか、家族手当、超過労働手当を含むが、賞与lま含まない。なお手取り様ではなく、所得税、社会保険料などを控除する前の顕である。
【出典】厚生労働省「平成25年賃金構造基本統計調査J



介護労働者の労働条件の確保・改善対策に係る監督指導結果（平成22年～平成26年）



介護労働者対策に係る取組状況等

管内の動向・業界の状況等 ｜ 行政課題の解消状況等 ｜ 今後の課題

。新規参入者が多〈、十分な労務管理能力がないま！ 日 I 
ま労働者を使用するケースも多い 10指導した事項Lついては、概ね改善が図られている 10小規議事業場への取組

O県等の指導が浸透し、意図的な違反は少ない印象 l

であるが、予算上州制こよる賃金利臓が認め｜語鑓お長議ま~~：き慌少しており、これま 10糊参入事耕の把握と対応
られることがある I 

0異業種から新規参入する事業場については、法の＼0移動時間についての理解は深まってきているが、依 I 
I IO労働災害（腰痛、転倒）の防止

不知による違反が多く認められる ｜然、基本的な労働条件についての問題が多くある ｜ 

0施設が増加している反菌、労働者が不足しており、 IO法知識に乏しい小規模事業場への自主点検、集団指＼0同一法人で複数の胞設を有していることが
一人の労働者が複数の施設を担当している事態が生l導により、徐々に労務管理意識が高まっている状況が ｜多く、労働条件も異なることから、法人肉の組
じている ' ｜認められる ｜織を適切に把握する必要がある

。民間企業の参入が進んでいる

。労務管理書類iま整備されているものの、実態が
伴っていない

0違法意識は高いが、単純に労働時間管理に関する知
識の不足からの違反が認められる

0過去に断続的な宿日直許可を出した事業場におい lo集団指導の出席率の向上
て、許可範囲の業務で収まっていない状況がある

0県の建設業介護ビジネス参入支援事業により建設 10新規設立事業場については、適用事業場報告がほと
業からの参入の増加が認められる I ｜んどなく、事業場基本情報への登録もなされていない

• ¥0新規参入事業場は、異業種からの参入も含め小規模
Oシフトが組まれでも、嫌に勤務時間の変更が付｜事業構が訳、基本的な労働条件の枠絡みに問題があ
われている ｜る

各局平成25年分行政効果把握表より

0労使双方からの労働条件等についての相談が寄せら
れており、労使ともに理解が不十分



~ 監査団

当面の介護労働者の労働条件の確保・改善対策に係る監督指導結果

【速報値】 （平成26年1月～12月）

監督実施事業場数

労基法第 15条
（労働条件の明示）

主｜同法第 24条
（賃金不払）

要

同法第32・40条
（労働時間）

間
違｜（

同

反｜同法第 37条
（割増賃金）

事

同法第 89条
（就業規則）

同法第 108条
（賃金台帳）

最 賃 j去第 4条
項｜（：脹賃効力）

安衛 j去第 66条
（健康診断）

訪問介護事業場｜施設介護事業場｜その他の介援事業場
（介護保険適用） ｜（介護保険適用） ｜（介護保険非適用）

注） 1 ( ）肉は、監督実施事業場数に対する割合（軸）である巴

2.. :ll賃法第4条は約定賃金額が地域別最低賃金額朱満の場合に限る。



企業単位監督i対象企業；広域展開する比較的大規模な企業であって、法令酌意識、管理体制に問題が摘もの

企業単位監督手法の改善について

見直しの必要性

間勘tあると考え切る企業！こ「企業単位監督J手勘泌ずしも活用凱てしない。
→「企業単位監督」を機動的、かつ、効果的なものとする必要がある。

ー主翠墨F 関係通達の改正

問
時
z
o
∞
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巨亙日
i 1 0 年保存｜

機密性 2

平成 27年 2月 18日から
平成 37年 2月 17固まで

都道府県労働局長殿

回世f

基発 0218第 1号

平成 27年 2月 18日

厚生労働省労働基準局長

（公印省略）

「新たな監督指導手法の実施について」の一部改正について

企業単位監督については、平成23年3月 11日付け基発 0311第3号「新たな

監督指導手法の実施について」により、その実施を指示しているところである

が、今般、より機動的かっ効果的に実施するために、別添新旧対照表のとおり

改正することとするので、遺憾なきを期されたい。



別添

改正後 現行

1 （略） 1 （略）

2 企業単位監督 2 企業単位監督

広域的に事業活動を展開する企業の 問｜ 広域的に事業活動を展開する企業の 問

題点を企業全体として解消させるため効果的な監督指導を行う。

具体的には、

正を確実に行わせ、もって企業全体の法定労働条件の履行確保を図ら

せていくという監督指導を実施する。

3 （略）

題点を企業全体として解消させるため効果的な監督指導を行う。

具体的には、

全社的な是正を確実に行わせ、もって企業全体の法定労働条件の履行

確保を図らせていくという監督指導を実施する。

3 （略）



~ 
i 1 0 年保存｜

機密性 2

平成 27年2月 18日から
平成 37 年 2 月 17• 日まで

都道府県労働局長殿

国型f

基監発 0218第 1号

平成 27年 2月 18日

厚生労働省労働基準局監督課長

（契印省略）

「企業単位監督の実施に当たって留意すべき事項について」の

一部改正について

平成 27年 2月 18日付け基発 0218第1号「「新たな監督指導手法の実施について」の一

部改正について」に基づき、平成 23年3月 11日付け基監発 0311第3号「企業単位監督の

実施に当たって留意すべき事項についてJの一部を別添新旧対照表のとおり改正するので、

その適切な実施に遺憾なきを期されたい。



別添

改正後 現行

1 基本的な考え方

労働基準監督機関（以下「監督機関Jという。）においては、

2 



改正後

l全社的な是正を

確実に行わせ、もって企業全体の法定労働条件の履行確保を

図らせていくという新たな監督指導手法（以下「企業単位監

督」という。）を実施するものである。

2 重点事項

② 

皇i労働時間管理の適正化笠

① 

② ． 
3 

現行

に行わせ、もって企業全体の法定労働条件の履行確保を図ら

せていくとしづ新たな監督指導手法（以下「企業単位監督」

という。）を実施するものである。

2 重点事項

且よ基本的な労働条件の枠組みの確立

① 

主L労働時間管理の適正化

① 

② 

圃



改正後

主L安全衛生管理体制の整備

① 

② 

③ 

3 企業単位監督の具体的実施要領

(1) 企業単位監督の対象とする企業の選定

ア（略）

イ

4 

現行

(3) 安全衛生管理体制の整備

① 

② 

③ 

3 企業単位監督の具体的実施要領

(1) 企業単位監督の対象とする企業の選定

（略）
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にぽ桝

（九日）

副将同部

∞
 



改正後 現行

イ 実施に当たっての留意点

(7) 支店等に対する監督指導

9 



改正後 現行

（イ） 本社笠に対する監督指導

（ウ） 監督指導の実施体制

M----
」泣厳正な対処 立L厳正な対処

10 



改正後 現行

(4) 本社笠管轄局以外の局における対応 (4) 本社管轄局以外の局における対応

ア

イ

ウ

11 



改正後

4 企業単位監督を的確に運営するための

圃・・企業単位監督を的確に運営するためには、企業単位監督の

対象となり得る企業に係る情報を把握しておくことが重要で

あることから、

圃圃圃圃圃圃圃圃圃園行うこと。

5 （略）

6 実施結果の報告笠

木社笠管轄局においては、企業単位監督の実施結果を別紙

立により、本省へ報告及び全局に送付すること。

また、木省は、本社等管轄局に対して企業単位監督の進捗

状況等について報告を求めることがあることn

12 

現行

4 企業単位監督を的確に運営するための．．． 
企業単位監督を的確に運営するためには、企業単位監督の

対象となり得る企業に係る情報を把握しておくことが重要で

あることカミら、

5 （略）

6 実施結果の報告

本社管轄局においては、企業単位監督の実施結果を別紙互

により、本省監萱翠へ報告すること。（実施年度3月末まで）
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改正後

厚生労働省労働某準局骨骨眠長股

，，瓜民且

圭一一蓋__j量一一盤

主成一主L一ι一旦

口口字持動騎労働基準部長

企業単位監管の実施結果について」盟主L

企業単位昏監督の実蹴結果｝こっu、て、下宮包OJ！レおり麹舎し支寸仁

墨

上2童企謹
且L企皇E主笠

i呈L 主主主証主主埠

」主、監督室差異施状担｛支店等、本社璽hの監督指導状担｝

i 措置状況〈支店等、本社笠への措置状担）

4 是．．．．．．．．．．．． 
(1）－支店椋本位豊田是正状況

(2) 店等の是E状況

現行

別輔立

企業単位監督の実施結果について

昆皐

ょ監督実施減配（支店等、本社への監管指導状担〉

i 措置状担〈支店等、本社へ町措置状祝）

号。苗圃E 岬 ー 糊

（，，－ ” 店 等 の 是 正 状 況

(3) 

企 企 業0）対応状担

19 



平成；23年胡11日付け基監発0311第8号『企業単位監督の実加と当たって留意すべき事項についてJ改正案への意見に対する本省処理見解悶

1~::01 
番号｜商号1 項目 I . 意見 ｜ 理由 ｜ 局 ｜ 材処聞緯 ｜！劃

1 I l 

2 1 l 

3 I 16＇行目

4 2 2. 
t邑誌撃司民

5 2 2国＠

aU）イ

6 
企業単位聖書目対

3 I 象とする企業申遺定

7 3 

s 4 

9 4 

10・ I 4 

ll I 4 

等柱書き

Sil)ィ

3(1)..f （，イ3
なお書

3(1）イ（-0

3(1）イ〈イ）

3(l)イ｛イ｝



平成23年3月11日付け基監発0311第3号「企業単位監督の実施に当たって留意すべき事項について』改正案への意見に対する本省処理見解

番号 i頁番号｜ 項目

12 I 4 

13 I 4 

14 I 4 

15 1 4 

16 4 

17 4 

18 5 

19 3 

20 5 

3(1）イ

3(1).1'(4) 

3(1｝・イ【イ｝・
第ー段落

3(1）イ〈イ3
第三、第四段落

3(1).1'（.イ）

3(2）ア

3(2H' 

3(3) 
柱書



平成23年3月11日付け基監発0311第3号「企業単位監督の実施に当たって留意すべき事項についてJ改正案への意見に対する本省処理見解

番号 l：頁番号｜ 項目

Zl 6 

22 6 

認 • 
24 • 

部 6 

問 7 

27 7 

日｛3)7（乃

8{3)7(-1) 
後援

.S｛：司7(-0

E耳司7（！守｝

3{3)7（・イ｝、｛ウ）

3(8)7（宮｝
なお書

3(3)7砂｝

3 



平成23年3月11日付け基監発0311第3号「企業単位監督の実施に当たって留意すべき事項について」改正案への意見に対する本省処理見解

番号 i頁番号l 項目

3(3){ 
28 I s I ｛実施に当たっての

留意点】

盟 I s I 副3）｛σ］

30 I a I 3{3l・イ｛イ｝

31 I s I :il3l-<(!7l 

32 I s I 3(3){(1) 

33 I s I 3(3)-1'（：功

34 I 9 I a｛：噌イ（エ｝、

4 



平成23年3月11日付け基監発0311第3号『企業単位監督の実施に当たって留意ナペき事項についてJ改正案への意見に対する本省処理見解

番号！貰番号1 項目

35191  3{4lア

3i; I 10 I a(4J7 

37 I 11 I また4書き

咽 i ll I 第一6段落

39 II 第＝6段落

40 

41 呼の｜ 2(2) 

42 1~1·盟ヂl Z悶

必 l別宅内 託措ケ

44 ISIJ紙2呈回 3(1) 

5 



平成23年3月11日付け基監発0311第3号「企業単位監督の実施に当たって留意すべき事項についてj改正案への意見に対する本省処理見解

番号 l頁番寺｜ 項目 意見 理由 局． 本省処理見解

岨 ｜別組｜ なお融 三重

,, 

6 



近年の剤事手続をめぐる諸事｝情にかんがみ、新たな刑事司法制度の構築を検討

H23.5法制審議会Iζ諮問
H26.9法相E法制審議会カ瞥申

・ n：：~：綿織li:l~lj)
( 

取調べ及ぴ供述調書への過度の依存かちの脱却

→証拠収集手段の適正他・多様佑など

具体的な制度案

：エ；：強調状：©録音よ録画制度~：）：（：＜：：： ：・
三；；j接蚕：i必剥協語通；鼠議i省議嗣雇tJ~樹事免貢制度；；：；；：；；；；－：：：；
:[3；：；通信揺露両省韓佑i：苅率格~：> :[ :j:f: [':) :j :[:: ：~：：. :・ 
：証；；；語閥証東民随説副断面註妨1ttp~：，tぬ規定語新設：:: :[:::: ~：：：：： .: 
: ！！？：：：：弁護,A;（~よ否握崩街充実経：！T'THTj・j
:!6:づゴ証拠開示制度の拡琵；：；：；~：~：！｝： .• 
::7j：犯罪被害者等忍び寵）（を保護事る拒めむ方策の拡充：: : : j：；：・：；：（.：）：＇：（：：：， ，：~： 
；恐：：：必場j誌記頭出語読者証誕頒主訟も：¢＇.言語語どを白昼謀言語協の岩議議：~i：：：：：：三：：：：i
：！~：：・ j自由事件の簡易迅速な変曜の長めの方策j：ドー： j：：：：：・：: ~：： • : 
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弁護人による援助の充実化

1 被疑者国選弁護制度の拡充
被疑者国選弁護制度の対象となるべき場合を「死刑又は無期若しくは長期3年

．を超える懲役若しくは禁固に当たる事件について被疑者に対して勾留状が発せられて
いる場合J（刑訴法第37条の2第1項）から［被疑者に対して勾留状が発せられて
いる場合Jに拡大する。

2 弁護人の選任に係る事項の教示の拡充
身柄拘束中の被疑者等に対する弁護人選任権告知の際に、 f弁護士・弁護士

法人・弁護士会を指定して選任を申し出ることができる」旨の教矛議務を司法警察
員等に課す。

制訴法第78.条勾引叉I拘置抑止被告人位、議判所又f細事錨獄咽畏着以院側也盟1白井護士‘弁謹土法ム又I餅軍士会組定レτ弁護λ鋪甑圭申し出るこ以陀吉弘
似品、被告；..r.:挙権人織高樹立、Z田隈Dでヰい．

｛参考）

取調ペの録音・録画制度→労働基準監督官が行ラ司法警察事務It:影響はない

・裁判員制度対象事件（①死別又は無期懲役若しくは禁固Ii:当た否罪、②短期1年以上の有期の懲役又は禁固It:当た
る罪であって、故意の犯罪行事ーにより被害者を死亡さぜたもの）

－検察官独自捜査事件

答申附常事演
r c前略）制度の対象と討1ていない取翻ペであコても，基本構想で確認討1たよ記共通講義を実現す否銃脅から実務上の運用において，

可能な限り，幅広し嘩車問で録音・録画jftJ.；討1，かつ，その記録媒体！こよコτ供述の任意性・信用性抑肪航されていくことを強倒待持．」



最近における労働基準行政情報システムの改修（平成26年度以降。予定を含む。）案件一覧 ~ 
（監督関係） ｜凶

国fill

0改修中

番号 運用開始予定時期 改修案件 改修概要 備考

平成27年4月 相る談複情写報機管能理のシステムにお
け 追加

相可ら、談能『事履とす業歴る場のこ名あとるJに、相よ『相談り談、者相者に談のつ票情い作報て成、』等過業を去務新にをた作省な成力相し化談たす相票る談に改複票修写か

2 平成27年4月 種申告改修情報管理システムの各①に致に性、檎よ向申司り告ド嚢上、省処の入略－理能均たyめ台を時をA各帳皇の不加種繊直要改す維面とる修をすス復るク＠数らロ圃酎ペ面ール抗の操ジ力表に作モ示わをーサた不ドイっ要のズて企追オ入加極力る｝大、等す②するの部場る璃分こ合便l::. 

O予算要求中

番号 運用開始予定時期 改修案件 改修概要 備考

未①払独賃金立替法書を修払人登情改正録革報す画管理システムについて、
未払賃金立替払情帳報票等管理

立行政 及び行政不服審査法改正に対応する 平成27年度の改修に向
ために帳 る改修

1 予算要求中 システムの出力 の
②る認場定復票命 画業事面における処分区分が『認定」であ

けて現在予算要求を行っ
改修 合の、中小企 業主であることの判定要件を正し

ているところ

〈設定する改修



（参考）最近における労働基準行政情報システムの改修実施済案件一覧（監督関係）

O改修実施済

番号 運用開始時期 改修案件 改修概要 関係通知

1 平成25年9月 労ユ働ーザ基準1日行の政付情与報システムの特別 各労働基準監督署長に対L、
別ユーザIDを新たに付与する改修

平働付成基与2準に5つ年行い9政月て情初」報日シ付ス基テ盤ム発の特凹別20第ユー1号ザ等ID『の労

2 平成田年Hl 労修働基準局報告側規監402に係る改 藍善4す02るた（そめののZ改）修について、システム上の様式が現行の報告例規に対応していないことを改 平基行の政変成準情田監更年察報に監シ当3月スた督3テっ官1ムて日・補留付の佐意監改名す修督事べ等・監務きに察事連よ担項る絡当事にr労中務つ働央い処基労て理準』働

3 平成26年3月末 未払係賃金改修立替払情報管理システム
！こる

項目部必須チェッヲの緩廃和止等｛任に意係項る改目修への変更）、再移送の可能化、立替払に係る帳票日付柵
のーの自動印刷の

同上

4 平成26年3月末 監人督雇結用果区等分情』報の追の加管理項目・「外国 録外国及人び労樟働索者並びを使に統用計し資て料いのる事作業成場を可に能対すとする監る賢た実め施の扶改修況について、 システムへの情報の登 同上

5 平成田年3月末 情ト報追分加析ソリューション田レポー 監督種別毎の監督件数の表示、申告処理状況等に関するレポートの追加に係る改修 同上

6 平成田年3月末 障害者の人数等の入力欄の追加 事業場基本情報等に、障害者、有期契約労働者白人数欄を設ける改修 同上

7 平成田年3月末 担存当者氏名のデ一世ベースへ白保 監監督笹結復果命書等情整報理の簿へ『監の督官氏名』欄等について、デー告ベースへの保存、氏名による検索、
印字等が可能となる改修

同上

8 平成26年3月末 定状型況統』計の作『労成働条件集合監督実施 特の改別修監督対象区分『労働条件集合監督』が入力されているものに係る定型統計の作成のため 同上

9 平成26年3月末 特別監督対象コ ドの名称変更 特別監督対象区分『一斉（調査的）2』の名称を『化学物質』に変更する改修 同上



1土竺竺竺正一
各局において、中長期計画を策定し、計画的に監督指導を実施
平成26年4月～ 12月において、全国・・・・・件
計画件数に対する実施率は、約．． %（毎月の監督実施状況報告より粗々に試算）

0
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IC里空釘島唾雪空壁わ坐空企業空竺の型堅策の墾fじ（委託事業） II 
l概要 l

劣悪な労務管理を行い、若者の「使い捨てlが量産われる企業等については、各方面でその存在
と対策の必要性が指摘されている。 （日本再興戦略（平成25年6月14日閣議決定）、 E杢亘聖
戦略（改訂） （平成26年6月24日閣議決定）、畳玄金五社（平成26年6月24日閣議決定）、且
由民主党雇用問題調杏会の提言（平成26年4月23日）、公明党雇用・労働問題対策本部、青年委員
会皇霊豆（平成26年5月7日）、公明党の成長戦略（平成26年5月30日）、国会宣量等。）

・このような企業等では、長時間労働や賃金不払残業等、法定労働条件に係る問題の存在が想

定されるため、法違反が疑われる企業等への監督指導等の実施等を行うとともに、労働者等の

一助となるよう、以下の施策を実施する。

若者の『使い捨て』が疑われる企業等への対応策の強化（平成27年度委託事業）

O 労働条件相談ダイヤルの設置（H26年度：「労働条件相談ほっとライン」）

E 夜間・休日の相談を受け付ける、フリーダイヤル電話相談を引き続き設置する。

0 労働条件相談ポータルサイトの運用（H26年度：ポータルサイト「確かめよう労働条件」）
・労働基準関係法令の紹介や、事案に応じた相談先の紹介をする等、労働条件に関する悩みの解消に

役立つポータルサイトを引き続き運営する。

0 大学・高校等での法令等の周知啓発（H26年度：「大学生等を対象とした労働条件セミナー」）

圃労働関係法令にあまり馴染みのない大学生、高校生等の若年者を主な対象として、今後、実際に働くに｜時
当たって有用な知識を付与するセミナーを全国8ブロックで32回開催するとともに、高校等への講師派遣を｜警

全国で85由行う。 ｜込
事業実績 l E山
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－霊童．． 事業実績実施月（H26年～）l
・ほっとライン（9月1日設置7-w ~－ii「： ::1：~ ---r- ~－－－F ---w Tご6io~つ

相談件数 'i '.L,48Q il 1,58.4 ii ・ 1,574 ;: 1~463 !¥ ~ Jl l~件あたりZ時間f'

・ポータルサイト（11月23日開設）

アクセス件数（ユニークユーザー） 、 一 一 4,546 14,437 10,834 

・労働条件セミナ~（10月9日l開始｝ .' ,, ,, ,,_ '" i!. Z,995 
参加者数 ！ ー i: 637 ;: 431 1,264 'i 663 '! （開催会場数35)

※ほっとラインの主な相談内容（全体7,525件）：賃金不払残業778件（10.3%）、長時間・過重・過労死445件（5.91%) 

※ポータルサイトのアクセス傾向（12月末）: Q&A/21,295件、法令・制度／6,265件、裁判例／5,423件、相談機関／4,145

※労働条件セミナーにおけるアンケート結果：労基法を知っていた48.7%、労基署を知っていた28.5%

※満足度：ほっとライン今96.7% 、ポータルサイト今92.3%、労働条件セミナーーラ94.6%

29,817 
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平成26年度使用者による障害者虐待事案報告状況
平成2干
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犀三一圃回一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一圃一一一回ー一一一－園田園圃E ・E ・－－開園圃J言:o実習実施機関等による入菅法令や労働関係法令違反が発生していることに加え、米国務省等、圏内外から技能実習制度について批判 i
l がされている。 ! 
l O 一方、対象職種の拡大、実習期間の延長等の制度の拡充に関する要望が寄せられている。 : 

L園田園圃圃困問圃圃圃圃圃圃圃圃ー－－－－－－－－－－－－－－－－ーー国岡田園田園田－－－－－－・E ・－園田岡田園－－－－－－－－ーーー園田回ー
IB本再興戦略醜訂2014 (6月24日思議決定｝における見直し肉容 〉 管理監督体制の強化を前提に按能実習制度を拡充

1管理監督体制の抜本的強化策のポイント

①賃金未払いや長時間労働痔の不正事案の発生を踏まえん関係省斤の連携による全体として一貫した園肉の管理運用体制lの確立

②送出し国止の政府間取り決めの作成
③監理団体に対する外部役員設置又は外部監査の義務化
④新すこfJ法律に基づく制度管理運河機関の設置

⑤業界所管庁による指導監督の充実を図るとともに、関係機関から成る地域協議会f僅塑〕型重量

2拡充策のポイント

①対象職種の拡大
(1）国内外で人材需要が高まることが見込まれる分野＝職種のうち、制度趣旨を踏まえ、移転すべき技能として適当なものについて、随時対象職

種に追加
(2）介護分野はEPA！こ基づく介護福祉士候補者の受入れ等との関係整理や日本語要件等の質の担保サービス業特有の観点を踏まえて検討

(3）全国一律での対応を要する職種のほか、地域毎の産業特性を踏まえた職種の追加を検討

②実習期間の延長（3年→5年）
・監理団体及び受入れ企業が一定の明確な条件を充たし、優良であることが認められる場合、技能等のレベルの高い実習生に対し、－

E帰国の後、最大2年間の実習を認める

③受入れ枠の拡大
・監理団体、受入れ企業の監理の適正化に向けたインセンティブ‘の一環として、監理団体及び受入れ企業が一定の明確な条件を充たし、

優良であることが認められる場合、受入れ枠数の拡大を認める

今法務 省及 び陸労働省の舗で有識者搬会を開催し、広く錦繍見を酌闘の携とす否。
（平成27年1月30日に報告書を取りまとめて公表した。）



0技能実習制度については、昨年6月lζ、法務省第6；欠出入国管理政策懇談会・外国人受入れ制度検討分科会「技能実習制度の見直しの方向性に関す否
検討結果（報告）.J及び「日本再興戦略改定2014」により、政府としての制度見直し方針が示された。

。本懇談会においては、制度の趣旨・目的に沿った技能等の修得・移転が確保され、かつ、技能実習生の人権確保が図られるよう、管理監督体制の強化を前

提としつつ、優良な受入れ機関に対しては制度の拡充を認めていくとの当該方針を具体化するため、以下の論点（見直し項目）ごとに検討を行ったもの。

［晃一一一）（
技能等の修得・
移転の確保

監理団体及び
実習実施機関
の適正化

人権侵害等の
防止及び対策

送出し機関の適
正化

実習期間の延
長又は再実習

受入れ人数枠の
見直し

対象職種の拡
大等

・実習の各段階での技能評価の推進（技能実習2号、 3号修了時の技能評価試験の受検義務化，技能実習計画の認定制）

・実習生の帰国後フォローア（グップロー・技ir能）~発·~揮3ヨブの・j白カー昼ド（送（出イEし園・機関の協力を得て実施。監理団体はフォローア出ブ結果を活用して技能移転の確保）
・修得技能等の見える化 仮称）の雛形作成）、技能評価システムの海外移転の推進

・監理団体、実習実施機関の適正化・ガJ＼＇ナンス強化（監理団体の許可制、実習実施機関の指届導出監制督のに導関入す、る外業部務役を実員施又は） 外部監査の導入の要件化）
・新たな法律に基づく制度管駈室用機関の創設（受入れ機関への立入調査や報告徴収等、
・不適正な監理団体等lζ対する罰則や名称の公表制度の整備
・関係機関による取組・連携の強銘（園、都道府県等の関係行政機関か8成る地域技能実習協議会の設置等］

－制度管理運用機関における通報・申告窓口の整備（申告を行った実習生に対する不利益な取扱いの禁止、実習生［ζ一時退避先の提供）
－実習先生変更支援の充実、技能実習3号移行の際の実習先の選択可能化
・実習 の賃金等の処遇の適正化（日本人と同等額の要イ特満たしていることにつき実習実施機関に説明責任）、関係法令等｛ζ関する啓発活動の推進

・送出し固との政府（当局）間取決めの作成（送出し機関の適正化のため、送出し国による送出し機関の認定、調査や指導監督等）
・送出し国の産業発展等に却した政策二一ズや技能等の移転を必要としている分野・職種の把握
・監理団体及び実習実施機関による送出し機関・実習生間の契約確認の義務化

－優良な監理団体、実習実施機関及び実習生の要件設定（相談体制、技能評価試験の合格率、指導体制等）
－優良な監理団体及び実箇実施機関、優良な実習生の場合、一旦帰国後、延長・再実習の実現
－日本語能力試験等合格の場合の講習期間（日本語講習部分）の短縮化、地域社会との共生のための取組の推進

・優良な監理団体及ひ実習実施機関における受入れ人数枠のj広大（現行の2倍手皇室）
・常勤職員数に応じた受入人数枠の均整化（「50人以下は3人までJ司「30人以下は3人、31人～40人は4人、41人～50人は5人までJ)

・多能工化ニーズへの対応（複数職種の実習）
・技能評価試験の適正化・柔軟化（地域ご主の産業特性を踏まえた職種追加、企業単独型における社内検定の活用）
－介護分野の職種追加については、「外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会Jにおける検討結果を踏まえて適切に対応



議議実官通j雇iTと1系る醤逗重量体制話語正面盃蕗議弓メ＝~）___ 一一一 ｜ 

相手国政府
（当局）

－政府（当局）間取決めの作成
．優良な送出し機関の選別
・不適正な送出し機関の排除

都道府県労働局

注・赤字部分l主新法により章者たに設定
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0技能実習制度は、国際貢献のため、開発途上国等の外国人を日本で一定期間（最長5年間）に限り受け入れ、 OJTを通じて技能を
移転する制度。（平成5年に制度創設）

0技能実習生は、入国直後の講習期間以外は、雇用関係の下、労働関係法令等が適用されており、現在全国に約16万人在留している。

｜三技能実習の流れ ｜． 
」 O入国在留資格：「技能実習1号イ、ロ』 ｜ 

護軍筆宣
実習実施機関（企業単独型のみ）又は監理団体で

原則2か月間実施（雇用関係なし）

室宣
実習実施機関で実施（雇用関係あり）
※団体監理型：監理団体による訪問指導’監査

｜技能実習制度の見な日建国却のタイプ！

講
習

t実t
7習

技
能
実
習

1
号

【企業単独型】日本の企業等が海外の現地法人、
合弁企業や取引先企業の職員を
受け入れて技能実習を実施

rーーーーーーー』ーー

旦互一
基礎z級

｛学科及び実
技詑験が受
検必須）

1
年
目

0在留資格の変更又lま取得

在留資格：「技能実習2号イ、口」

※ 
在

員
思i②対象者：所定の技能評価試験（技能検定基礎2級相当）の学

皐｜ 科試験及び実技試験に合格した者

ノO-.E!.帰国（原員同月以上） ｜ 

o在留資格の変更又は取得

在留資格：「技能実習3号イ、ロJ（仮称）

①対象職種・送出国のニーズがあり、公的な技能評価制度が整

備されている職種（現在69職種127作業）

z年
目

①対象職種・技能実習2号移行対象職種と同一

：所定の技能評価試験（技能検定3級相当）の実技試

験に合格した者

③監理団体及び実習実施機関：一定の明確な条件を充たし、優
良であることが認められる機関

0帰国

②対象者

※
在
留
期
間
の
更
新

3
年
目

3級
（実技試験が
受検必須）

基礎1級

【団体監理裂】 非営利の監理団体｛事業協同組合、商
工会等）が技能実習生を受入れ、傘下
の企業等で技能実習を実施

Z級
｛実技試験が
受検必須）

＠入国
且許可

込生②
苅み受技

入能
申実
し習



非公開

技能実習生に係る実習実施機関に対する監督指導結果

（平成26年1月～12月）

監督指導実施事業場数

違反事業場数

陸韮盟

匡~

主な違反内容 違反事業場数

労働基準法第15条

同法第16条

同 法 第四条

同法第24条

同法第32条

同法第37条

同 法 第四条

同

同法第96条
（寄宿舎基準）

法第108条

労働安全衛生法第20～25条（安全基準）

同 法第20～25条（衛生基準）

同 法 第66条（健康診断）

最低賃金法第4条（※）

※ 約定賃金額が地域別最低賃金額未満の場合に限る。



外国人労働者を雇用する事業場に対する監督指導結果
合計

何らかの法違E郁11.~られた事聾均町一

造反事項

3華（均等骨遇1

15畢［労圃条件由明示）

.. 条〔貴金田支払）

部不払

割増率的不足

89畢（就業規則）

106量（周知1

107量（労圃者名簿｝

108最（賃金台帳）

その他労働基挙法違E

蹴貴金法｜暗御船

四条（安全衛生韓宵｝

労働安全衛生剖66最［健車診断）

その他崎備費量衛生迭遺E

（謹）一つの事案舗に後敏の在留資精の外岡人労働者がいた禍倉．それぞれについて、遺反事項を僻主しているため．何ちかの建造反が昆められ記事案柵徴金．肉眼＇＊圃人労．奮の雀留資格別》の事家蝿司自の合計とは－ ..しない．

岡
州
国
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第1 国家賠償請求事件
1 ( 1）アスベスト訴訟

事件名 当事者

（提訴等年月日）
原告 被告

請求額等 原告の主張 国の主張等

【係属裁判所】
神戸アスベスト綜訟（第1陣） 被告企業の工

働品国省製｛環）造企境、省石業綿1・含厚宇土有生製労
総額約7820万円

大境止re？気基対策汚、づ染安いに衛悌防た止法石怠等綿法（違等粉〔厚法じ（環）労ん｝防あ
0国の主張

（平成19年5月8日提訴） 場の近隣の住 労働者保護に関しては、その時点の科学的（医学
民の遺族（4 的・工た学G的童）法知性見等に基づき、適時適切に対策を講じ

次［神｝戸地裁］ ｛第1次～第2 名） てき はない）。
り．

平成24年8月71'1－審判決（国 労働関連法規の保護対象は「労働者jであり、住民
全部勝訴） のぱくZ容は保護対象外。 （→環境省中心）
平成24年8月20貝原告側控訴

漫平平【｛大臨園成申議立金鋤時書高年て噂裁：揮】~の: 貝控訴審判決

. 

日原告側上告受

【最高裁｛第3小法廷）着］通
平成26年6月24日記録到 知

神戸アスベスト訴21訟提訴（）第Z陳） 運業輸の業元、労働溶接者 有業題線ic社含厚生有労製働品省製｝造、企 総額約I億350万円 法石昭怠、綿和（2粉違安2衡年法じ）以法ん来等防あ止、にり~対！日毒策労づ基tいz塀た
0国の主張

｛平成21年7月
労き・働工た者学瞳保的護）法知性に見関は等なしていに基）は。、づその時々の科学的 （医学の遺族（4 的 き、適時適切に対策を講じ

［神戸地裁】 名） て
平成27年3月23日一審判決予定

昭和22年当時、石綿特有の健康被害（石綿肺・肺が

気ん）そ装置にのつ後の設い、知置て見、は知測の集定見積のが義なに応務u、6化じた対策 （保護具、 局所排
、監督指導の実施等）を

順次講じている．



事件名 当事者

（提訴等年月日）
原告 被告

請求額等 原告の主張 国の主張等
【係属裁判所1

東京建設アスベスト訴訟〔第1東京都・千葉 国（厚生労働省・国 総額約117億3290万 戦前から石綿肺の報告が 0国の主張

陣（）平脚O年5月16日提訴）
県・埼玉県等 土建材交通メ省ー） 、 円 あり、石綿の発がん牲が 労働者保護に関しては、その適時時々 適の科切学に対的策｛医学
在住の建設作 カ－42社 昭和30年頃から指摘され 的・工た学G的輩〕出知性見は等なに基づき、 を講じ
業に従事して ていたにもかかわらず、 てき い）．

I東京地裁］ （第1次～第2 いた元労の働遺者族 建築基準法等（国交）、
及びそ

安いに衛悌た法石怠等綿（違粉（厚法じ）労ん）防あ止にり。基対策づ
昭和30年代、石綿に特有の危険性｛発がん性等）に

平次平一成成）部敗：呼停訴）：：月月5日一審判決 （国
等（335~） 関する知見の集積は乏しい。

昭和47年、 IL 0・WHOが、人に対する亮がん性
2停 17日控訴

Z紘‘~：→臓時手が昭旧県ん僻安和時劫調、47親中の位年臥皮危2会e最E昭衡じmん和法性の対S、をE策制指知,ip抗見JじE醐aん．し噛て宿防｛脅法行醤援昭対昭策事和を毎時実年｝施悶前鰍‘昭（I'.;和
同月18日原告側控訴

係I東属京中高裁］

・石綿特有の危険性の知見集積（※昭和47,ip）後

→ 昭和等50年各安対衛策令を強、特化化、則そ改正、石綿吠付強け作化業し
の原則禁止 の後も段階的に
た。

東京建設アλベスト訴訟（第Z

東在業県京住に・都埼従の建事玉・千県設し葉等作て

国（厚生労働省・国 総額約43僻 860万円 戦前から石綿肺の報告が 0労国働の者主保張護

陣（）平曲B年5月16日提訴） 建土交材通メ省ー）カ、ー42社 あり3、0石年綿頃かの発ら指が摘ん性されが
に関しては、その時々の科学的（医学

昭和 的・工学的）知見等に基づき、適時適切に対策を講じ
ていたにもかかわらず、 てきた（違法性はない｝。

【東京地裁】 いた元労働者

建安いに悔衛築た基右怠法綿準等（違法粉（等厚法じ労）ん｛）国防あ交止lり乙）基対．策、づ
昭和30年代、石綿に特宥の危験性（発がん性等）に4事J属中 及びその遺族

等（116名）

た。



事件名 当事者

（提訴等年月日）
原告 被告

請求額等 原告の主張 国の主張等

I係属裁判所】
横浜主主設アスベスト訴訟（第1神奈川県在住

建国土交材（厚通メ生省ー）労カ働、ー省紛社・国
情額.2B・億8750万円

戦あ昭前和り3か、0石年ら石綿頃綿のか肺発らの報告が
0国の主張 . . 

陣（｝平成20年6J,130l'l挺傍）
の建設作業lこ

昭 O年 のか発ら指が摘ん性されが
労働者保護に関しては、その時々の科学的（医学

従事していた 的・工学的｝知見等に基づき、適時適切に対策を講じ

I績浜地裁］ （第1次～第2
元そ労の働遺者族及等び． 

建て安いに倒い築儒た陪稔石た纂Zに準等鈍G維も勧書か等法巴か懲ル｝担わ防あ問に止ら習ず．皐対、づ策、

てきた（違法性はない）。

次｝ (89名） 昭和30年代、石綿に特有の危険性（賓がん性等）に

平錦平成成勝：：年年訴）: 月初日一審判決（国
関する知見の集積は乏しい。
昭和釘年、 IL 0・WHOが、人に対する発がん性

月8日原告側控訴
・（石→肺綿が鉱ん特有物、性中の皮危粉1険じ量）性ん対のを指知策摘見と集．し積て各（種※昭対策和4を7年実）縮前、昭和

【東京高裁I
係属中

湖鐙時存者→、閣週昭関間安町議和降徹沼宥布止等則年の岬制明倉、f険安寝崎措衛布性弘令錨の金i知年縛強、符C私見朝化a醐、ん閣読冊そ賓配改の｛後、議正陣晦も取白石段骨凶凶繍階村年吹的荷付に国特役4強聞化化零L 

T己予

横浜建設アスベ只ト訴訟（第2
神従の奈建事川設し県作て在業い住たに 建土国材交（厚通メ生省ー労）カ働ー、省43社・国

総領17・健司250万円 I戦あ前官、か石ら有綿綿の締発のが報ん告維がが 0国の主張
陣） 労働者保護に関しては、その時々の科学的（医学

（平成Z昨日15日提訴） 昭和30年頃から指摘され 的・工学的）知見等に基づき、適時適切に対策を講じ

元そ労の働遺者綾及等び
ていたにもかかわらず、 てきた｛違法性はない）。

I横浜地裁］
建安い衡築た有基法等線準法粉（等厚じ労ん（）防国交止iζ）基対策、づ 昭和30年代、石綿に特有の危険性（発がん性等）に係属中 (52名）

j；：：・侮怠（違法）あり．

T乙．



事件名 当事者
（提訴等年月前

原告 被告
請求額等 原告の主張 国の主張等

I係属裁判所1
静岡建設アスベスト訴訟 静岡県在住の 土国交〔通厚生省）労働省・国 総額3850万円 磁前から石綿肺の報告が 。国の主張
｛平脚2年11月12日提訴） 建設作業に従 あり、石綿の発がん性が 労働者保護に関しては、そ、の適時々 時適の科切学に対的策（医学

事していた元 昭和初年頃から指摘され 的・工学的）知見等I＜：基づき を講じ
I静岡地裁1 労働者の遺族

て建安衡築いた基法等準に法も（か等厚か労（わ）国交にらず）基、、づ
てきた｛違法性はない）．

係属中 (3名）

昭和30年代、石綿に特有の危険性（発がん性等）に

iいz僻た怠石綿（違粉法じ）ん防止対策
あり。

関昭す1和る知見の集積は乏しい．
47年、 ILO・WHOが、人に対する発がル性

・（右→肺綿が鉱特ん有物、性の中皮危粉腫険じ性｝んの対を策指知摘見と集．し積て各（種※対昭和策4を7年実）施前、昭和

z施のg石吋F欄3昭銅8食和理i特助潜司k信留棚句百字の時隻危、醐噂論議晦腔講柄策性i'J<.持ぼの金存静動知、特見化じ化接ん路化、；~そ続贈陣E改の諸行島｛定後．紫昭陽、も和場認段拡調階仮＃存駄鳴粉付餌に’停後廿欧作化化業し

た。

-
札幌建設ア只ベスト訴訟 北海道等在住

建国土交材（厚通メ生省｝労）カ働、-4省2社・図
総額9億6250万円 戦前から石制市の報告が 0国の主張

t平成23年4月25日提訴）
従の建事設し作て業いたに あり、石綿のか発ら指が摘ん性されが 的て労き・働た工者学〔保違的護）法知性に関見は等なしていに）基は．、づそきの、適日寺時々適の科切学に対的策（医を講学じ昭和30年頃

［札幌地裁】 （第1次～第5 元労働者及び ていたにもかかわらず、
次）

そ（3の0遺名族）等
建安いに衛傑築た石基法怠準綿等（法粉違（等厚法じ労）ん（）防国あ止交にり。）対基づ,-策 昭和30年代、石綿に特有の危険性（発がん性等）に係属中

・’

た．



事件名 当事者

（提訴等年月日）
原告 被告

荷求額等 原告の主張 国の主張等

I係属裁判所］

京｛平都建成設23年アス6ベスト訴訟 京都府等在住 国（厚生労働省・国 総額10億100万円 戦前から石綿肺の報告が 。国の主張
月3目提訴） の建設作業に 土突材通メ省」） 、 労働者保護に関しては、その時々の科学的（医学

従事していた 建材カ－43栓 的・工学的）知見等に基づき、適時適切に対策を講じJ京｝都地裁］ （第1次～第5 元労働者及び てきた（違法性はない）。

そ（2の時遺族）等
係属中 昭和30年代、石綿に特有の危険性（発がん性等）に

関する知見の集績は乏し~＇.
昭和47・年、 IL 0・WHOが、人に対する発がん性

・（石→肺綿が鉱特ん有物、性の中危皮粉E険じI)性ん対のを策指知摘見と集。し積て各（種※対昭策和4を7年実）施前、昭和

22年l目安衛則、昭和35年じん肺法、昭和46年間特化

則の・原石→、綿昭則和特禁昭4有止和7年等5の0安危年各衡対安険性策衛法令、のを特知強、特化見化集民化、I］施則積そ行改の（。正後※昭．和47，年） 後
、右綿吹付け作業
も段階的に強化し

た．

大（阪平建脚設B年アス7ベスト訴訟 大阪府等在住 国（厚生労働省・国 総額6億9300万円
眼あ前割か、石ら石綿綿の肺売がの報ん性告がが

0国の主張
月13日提訴） の建設作業に 土交通省）、 労働者保護に関しては、その時kの科学的（医学

従事していた 建材メーカー43社 昭和30年頃から指摘され 的・工学的）知見等1；：：基づき、造時適切に対策を鋒じ

I大阪地裁】 （第11)::～第5 元労働者及び ていたにもかかわらず、 てきた（違法性はない） .. 

次） そ（3のo~遺品族〕等
建安いlζ築衡悔た石基法怠等綿準（違法粉（厚法等c労）ん（）防圏あ止実にり．）基対策、づ係属中

→ 昭和50年安衛令、特化則改正、宥綿吹｛寸け作業
の原則禁止等各対策を強化、ーその後も段階的に強化し， 
t;:.. 



事件名 当事者

（提訴等年月日）
原告 被告

請求額等 原告の主張 国の主張等
［係属裁判所l

福岡建設アスベスト訴訟
設九州作在業住に従の建事 国｛厚生労働省・国 総額約11億1660万円 戦前から石綿肺の報告が 0園の主張

｛平脚2年10月5日提訴）
土建材突通メ省ー）カー、42f.土

あり、石綿の発がん性が 労働者保護に関しでに基は、づそきの時々時適の科切学に対的策（医学
していた元労 昭和30年頃から指摘され 的・工学的）知見等 、適 を講じ

【福岡地裁］ （第1次～第3 働者及びその
建て築い基たに準法もか等か｛わ国交らず）、、． てきた｛違法性はない）。

~） 遺族等（51
平成26年11月7日一審判決（国 名）

安い衡た石法綿等粉（厚じ労ん）防止iと基対策づ 昭和3知0年見代の集、石積綿はに特有の危険性（発がん性等）に

一平控成部訴敗26訴等）11月初日原告側、 思側
関する 乏しいb

に悌怠‘（違法）あり。 昭和47年、 ILO・WHOが、人に対する発がん性

・｛石→肺綿が鉱特ん物有、性中の危皮粉腫険じ）性ん対のを指知策摘見と．集し積て各（種※対昭策和4を7年実施｝前、昭和
I福岡高裁I

係属中 2持旧安衛刻、昭和36年℃ん肺法、昭和4畔 l時化
則、昭和47・年安衛法、特化則施行。

の－石→原綿則特昭禁有和止5等の0危年各安対険衛性策令のを知強、特化見集化、則積そ改の｛正後※昭和47'年） 後、石綿吹付げ作業
も段階的に強化し

た．

さいたまアスベスト訴訟 I第1被告企業の石 国（厚生労働省）、 総額約4950万円 戦前から石綿の危険性を 0国の主張

陣（）平成i5年12.月14日提訴）
綿含有製品製を 石業絡1会社宥製品製造企 予見可能であったにもか 労働者保護に関しては、その時々の科学的（医学
加工しだ、 かわらず、 安粉衡じ法ん等防止に基対 的・工学的）知見等に基づき、ー適時適切に対策を講じ
品の組立てを づいた石綿粉 てきた晴樹生はない）。

Iさいたま地裁］ 行っていた会 策Ir.悌怠｛違法）あり．
昭和22•年当時、石綿特宥の健康被害（右綿肺・肺が係属中 ー社の遺の元族労（働2.者

気ん）そ装置のにつ後の設い、知て置見は、知測の見集定積がの義なに応務い。化じた対策 ｛保護具、 局所排名）
、監督指導の実施等）を

順次講じている．

． 



事件名 当事者

（提訴等年月日）
原告 被告

請求額等 原告の主張 国の主張等

I係属裁判所】
さいたまアスベスト訴訟｛第E右綿含有製品 国（厚生労働時雪） 総額約7800万円 験前から石綿の危険性を （訴状内容を精査中）
陣） ての製い造た元を行労働っ

予かいに見慨わた可石怠ら能ず綿（違粉で、安法あじ衛ん）っ法た防あ止ににり基対。も策かづ｛平成27・年1月8日提訴）
者の遺族（12

［さいたま地裁1 名）
係属中



第1 国家賠償請求事件

1 (2）アスベスト訴訟〔平成26年1月以降に終結した事｛中）

事件名 豆店
［（係提訴属年裁判月所日）] 原告 被告 請求額等 言青求原因等 備考

大陣）阪泉南アスベスト訴訟〔第l 石綿工場の克労 国（厚生労働 総額約7億.9200紛大阪じ府ん泉ぱ南く地露域にのよ石り綿健康工場被の害元を抜労働。者た及のびはそ、の遺猿が、石綿

軸柏平1臨大成調忽盗寸畔樽組噛成：院~号·~ヨH日~lま～第7働者及びその遺 省） 万円
国対が規し制、権損限害賠を｛平成18年5月26日提訴） 族（28名） 適切に行使しなかったからであるとして、国に 一審判決

償を求めるもの。
I大阪高裁】 控訴

同月 2日原告側控訴

［大阪高裁］

平平（成成国沼全2：年部年勝：A訴A~5日控訴審判決
1日原告側上告

る余地がある。、

※平成26年10月2厚1生目、労働和解大を
申し入れる旨の 匡
談話を発表。

［大阪高裁］

平損成害賠26年償費1買2月：26日和解成立
約2億：rnoo万円



大障阪）泉南アスベスト訴訟｛第2 石綿ヱ場の元労 国［厚生労働 総額約7億1100大 ・ 域の宥綿工場の元労働者及び壱の遺国族が規等制が権、右限
次平I成大）阪24年地畿3月1・2：第日1次～第7働者及びその遺 省） 万円 綜粉じんぱく露によP健康被害を被ったのは、

（平成21年9.F.124日提訴） 族等（58名） を適切に行使しなかったかーらであるとして、固に対し、損害 一審判決
賠償を求めるもの. ' （国一部敗訴｝

［最高裁】 平成24年4月日日控訴
同月10日原告側控訴

【大阪高裁］

平平〔国成成一：s部6年年敗1：訴月月) 25日控訴審判決． 
平成2 7日国側上告受

、 理申立
同月 8日原告側上告受理申立



第1 国家賠償請求事件
2 平成26:年1月以降の新規提訴事件等（アスベスト訴訟は別掲）
(1）地方裁判所又は簡易裁判所

事 件名 当事者

（提訴等年月日）
原告 被告

諦求額等
I係属裁判所I

損（害2賠6:.償請8求．事7件） 
元労働者 国（神奈川局川 10万円

崎北署）
｛本人訴訟）

I東京地裁1
(26. 11. 6) 

、

損害賠償誇求事件ー 元労働者 国（長野局飯田
被をに企徹告業底は労指経基営導法者を(26. 10. 17) 署）、使用者

（本人訴訟）
【長野地裁l せよ
(27. 1. 29) 

請求原因等 備考

全牽求衛原めし告生なる法はかも違、のっ．平反た等成こ2のと8年告に訴よ7月状る精にを神提神奈苦出川痛し局Jlf崎北労が基告訴署長に基に労づ働き捜安
地請裁求判棄却決 （確平成定·~6年q月6日

たをが陳謝、す固る慰謝料10万円を
の．

査（判告の訴端決要緒は、を旨捜｝与査え機そ関の職~；：：，犯権罪発捜動
を促すものである。 Jll街暑の

職い員てが、原法告令個の捜人査との関係にお
を行うべき

職務上の法的義務を負うもの
ではない。原告の不法行為の
主張は採用できなb、。・

原告は、毎月100時間を超える残業及び休日出勤をした 地裁判決：平成27，年1月29日
が、会社は一切残業手当、休日出動手当が付かなかった．日 却下（確定）

本の労が働ら者、労の基多法くがを企原告業経の営よ者うな被害を被っていることを知
りな 、 iこ遵守させない被告は、全カ

（判本件決要は民旨）事訴訟であり、官を挙げてこれに取り組む之とを要求するもの．
暑として被告は権剥義務の帰
馬主体となり得る資格を宥し
ないから民事訴訟法において
当事者能力を有しない．



事件名 当事者

（提訴等年月日）
原告 被告

請求額等 請求原因等 備考．
［係属裁判所1

損害賠償請求事件 元労働者の交際
国沢署｛神、奈東川京局入藤 40万円

係渇た、領謙叫原．る容也賃取告と罰＠温はの金人う帯、たのちり世轟をめ君臨宥製、御伺喰陵暑原万うに告わ也よ円帝脅せうを国申をに求し件せ、告対め交女ざしるし桂て際たるも安のにをのし当得．てに走除者い哉し。る女暑が撃取の翁賃金り不を弘怠っ同ζ

簡請裁求判棄決却 ｛確平成定f7年l月15日
(26. 11. 2・1) 相手 同署が

管） 、1年半にわたりその
【藤沢簡裁I （本人訴訟） かった．生活龍カのな

当（判職務決求員要にの対職旨）す務行る藤為沢の署具等体の的担内(27.1.15) た生活費等iこ相当する
損害 40万 の．

． 容やそれらが違法であること
を基礎づける主張がないとと
等から主張自体が失当であ
り、原告の請求は理由がな
b、．

, 



第1 国家賠償誇求事件

2 平成26年1月以降の新規提訴事件等｛アスベスト訴訟は別掲）
(2）高等裁判所

事件名 当事者

（提訴等年月日）
原告 被告

言者求額等
［係属裁判所】

損害賠償請求事件 元労働者の遺族 国 （千、葉使局用者千葉及 200万円
2~ 署）、

誇求原因等

原告らは元労働者の遺族であり、原告らは、元労働者が

(26. 1. 6) ぴ労働組合
行った恒常的な自長殺時し周た労（働労等災認が業定務さ上れのてストレスとなり精神

－陣容を発症し いる。）として、会

I東京高裁I
(26. 10. 6) 

(3）最高裁判所
事案なし

社働結めす協にる対定もるをの当し．安指事全導者ます記たとa、るしl会をてと怠社、と適なのo切た労く働受なと措理組し合て置し、たな閏にど対としし会て社損害の賠時償間外を労求
に対し時た間と外し労て働損害協定賠償を締を
を怠つ

求めるもの．

備考

地裁判決平成25年12月20日
請求棄却（原告控綜）

のく間本、主会件決張桂こ裂ののはの完露安怠岡結金をめ前寵忙ら耀遺れ慮是な義注とす埠務い．室はるな原反告位

一部認めた。

高裁平成26年10月6日
和解により訴訟終了

労を〔働和徹国解底にと要すよして旨るる健）、よ今康う後努障害めと防るも．止、過対策重



第1 図書主賠償請求事件
3 係属中の事件（アスベスト訴訟はj)lj掲）
(1）地方裁判所又は簡易裁判所

事案なし

(2）高等裁判所
事案なし

(3）最高裁判所
事案なし



第1 酒家賠償請求事件

4 平成26年1月以降に終結した事件（アスペスト訴訟はlllJ掲）

(1）地方裁判所又は簡易裁判所

事件名守 当 島三吉

【｛係提訴属年裁判月所日）I 原告 被告
請求額等

按（害25賠．償5誇．京1事）存 元労働者 那国覇〔沖署縄）扇及び 10万円

｛本人訴訟｝

【（那25.覇1節2.裁1ηl 

~那26覇.4地目裁8)】

損害賠償請求事件 使用者 国内署儀、加児治島局木rJll 約3060万円

(2 4. 8明 17) 署）

［（鹿2児6島地裁］
9. l 8) 

損｛害2街6償．請8求．事7件〉
苅労働者 崎国北（神箸｝奈川局川 10万円

（本人訴訟｝

｛東2京6地．裁1t 6) 

請求原因等 備考

署不原満ll:刑告がが事あ行告る発合とたしし労たて災、と保損と険等害賠証I~不対償Eすを請求る求労めI基るt-:.:J署も及Uの1でび．三労働芳蚕局薯の対示事応察に簡裁判決平成25年12月17日
議求棄却（原告控訴）

（判本決件要対応旨｝に違法倦はなく、

この点を前提とする原告の主
張は認められない。

地裁判決平成2よ6年り3月1813
上~i>訴t期確定日。経過に 、簡裁串j

－ンるE温と百吾泉し証てに使芳《・爾用労働す韮準安る監全ラ脅衛ジ署生ウ訴法ム肴粉ll:理末基的づに係なき根作る拠作業停業も止なを危命く令険、人なを発工も令のので、ラ事あド
地裁判決平成26年9月18日
国一部敗訴（国に10万円の損
害賠償等を命じた。）

案よ公る表信用したことに対主張してし、本、件議作害賠業停償止等命を令の違法、公表に
失墜等を て 求めるもの． （判決要旨）．

本件作業停止命令及び適時

かなに作かっ業たっ停不た止作も命為の令のにを解除しなついては認め

も の目、的公表にめつにい
ては、正当な のため相
当な手段でされたものといえ

ないから、に違職務反上し尽てなくすされべたき

違注意法義な務ものどであるとした。

（判決後、原3告日確・被定）告は公訴
せず、 10月

第1の2(I)ll:言自殺したとお明。 第1の2〔1）に記殺したとお
り．

、

、



損害賠償鰭求事件
(26. 11. 21) 

I藤沢簡裁1
(2 7. 1. l 5) 

損害滞償請求事件
(2.6. 1 o. l 7) 

~長2野地裁1
7. 1. 29) 

(2）高等裁判所

争 符 名t提係訴属年裁判月所日）】
損害賠償請求事件

(26. 1. 6} 

I東京高裁1
(26. 10. 6) 

(3）最高裁判所

事案なし

元労働者の交際箇（神奈川局藤 40万円 第1の2(!) iζ記載したとおり。 第lの2（！）！；＇.＇.＇.記載したとお
相手 沢管署）、東京入 り。

｛本人訴訟）

コE労働者 国｛長野局飯田
被を企告業は労経基営者法

第1の2(!)I；＇.＇.記憶したとおり． 第1の2(1）に記載したとお
署）、使用者 り．

（本人訴訟） せに徹よ底指導を

原告 被告
請求額等 誇求原因等 備考

元2名労働者の遺族
国署び｝労（働千、使葉組合局用者千葉及

200万円 第1の2（~)I己記載したとおり． 第1の2(2) _f；＇.＇.記噴tl>たとお
明。



第2 行政処分等取消請求事件
1 平脚E年1月以降の新規提訴事件
(1）地方裁判所又は筒嘉裁判所

事件名
（提訴年月日）

［係属裁判所］

不認定処分取消誇求新平

(26. 2. 5) 

【広島地裁］

不認定処分取消請求事件

(2 6. "1 1. 6) 

［奈良地裁］

(2）高等裁判所

事案なし

(3）最高裁判所
事実なし

当事者

原告 （糊被告庁｝

元労働者 国｛広島局三原． 署長｝

元労働者 国（奈良局奈良
署長）

請求内容 請求原因等 備考ー

不認定処分の取消
制に度労関基すに係署る長法るが不徐行認に定基った処づ賃分く金未を払の不支賃服払金とののし確、立保替当等該払

処分の取消を求めるもの．

． 

不認定処分の取消
制に度労関基すf1:署係る長法る律が不行認に定っ主主処たづ賃分く金未を払不の支服賃金払とののし確立、保替当等該払

処分の取消を求めるもの．



第2 行政処分等取消請求事件
z 係属中の事f牛
(1）地方裁判所又は簡易裁判所

事 件名 当事者
（提訴年月日）

原告 被告
［係属裁判所1 （処分庁）

不認定処分耳摘請求覇キ 克労働者 恩｛広島局三原
署長）

(26. 2. 5) 

【広島地裁I

不認定処分取消誘求事件 元労働者 国署長｛）奈良局奈良

(2 5. 11. 6) 

I提言良地裁I

第2 行政処分等取消請求事件
3 平成26年1月以降に終結した事件
(1）地方裁判所又は簡易裁潮l所

事実なし

(Z）高等裁判所
事実なし

(3）最高裁判所
事実なし

請求内容 請求原因等 備考

第2のl(1）に記載したとおり． 第2の1(1）に記載したとおり。

第2の1UH己記載したkおり． 第2のl(1）に記載したとおり．



匪週 匿璽到

情報公開・個人情報保護審査会による答申（監督関係〕

36協定の開示決定等に係る答申（特別条項関係）

1 答申日平成26年4月17日

諮問番号：平成25年（行情）諮問第514号

答申番号：平成26年度（行情）答申第12号

2 答申の概要

特別条項が適用される場合の具体的事由及びその場合の割増賃金率は、当該会社と競

争上の地位にある他の企業にとって、．今後の人材獲得等の人事管理や経営戦略の展開に

有剰に働き、当該事業場の権刺、競争上の地位その他正当な利益を害すると認められる．

ため、法5条2号イに該当し、同条6号柱書きについて判断するまでもなく、不開示と

することが妥当である。

その他の部分については、特別条項により時間外労働をさせる場合の手続きについて

の記載であり、当該部分l立法5条2号イ及び6号柱書きのいずれも該当せず、開示すべ

きである。
（具体的な不開示箇所［式、別添1のとおり。）

行政文書（使用停止等命令書（控））の開示決定等に係る答申（期間特定裂〉

1 答申日・平成26年12月12日

諮問番号：平成25年（行情）諮問第256号

答申番号：平成26年度（行情）答申第379号

2 答申の概要

下記アからウに掲げる部分を公にすると、どのような物品等についてのどのような法

違反に対し、どのような使用停止等命令が行われるかが、後数の具体的な事例から推察

され、類似の法違反を行っている事業主が、自らの法違反について使用停止等命令が行

われる可能性を察知することにより、労働基準監督機関の臨検監督等に当たって、その

指摘を免れるため、当該法違反を隠ぺいするなどの行為等及び正確な事実の把握を困難

にするおそれがあると認められる。

したがって、法5条6号イに該当し、同条4号について判断するまでもなく、不開示

とすることが妥当である。

（不開示情報としては、）

ア 『命令の対象物件等」は、全て

イ f違反法令」は、省令の名称及ぴ該当条項並びに告示の名称及び該当条項

ウ 「命令の内容」 i玄、防護物品の用途、寸法及び名称、防護猪置の名称、作業の名称

及び防護対象部分の名称（いずれも「等』を除くρ
（具体的な不開示箇所は、別添2のとおりJ



様式飾号。軒17，粂関係）

R 1'年単位由変形労働時間制 ｜ 

労働する労働者 ・｜：二二：：：：：：：：：：：二：：：：：：に；二二：i：二二二二二：仁二二コ二二1::::::::::::::::::1:::::::::::::::::1:::::::::::-
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・I・e・－－－－－．．．．．，ー＿，＿・一・ーー，－－ー－－－－－－ーーーーー一喝e一一一ーーーー・ー司司.....・・・・・・・・4・－－－－－－－－－－－－－－－－－-i.－－ーーーーーーーーーーーーー－－－－i.-－ーーーーーー－－－自由一ーーーーー・・・・・・・・・・ーー

ー－－・.・・・・・・・－－－・－－－－－－－・－－－ーー一1－一一ーー－－－－－－－－1・－－－－－－－ -7一一一ーー－－~－－－－一一ーーー・・』・・・・·－－－＜‘ーーーーーーー・・ーーーーーιーーー・ーー・・・・・・・・司・ー－－i. －－－－－－一一ーーーーー・・・一一ーーーーーー

休日労働をさせる必要のある具体的事向 業務の種類 所定休日

i麟必撒：湧却実関－－－－－－ー・・・・・・・・・－－－－－－一一・・・…・・品

｛本｝孟定期同I己つが七の言語奇聞は、 1ヶ月45時間、 1相6日時聞とする．ただしJ竃魚~－丞~窃位趣.t..a雪協が
1沼崎明まで、1年BOOB寺閉まで延長することができる．なお、延長時間が1ヶ月初時間を超え危場合の割増貸金率t

協帥~tt~T～成脚 4月 1日 ｛制悶
駒端である淵組合(7)4;慨は労駒闘を悼する者白 ：鍾盤隅朝
協定目当事者｛労働者の過半数を代表する者叩場合）の選出方法｛投票による選挙 件？』4 ・

平成初年 411 1日

使用者 髭鶏管制
00 労働基単監督署長殿

額＠

労働させることができる休日
期間

）（注1）初日前に組合と協議し等、複雑な複維な手続きに係るも即位不開示

．［注2）労働組合名、労鍋者自労働組合における役聴者についても周示

｛注3）対象文書に係る事業を営む個人及び法人差記簿に記殺された詩人

」一明笠間関右目前及び氏名I開示
記恥也、得
1 『業務自種類』の捕には、時間外労働J<l:I:休日労繍をさせる必要昭島る業務を具体的に記入し、労償基準法第36畢第1項ただし：嘗田隆康上特に宥容な業務について協定をした場合に位、当該業務を他的業務と区別

して記入すること．
2 『延長するとkができる時間J四欄由記入に当たっては、次回とおりとすること．
(I) r lllJの欄には、労働基植法第3Z条から第四条町5まで又は第40粂叩規定I＜：よP労働させることができる最長田労愉時聞を越えて延長することができる時間で島って1日について白震度となる時聞を記入す

るとと．
ω 『1日越える一定的期間倒的j帽に1士、糊基準蹄：3z条から第32粂即時世酬。量的慌により労働させるととができる観的労働時間を超えて延長することがで品開であって、陣第36

締 1項目協定で定められた1日捕え3箇月以内四期間及的年聞についての延長することができる時間回融！こ踊して、その即時政協定で定めら枇すべての期闘を記入し、当該棚田蹄日開時

きL‘そ時下欄に、当該期間に応じ、それぞれ当骸期聞についての限度となる時間在記入すること． － 事！？
3 ②の齢、労働騨法第鳩町4町慌による糊時間I~より労働する労働者側糊聞が3闘を超える変形労働時間制lこよ P労働する者に限ふ）について記入すること． 主豆
4 『労働させることができる休日並びに始業及時和酬の摘には、労畑準法第輔の触による休日であって労働させることができる日並びに当按休日の労働哨職時蜘酬を記入すること． でご
5 『期間』の欄に位、時間外労働又1:1:休日労働者させることができる自由属する期聞を記入すること．



~·＼悲2様式第4号の 1

5 

日21 

器使第 5号の

月8 年

。
26 

労

成

。
平使用停止等命令書（控）

（事業側判蜂!J#DP平矧
￥ー℃豆L盈.~ま殿

ロ口口口労働基準監督署長

※図：写守I＜＞＆~;fi'{)J-t紘

。。
〔事業場の名称）

における下記の「命令の対象物件等J欄記載の物件等

嚇し、「追加J欄 酬 の と お り 違反尚るので醐蝉醐説刷、労働安全衛生

法第 98条第 l項に基づき、それぞれ f命令の内容J繍及び「命令の期間又は期日j欄記般の

場工キ土貴

とおり命令します。なお、この命令に違反した場合には送検手続をとることがあります。

平成26年8月28日

命令の州又は期日品主主印

｝
丹
・
番

再
・
書

法違反が是正され
たことを確認する

までの問

内

右の期日まで1~

等を設けること。

の令命

再
・
嘗

（以下余白）

再
・
寄

事業場等が法人であるときは、当該法人名及び代表者｝取氏名を記載すること。1 （注）

なお、「代表者職氏名」が不明の場合は、「代表者j と記載すること。

建設業等で、「事業場の名称Jのみでは特定し得ない場合にはその所在地を併記2 

すること。

労働基準監管官の即時処分権による場合は、所属（局）署の下に労働基準監P降官3 

氏名印として行うこと。

日

受領者臓氏名

受 領年月



匪歪固 麿~

平成24年・25年掴26年全国申告受理件数（速報値）畑

年月 総計（件）

平成24年

平成24年1月分

平成24年2月分

平成24年3月分

平成24年4月分

平成24年5月分

平成24年6月分

平成24年7月分

平成24年8月分

平成24年9月分

平成24年叩月分

平成24年11月分

平成24年12月分

年月

平成25年

平成25年1月分

平成25年2月分

平成25年3月分

平成25年4月分

平成25年5月分

平成25年6月分

平成25年7月分

平成25年8月分

平成25年9月分

平成25年10月分

平成25年11月分

平成25年12月分

年月

平成26年

｜前年同期

平成26年1月分

平成26年2月分

平成26年3月分

平成26年4月分

平成26年5月分

平成26年6月分

平成26年7月分

平成26年8月分

平成26年9月分

平成25年10月分

平成25年11月分



匿璽Eヨ
自動車運転者の労働条件確保のための地方運輸機関との
合同監督・監査に係る労働基準関係法令等の違反状況

~ 

（平成26年1月～12月）

トラック告クシー

【速報値】

労 働 基 準 関係法令
違反事業場数

休

連続運転時間

労基法第 15条
｛労働条件の明示）

同法第23・24条
（賃金不払）

同法第 32条
（労働時間）

同法第 34条
（休憩）

同法第 35条
（休日）

同法第 37条
（割増賃金）

同法第 89条
（就業規則）

同法第 108条
（賃金台帳）

最賃法第 4条
（最賃効力）

安衡法第 66条
（健康診断）

普基準告示
反事業場数

総拘束 時間

最大拘東時間

聞

最大運転時間

期，息

改
連

要

主

違

反

事

項

改
善
基
準
告
示
違
反
事
項

働

（注） 1「労働基準関係法令違反事業場数J欄I宜、何らかの労働基準関係法令が認められた事業場数である。
2 r主要違反事項J欄は、当敵事項について違反が飽められた事業場散で晶る。
3『改善基準告示違反事業場数」欄I立、何らかの改善基準告示違反が留められた事車場教である。
4 『改善甚指告示違反事項』欄は、当該事項について改善基準告示違反が包められた事業場散である。
5 ( ）肉は、監督実施事業場般に対する割合（拍）である。
6 量買法第4条は約定買金額が地域別最低買金額未満の場合である。

労日休



亡韮歪璽コ
【速報｛直】
ア古事菟

関係行政機関等との相互通報制度等の運用状況（平成26年）

堅~



匠否問 匡軍司
業務参考資料

5000 

4500 

4000 

3500 

3000 

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

。
22年

相互通報制度の運用状況（技能実習生・自動車運転者）

実習実施機関に係る労働基準関係法令違反事業場数
及ぴ出入国管理機関への通報件数

2, 252し一一一_J2,196 

23年 24年 25年

600 

500 

400 

300 

200 

100 

。
26年

亡コ労働基準関係法令違反事業場数巨自監督指導実施事業場数・・ー出入国管理機関への通報件数

※ 26年の件数は速報値である。

7000 

6000 

5000 

4000 

3000 

2000 

1000 

。

自動車運転者を使用する事業場に係る労働基準関係法令等違反
事業場数及び地方運輸機関への通報件数

22年 23年

－監督指導実施事業場数

ロコ改善基準告示違反事業場数

24年 25年 26年

Eコ労働基準関係法令違反事業場数

E 炉地方運輸機関への通報件数

※ 26年の件数は速報値である。
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案

インターネット情報監視事業減反殺を一一｜ま
.・ l頚

⑥報告

【厚生労働省】

インターネット上の
事業場』情報

（求人募集、書き込み等）

（監督課）

③連絡調整

② 
問題情報
の収集

D
防
視

。
静
監

【管轄局・署】【受託者】

限
時
z
o
g

⑤ 

情報の活用l一一ー→



匡亙コ 労働基準監督官採用試験実施状況 ~ 
年度 区分 畳験申込者数（a) 受験者数（b) 受験率（c=b/a) 最終合格者数（ω実質倍率（b/d)

A 3.463 1. 945 56. 2 115 16. 9 
平成7年度 4, 197 2,408 57.4 157 15. 3 

B 734 463 • 63. 1 42 11. 0 

A 3, 937 2, 172 55.2 113 19. 2 
平成8年度 4, 893 2, 744 56. 1 152 18. 1 

B 956 572 59. 8 39 14. 7 

A 3, 793 2. 049 54.0 100 20.5 
平成9年度 4.614 2. 541 55. 1 140 18. 2 

B 821 492 59.9 40 12. 3 

A 3, 194 1, 614 50.5 105 15. 4 
平成10革度 3,997 2,076 51. 9 142 14. 6 

B 803 462 57.5 37 12.5 

A 4,585 2. 085 45.5 99 21. 1 
平成11年度 5,804 2, 760 -47. 6 139 19. 9 

B 1, 219 675 55. 4 40 16. 9 

A 4. 157 1, 780 42.8 98 18.2 
平成12年度 5,290 2,336 44.2 142 16. 5 

B 1. 133 556 49. 1 44 12. 6 

A 4,080 2,024 49.6 98 20. 7 
平成13年度 5, 145 2.632 51. 2 142 18. 5 

日 1. 065 608 57. 1 44 13.8 

A 4. 128 2, 217 53. 7 98 22. 6 
平成14年度 5,264 2.872 54. 6 147 19. 5 

日 1. 136 655 57. 7 49 13. 4 

A 5, 021 2, 256 44.9 97 23.3 
平成15年度 6, 134 2.905 47.4 148 19. 6 

B 1. 113 649 58. 3 51 12. 7 

A 5,527 2,454 44.4 98 25.0 
平成16年度 6, 843 3.222 47. 1 149 21.6 

B 1. 316 768 58.4 51 15. 1 

A 4. 769 2, 110 44. 2 95 22.2 
平成17年度 5,983 2, 821 47.2 144 19. 6 

日 1. 214 711 58.6 49 14.5 

A 3.686 1, 740 47.2 86 20.2 
平成18年度 4,636 2,313 49.9 127 18. 2 

B 950 573 60.3 41 14.0 

A 2,473 1. 054 42.6 75 14. 1 
平成19年度 3. 120 1, 431 45. 9 131 10. 9 

B 647 377 58.3 56 6. 7 

A 2, 479 1, 103 44.5 121 9. 1 
平成20年度 3, 102 1. 467 47.3 192 7. 6 

日 623 364 58.4 71 5. 1 

A 2. 839 1,326 46. 7 151 8.8 
平成21茸度 3,490 1. 730 49.6 216 8. 0 

日 651 404 62. 1 65 6. 2 

A 3, 429 1. 699 49.5 128 13. 3 
平成22年度 4. 167 2. 187 52.5 177 12. 4 

B 738 488 66. 1 49 10.0 

A 3, 439 1. 795 52.2 150 12.0 
平成23年度 4, 175 2,292 54.9 213 10. B 

B 736 497 67. 5 63 7.9 

A 4,028 1.590 39. 5 70 22. 7 
平成24年度 4,985 2, 104 42.2 99 21.3 

自 957 514 53. 7 29 17. 7 

A 3. 071 1.220 39. 7 259 4. 7 
平成25年度 3.973 1, 668 42.0 401 4. 2 

B 902 448 49. 7 142 3.2 

A 3, 984 1, 758 44. 1 298 5.9 
平成26年度 4,991 2,332 46. 7 388 6.0 

日 1, 007 574 57.0 90 6. 4 



匪週 匿璽図

Is 年保 存 ｜

機密性 2

平成 27年2月 18日から
平成 30年 2月 17日まで

基監発 0218第 2号

平成 27年2月 18日

都道府県労働局労働基準部長殿

厚生労働省労働基準局監督課長

（契印省略）

行政実績の把握並びに行政効果の把握及び評価等に関する報告について

都道府県労働局（以下「局」という。）の監督指導業務の推進状況について、当

面の問、以下のとおり報告を求めることとするので、適切に対応されたい。

記

1 報告対象について

以下のとおりであること。

(1）圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃園、労働基準

監督署から報告される行政効果の評価結果を分析し、局全体の主要な重点対象

に係る行政効果を把握したもの（第4四半期に係るものを除く。）

(2) 監督指導業務の運営に当たって留意すべき事項を指示した通達（以下「局版

留意通達Jという。）及び年間監督指導計画の策定に係る指示通達（以下「局

版監督計画策定通達」という。）

(3) 労働基準行政情報システムの監督指導計画作成支援による 4月から 9月末日

までの実績が反映された「月別監督指導計画及び実績表J（その 1）ないし（そ

の4)

2 報告方法等について

は） 上記 1(1）及び（2)

毎年4月末日までに、上記 1(1）については前年度分を、また、上記 1(2）につ

いては当年度分の局版留意通達及び局版殿督計画策定通達を、当課監督係あて、

メールにより報告すること。

(2) 上記 1(3) 

毎年 10月末までに、当年度分を、当課監督係あて、メー／レにより報告するこ

と。



匡週
労働基準関係情報メール窓口の改修イメージ

匡璽図

労働基準関係情報メール窓口

1 本窓口では、労働基準法などの違反が疑われる事業場の情報をメールでお寄せいただくことができ

ます。情報の受付対象となる法律I立、以下のとおりです。

O労働基準法 O最低賃金法 O労働安全衛生法 O作業環境測定法

Oじん肺法 O賃金の支払の確保等に関する法律 O家内労働法

送望守備基準法の内容についてf;J:，こちら存ご覧ください。（注：パンフレット「労働基準法の基礎知識J

ヘリンク）

2. お寄せいただいた情報I立、関係する労働基準監督署・都道府県労働局において、立入調査対象の選

定に活用するなど、業務の参考とさせていただきます。なお、受け付けた情報に関する照会や相談につ

いてはお答えしかねますので、あらかじめ御承知おきください。

3.労働基準法などについてのお問い合わせや、具体的な事実について労働基準監督署の対応をお求め

の場合l立、最寄りの労働基準監督署（労働基準監督署多お探しの方lまこちらへどうぞ）または平白夜間・

土自に無料で御相談いただける「労働条件相殺ほっとライン」（0120:-811610）に御連絡ください。（注：

厚労省ホ｝ムページ上の「都道府県労働局（労働基準監督署、公共職業安定所）所在地一覧」及び「労

働条件相談ほっとライン」紹介ベージヘロンク）

4.情報提供に当たっては、以下の「情報提供のポイント」をご参照いただき、できる限り具体的な情

報をお寄せください。

『情報提供のポイント（注：別紙 1へ日ンク）

。送信方法

以下の送信フオームにより受け付けています。

→こちら事クリックして〈ださい白（注：別紙2へリンク）



l労働基準問鵬

別紙1

労働基準関係情報メール窓口に情報をお寄せいただく際、以下にご留意いただきますと、労働

基準監督署において、より効果的な立入調査を実施できますので、御協力をお願いします。

【ポイシト1]

事業場の正確な情報をお知5せください

I> 違反の疑いのある事業場を特定す否必要があるため、事業場の名称、や住所についてはよ支店

名・営業所名や番地・ビ凡名称まで、できる限り詳細に記載してください。

I> 害事業場の業種や労働者数についても送信フォームに選択欄を設けていますので、できる限り

記載をお願いします。

【ポイシト2]

法令違反の特定につながる、具体的な情報をお寄世ください

じ〉 立入調査を行うためには、法令違反が生じている部暑の青報や、法制差反が生じている背景、

法令違反の程度（時間外労働の長さ、残業代の支払状況など）、事業場のどのような資料を確

認すれば法令違反の事実が特定できるかなど、具体的な情報が必要となります。次頁の記載例

を参考に、具体的な情報をお寄せください。

※ 情報提供いただいた内容の詳細を確認させていただくため、情報提供者の方に対して、労働基準監督署

かち後日御連絡するごとがあります。御協力いただけ否場合には、送信フォームの所定の欄に、氏名及び

電話喬号の記載をお願いします（個人情報｛＆労働基準監督署から御連絡すQためだけに使用し、事業場

を含め第三者に開示することはありません。）．

【ポイ〉卜3】

情報提供があったととを事業場lt:通知してよいかどうか、お知6ぜください

じ〉情報提供があったことを事業場に通知せずに立入調査を行う場合、纂本的には、事業場が混

示す否資料に基づいて法令違反の有無を確認す否ことになります。

じ〉 しかし、賃金不払残業が疑われ否事業場でタイム力ードが改ざんされている場合などでは、

事業場が凝示する資料（改ざんされたタイムカード）を確認す~だけでは法令違反を特定する

ことは困難です。このような場合に、情報提洪があったことを事業場に通知するごとで、労働

の実態が反映された資料（パソコシのログオフ記録など）の提出なとを求め否ことができ、法

令違反の特定につながります。

仁〉 ごのように、情報提供があったことを事業場に通知す否かどう力、はよ立入調査の手法lご大き

く関わりますので、送信フオームの所定の欄をチェックし、情報提供力tあったことの通知の可

資をお知らせくださいa

※ 送信フオームl<l:,c「匿名だが、情報提供内容（メールの内容）を明らかにしてよいJ、②「匿名だが、

一情報提供があったこと（メールカ切ったこと）のみ明8かにしてよいj、③ f匿名の上、メールがあった

とと右明かさないでちらいたい」の3つから選択していただく方式！こなっています。



以下に、送信フォームの「情報提供があったことを事業場に通知することの可否」欄、「情報

提供事項」欄及び「情報提供内容J欄における記載例を示しますので、参考としてください。

く例1：長時間労働・賃金不払残業が待われてい否ケース〉

【情報提供があったことを事業場に通知することの可否］

図匿名だが、情報提供内容｛メールの内容）を明らかにしてよい

【情報提供事項】

回長時間労働 a過重労働図賃金不払残業（サービス残業）

【情報提供内容】

（注lr情報提供内容Jで「長時間労働・過重労働Jまたは「賃金不払残業（サービス残業）』にチェックを入

れた場合lま、記載楠に以下の①～⑬のフォーマットが表示されますので、これに従って、金企盈箆盟主ム

カしていただくようお願いし害すn会社の求人条件や労働実態について、インターネット上にも参考とな

る情報がある場合には、⑬への記入をお願いします。

①長時間労働・賃金不払残業が発生している部署：販売部門

②所定労働時間： 8時間

③所定の始業終業時刻・休憩時間：午前9時～午後6時（休憩1時間）

④所定休日：土曜日、日曜日

⑤賃金・割地賃金の支給条件：基本給20万円、職務手当2万円、時間外手当3万5干円

⑥実際の始業終業時刻・休恕時間：午前9時～午後9時（休憩 1時間）

⑦実際の時間外労働時間： 1日11時間で月 26日間働いている。

③休臼労働の回数：月 4目。最近2～3か月はほぼ毎遇土曜日も出動している。

⑨長時間労働・賃金不払篠業の護国：新規業務が培加しているのに、担当者を増やさないため。

⑩労働時聞の管理状況：タイムカードによって管理されているが、上司から午後7時前に打刻

するように指示されている。土曜日はタイムカードに打刻すること自体が禁止されている。

⑮労働時聞の実態把握が可能な資料：受注伝票に出力時間が印字されているので、それを見て

もらえば遅くまで残業しているのがわかると思う。

⑫賃金不払残業の状況：残業手当lまタイムカードに記録された時間分しか支かわれておらず、

夜7時以降や土曜日の労働には賃金が支払われていない。

⑬会祉の求人情報や労働実態に関すあイシターネ~ト情報（URL）：会社の求人 URL 11, http: I I 

0000である。会社のサービス残業や長時間労働の実態は、掲示板http://xxx xにも書

き込まれている。

⑬その他情報提供したい事項：なし。

く例2：賃金が最低賃金を下回ってい.Qケース〉

【情報提供があったことを事業場に通知することの可否】

回匿名の上、メールがあったことも明かさないでもらいたい



【情報提供事項】

図最低賃金

【情報提供内容】

00県内の小売店でパートとして働いている。

この店のパート労働者相は、時間給AAA円で00県の最低賃金を下殴っている制。社長は

「会社の利益が上がらないから、これしか支払えないj と話している制。

賃金の支払状況は、給与明細とタイムカードを見てもらえばわかると思う制。情報提供した

ことは会社に秘密にしたいので、メールがあったことは明かさないでほしい。

会社の求人 URLは、 http://0000である。会社の労働条件の実態は、掲示板 http://?<x 

x xにも書き込まれている問。

（注）

※1 違反が生じている部署や職種について飽載してください。

※Z 違反の具体的な状況（この伊lでは賃金額）について記載してください。

※3 違反が生じている背景について記載してください。

※4 違反事実を特定する板拠となる資料について記載じてください。

※5 会社の求人条件や労働実態について、インターネットょにも参考となる情報がある場合には、その

URしを記載してください。



①！ 
判

｜改修内容（①～⑪）の詳細は、別紙3のとおり

「労働基準関係情報メール窓口』送信フォーム

・内容記入に当たっての留意点

1.文字化けを防ぐために、半角力告カナ、丸数字、特殊文字は使用しないでください．

Z，最大文字数13:200 0文字です。

3.園を付した欄については、必ずご入力のうえ、内容確認ポ告ンをウ ＇）

4.セキュりティの問題等からファイルの添付はできません．

相園田園田ーー－－ーーー圃田園田ーーーーー田園田園周

勤務している事業場の名称 園

（例： 00株式会社本払ムム株式会社口口支店） ！ 

_jjlj紙2

「鋪霧Cぞぷ｛；:j葉海あ在爵ー一一ーー－~司下都道府県・i Tj 

（番地、ピル名称等まで詳細に記載して〈ださい．）

（本社以外の支店・工場等にお勤めの場合は、当該

• ';!.!.§..: ;J.，鼠笠!!.l主反主民放しι三<Ji_~L：：＿，／＿＿ーー四 1..1

② l 

③ ~I 

④（ 

勤務している事業場の電話番号｛半角入力）：

勤務している事業場の業主重・労働者数 業種：｜ Tj 

・『ーーーーーーーーーーーーーーー自国国国ーーー四ー －~－II!毛先： l Tl_ ＿~ 

会社とあなたとの関係 園 0現在働いているO以前働いていたO現在家族・知

人が働いているO以前家族・知人が働いていたOそ

の他

会社で働いている（た）方の雇用形態 園 ロ管理職以外のE社員口管理職口パート・アルパイ

｛複数選択可） トロ期間契約社員ロ派遣社員口その他
ーーーーーーー ーーーーーーー ーーーーーー回目ー ーーー四ーーーーーーーーー四ー ー ーー－ • 
あなたの氏名・電話番号 氏名・｜

（情報提供いただいた肉容の詳細を確認させてい 電話番号｛半角入力） : I 

ただくため、労働基準監督署から後目御連絡するこ

とがあります。なお、個人情報は、労働基準監督署
⑤ 

から御連絡するためだけに使用し、事業場を含め第

三者に開示することはありません。）
L 

情報鑓供事項 ij'-ロ長時間労働・過重労働口変形労働時間等の労働時

（複数選択可） 間制度ロ賃金不払残業｛サービス残業）ロその他の

賃金不払口最低賃金白休日ロ休憩ロ年次有給休暇

口労働条件の明示口就業規則ロ解雇口健康診断ロ

その他



情報提供があったことを事業場に通知することの i口匿名だが、情報提供内容（メールの肉容）を明ら l: 

⑥ 可否（いずれの場合も、情報提供いただいた方の個｜かにしてよい I 

人情報は、事業場を含め第三者に開示することはあ｜ロ匿名問、情報提供カ恥たこと｛メールがあっI:
りません・） 園｜たこと｝のみ明らかに山い l ¥ 

口匿名のよ‘メールがあったことも明かさないでもい

らいたい I 

情報脚内容 園｜※最大2000文字以内でお願いいたします．

1 I※『情報提供事項J欄でチヱツウした事項の具体的 I1 

⑦！｜内容を記載してください。 1 l 

⑧ 

11※『情報橿供のポイントJも参考にしてください。 J 1 

※「長時間労働・過重労働」または「賃金不払

残業（サービス残業）を選択した場合に朱書き

で以下の入力フォーマットを表示

①長時間労働・賃金不払残業が発生している部

署：

②所定労働時間：

③所定の始業終業時刻・休憩時間．

④所定休日：

~~悩織幽国
: ；主1 お寄せいただいた情報は、関係する労働基準監督署・都道府県労働局において、 1

⑨ i 立入調査対象の選定に活用するなど、業務の参考とさせていただきます。なお、受 i
し け付けた情報に関する照会や相談に応じることはできませんので、あらかじめ御承 i
: 知おきください。
L回目四国ーー・圃ー－同町四ー園田ーー－－周目回目－－－目ーーーーー圃ーーーーーーー園田ー回目ーーー＿1

: 注2 労働基準法などについてのお問い合わせや、具体的な事案について労働基準監督 i
⑮l 署の対応をお求めの場合は、最寄りの労働基準監督署（労働基準監轄をお探し j

！ の方はこちらへどうぞ）または平日夜間・土日に無料で御相官員いただける「堂盤，

: 条件相談ほっとライン」（0120-811-610）に御連絡ください。 : 

:_ ＿“自ーー由回目園田園ーーーーー回目四回目目白目凶】出回目ーーーーー園田ーーーーー自由ーー－.－ー】j



}jlj紙3

「労働基準情報メール窓口J送信フォームの改修内容

1.「会社（支店・王場等）名Jを f勤務している事業場の名称Jに変更し、括

弧書きに「例： 00株式会社本社、 t::,.t::,.株式会社口口支店j を追加する。

2.「会社（支店・工場等）所在地jを「勤務している事業場の住所Jに変更し、

括弧書きに「本社以外の支店・工場等にお勤めの場合は、当該支店・工場等

の住所を記載じてください。jを加える。

3. 「会社（支店・工場等）電話番号」を「勤務している事業場の電話番号」に

変更する。

4.任意項目として「勤務している事業場の業種・労働者数」欄を新設し、業

種のプルダウンリスト（18区分諜1から 1つを選択）、労働者数のプルダウン

リスト（7区分細から 1つを選択）を設ける。

※1 ①製造業、②鉱業、③建設業、④運輸交通業、⑤貨物取扱業、⑥農林業、⑦畜産・

水産業、③商業、⑨金融・広告業、⑮映画・演劇業、＠通信業、⑫教育・研究業、

⑬保健衛生業、⑬接客娯楽業、⑬清掃・と畜業、⑬官公署、⑫その他の事業、⑬

不明

※2 ①10人未満、②10～29人、③30～49入、④50～99入、⑤100～299人、⑤300人

以上、⑦不明

5.任意項目として「あなたの氏名・電話番号」欄を新設し、「情報提供いただ

いた内容の詳細を確認させていただくため、労働基準監督署から後日御連絡

することがあります。なお、個人情報は、労働基準監替暑から御連絡するた

めだけに使用し、事業場を含め第三者に開示することはありません。」の括弧

書きど項目ごとの入カ欄を設ける。

6.必須項目として「情報提供があったことを事業場に通知することの可否」

を新設し、入力欄に3つのチェックボックスを設ける。

7. 「情報提供内容j欄に、①「F情報提供事項』欄でチェックした事項の具体

的内容を記載してください。J、②「『情報提供のポイント』も参考にしてくだ

さい（※別紙2 3への日ンク）」の注書きを設ける。

s. r情報提供事項J欄で「長時間労働・過重労働」または「賃金不払残業（サ



ーピス残業）Jを選択した場合に、「情報提供内容」欄に以下の入力フォーマ

ットが朱書きで表示されるようにする。

①長時間労働・賃金不払残業が発生している部署、②所定労働時間、③所定

の始業終業時刻・休憩時間、④所定休日、⑤賃金・寄lj増賃金の支給条件、⑥

実際の始業終業時刻・休憩時間、⑦実際の時間外労働時間、③休日労働の日

数、⑨長時間労働・賃金不払残業の要因、⑬労働時間の管理状況、⑪労働時

間の実態把握が可能な資料、⑫賃金不払残業の状況、⑬会社の求人条件や労

働実態に関するインターネット情報（URL）、⑬その他情報提供したい事項

9.注1を「お寄せいただいた情報は、関係する労働基準監督署・都道府県労

働局において、立入調査対象の選定に活用するなど、業務の参考とさせてい

ただきます。なお、受け付けた情報に関する照会や相談に応じることはでき

ませんので、あらかじめ御承知おきください。Jに改める。

10.注2を「労働基準法などについてのお問い合わせや、具体的な事案につい

て労働基準監督署の対応をお求めの場合は、最寄りの労働基準監督署（堂盈

基準監替暑をお探しの方はこちらへどうぞ）または平日夜間・土日に無料で

御相談いただける「労働条件相談ほっとライン」（0120・811・610）に御連絡く

ださい。」に改め、都道府県労働局（労働基準監督署、公共職業安定所）所在

地一覧及び「労働条件相談ほっとラインJの紹介ページへのリンクを張る。

※都道府県労働局（労働基準監管署、公共職業安定所）所在地一覧

httn ://www.mhlw.!!O in/kmiseiroudou• hou/shozaiannailroudoukvoku/ 

※「労働条件相談ほっとライン」紹介ページ

httn://www. 

，ー、、に＿＿，，
~ 
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労働基準法施行規則の一部改正（休懲時間の自由刺用の適用除外）について

ム並躍
平成27年4月1日から期歯される子ども・子育て支援新制度に和、ては、認定こども筒、

幼稚閥、保育所を通じた共通の給付制度、〈施設型給付）を設けるとともに、小規犠保育、

家庭的保育などの地域型保育事業を市町村の認可事業として新設し、公的給付を実施する・

こどとしている。

そのため、子ども・子育て支援新制度の施：ffに必要な関係省令を一括して整備しようと

しており、その一環として、地域型保育給付のうち、居宅訪問裂保育事業（市町布が問事

業による保育の必要があると認定した乳児・幼児に対し、家庭的保育者が乳児・幼児の自宅

において保育を行う事業3において、保育を行う家庭的保育者について、労働基準法第34

条第3項に定める休鯨の自由利用の適用を除外することとするもの。

2.改正の趣旨
《

居宅訪問型保育事業の提供の対象となるのは、①指定年や小児慢性疾患を持つ児萱や、盛

母子・父子家庭の保護者が夜間・深夜重量瀦に従事オる場合など、保育の必要の程度及び家

庭の状況毒事から、本事業の対象とすべきと市町村が認定した児賞、③保育指設の閉鎖等に

より、保育所等による保育を利用できなくなった児童など、居宅訪問型保育を利用してで

も保育を行うべき必要性があると市町村が認定した児重である滅。

一方、居宅訪問型保育事業は、裁などが保育を行うことができない状況の下で、児童に

対してきめ細やかな保育を提供するため、保育者と児童が一対｝で保育を行う事業であり、

また保育の対象は原則として0～2歳児であること、障害児や夜間・深夜の保育であると

とから、休憩時でも長時間児童の売を離れることが困難である。

これらの事情を踏まえ、居宅訪問重量保育事業において保育；を行う家庭的保育者について、

休憩の自由利用の適用を除外するものである。

※居宅訪問重量保管事業の対象は以下のとおり．

①障害児、小児慢怯疾自血児であって、集団保育が著しく困憾と認められる児童

②保育施設の閉鎖等により、保育所等による保育を利用できなくなった児童

③市町村が保育施設におけと3保育の提供を指示したにもかかわらず、なお保育施設における保育が利用

できないなど、。特段の事情があり、市町村の措置の対象となった児童

＠保子・父子家庭の保難者が夜間・深夜業務に従事する場合等、保育の必要の程度及び家庭の状況等か

ら、本件事業の対象とすることを市町村が認めた児童

⑤離島などv 居宅訪問型保脊事業以外の保育が実施できない児童

＊実際にどのような保育を提供するかについては、市町村が決めることとなるため、これらの児童がす

べて居宅訪問型保育を受けるわけではない．
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0 子ども・子育て支援新制度では、教育・保育胞設を対象とする．施設型給付・委託費に加え、以下の保育を
市町村による認可事業（地域型保育事業）として、現童福祉法に位置付けた上で、地域型保育給付の対象とし、

プ多様な施設や事業の中から利用者が選択できる仕組みとすることにしでいる。．

〈〉小規模保育（利用定員6人以上19人以下）．

。家庭的保育（利用定員5人以下）

。居宅訪問型保育 γ 

〈〉事業所肉保育（主として従業員の子どものほか‘地域において保青春必要とする手どもにも保育を提供）

‘・、．

0 都市部では、認定こども園等を連携施設として、小規模保育等を増やすことによって、待機児童の解消を図り、人口

減少地域では、隣接自治体の認定こども圏等と連携しながら、小規模保育等の拠点によ．って、地域の子育て支援機能
を維持・確保することを巨指す。

「地域型保育事業の位置付1-t- I 
19人

認

可Is人

亘Is人

1人’

！保育の実施場所等 l 保育者の居宅その他の場所、施設
（右に該当する場所を除〈）



家庭的保育事業等の認可基準について

0 家庭的保育事業等については、現行の事業からの移行や、それぞれの事業形態、特徴等を踏ま走、基準を設定する。

〈主な覆可曇準〉

｜ 居宅訪問型保育事業 ！ ｜ 事業所内保育事業 ｜ ｜ 家庭的保育事業 ｜ 

。～2歳児 3; 1 
家庭的保育補助者を置く場合5:2

家時一........... 
（＋家庭約保育補助者）
＊市町村長が行う研修を修才じた保育土、保
育土と同等以±の知識及び経験を宥すると

る者

0歳～2歳児 1人当たり3.3而

定員20名以上
保育所の基準と同様

定員1~名以下
小規模保育事業A濯、B翠の基準と同様

0～2歳児－1: 1 

必要な研修を修了し、保育士、保育
土と同等以止の知識及d経験を有
すると市町．村長が認める者

一一一－－~~i鱗
※家庭的保育事業、事業所内保育轍＝つい丈刷、規模わo～z抑までの轄であるこ劫、ら、保育肉容の支援及ぴ卒直後の受け皿の役割組ラ連携搬の

設定を求める．｛事業所内の卒園後四3受け皿に測しては、地域枠のそi;.c:ものみ対象j
※連携施設や保育従事者の確保割湖特できない離島・へき地に濁しては、連携施設等Iねいて、特例措置を設ける。
※また、給食、連携施設の確保に関しては、移行に当たっての経遇措置宕設ける。



官導員相談員の活用状況（過去3年前日

; If，・咽l

1自動車運転者時間管理等指導員

0個別訪問による助言・指導件数

．． 
国l

1,873件

・l',728イ件ー

平成25年度

l平成26年度
(4月～12月）

0 平成26年度個別訪問による助言・指導の件数日｜！局数（平成26年度12月末現在）

．件以上

（イ固別訪問による助言－指導件数）

話
16 （局数？。

一M14
・

15 

10 

5 

。

ロ年間目安件数

回実績件数

（件数）

．．． ．．． ．．． 
．．． 
12月末時点での実績が年間目安件数（各局．件）Iこ達している4局もある一方
で、 11局は0件である。 一

．．．件



非正規雇用労働条件改善指導員

0非正規雇用労働条件改善指導員の相談対応等件数

945件 I 599件
(8.29件） I C5.25件）

i·.:·.,4（か；；特：•＇ ＇イ：；t:Y
」..・・.・・, ＜：§；~件伴1九d ,,: ｜片山内的停止！i！バ

63, 161件
(3.14件）

＇＜・＇キ成 26年度.r ., 24・.:69.5.；件｝ ｜ 
: I付月戸q月＞＇：. l, .... • q.8＂）件） J I 

平成25年度

人日当たりの相談件数で比
較すると、平成25年度3.78件
／人日に対し、平成26年度は

3.60件／人日となっている。

強
一

広ヰbU
E圃直・直蘭司

平成26年度平成24年度 平成25年度
※平成24～26年度すべて4月～12月における実績。

1外国人労働者労働条件相談員 ｜ 
0外国人労働者相談コーナーにおける相談対応件数

9,743 
主町芝き311,000 

10,000 

9,000 

8,000 

（件） 平成25年平成24年

人目当たりの相談件数で比較すると、平成25年2.28件／人目に対し、平成26年は2.15件／人

日となっている。なお、平成26年の相談件数は前年より減少しているが、技能実習制度に係る相
談は、前年比約70%増で過去最高の件数となった昨年と間水準で推移している内

平成22年4月1日付け基監発0401第1号「非正規雇用労働条件改善指導員の一層の活用
についてJ記の1(4）で示されている目標件数は、年間10件以上。

1派遣労働者専門指導員

O派遣労働者専門指導員の相談対応件数

9,000 ~一一一一－.・~. . ' 
8,500 

8,000 

7 500 

7,000 

6,500 

（件）



~払賃金立替払事業の実施状況（速報値）出血出
年 度 』人ニム 業 数 支 給 者 数 立 替 払 額

（件） （人） （千円）

昭 和 51 年度
(51. 7-52. 3) 565 11, 076 1,431,586 

昭 和 52 年度 1, 139 20,957 3,083,078 
昭 和 53 年度 1,020 21, 345 3,388,276 
昭 和 54 年度 692 11, 333 1,853,462 
昭 和 55 年度 834 15, 560 2, 700,394 
昭 和 56 年度 837 12,947 2,590, 719 
昭 和 57 年度 901 15,285 3,609,026 
昭 和 58 年度 932 14, 736 3, 041, 103 
昭 和 59 年度 1,048 14,410 2, 786, 128 
昭 和 60 年度 1,040 17, 301 3,864,285 
昭 和 61 年度 975 16, 332 3,650,486 
昭 和 62 年度 796 14,055 3,288,573 
昭 和 63 年度 559 7,496 1, 733,917 
平成元年度 377 4, 776 l, 185, 208 
平 成 2 年度 250 3,215 687,492 
平成 3 年度 353 5, 650 1,979,480 
平 成 4 年度 517 7,468 2,267,859 
平 成 5 年度 772 14,437 4,809,241 
平 成 6 年度 1,084 18, 747 6,964,096 
平 成 7 年度 1,274 21, 574 8,351,373 
平 成 8 年度 1,376 22,699 8,657,300 
平 成 9 年度 1,636 27,489 10, 867, 1281 
平成 10 年度 2,406 42, 304 17,334,626 
平成 11 年度 2, 773 46,402 20, 149,057 
平 成 12 年度 3, 538 51,437 20, 791, 710 
平成 13 年度 3,900 56,895 25, 564,964 
平成 14 年度 4, 734 72,823 47, 641,892 
平 成 15 年度 4, 313 61, 309 34, 189, 564 
平成 16 年度 3,527 46, 211 26, 503,942 
平成 17 年度 3,259 42,474 18, 398,681 
平 成 18 年度 3,014 40,888 20,435, 697 
平成 19 年 度 3,349 51, 322 23, 417, 151 
平成 20 年度 3, 639 54,422 24,820,978 
平 成 21 年度 4, 357 67, 774 33,390, 739 
平 成 22 年度 3,880 50, 787 24, 761,984 
平成 23 年度 3,682 42,637 19,951,059 
平成 24 年度 3, 211 40,205 17, 507, 354 
平成 25 年度 2,980 37, 143 15, 173,290 
平成 26年度（※） 1,962 23, 017 8, 926,492 

累 言十 77, 501 l, 146, 938 481, 749,391 
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84. 1見

2主盟E
80. 5% 

11, 971, 602 
74. 6% 

資料出所） 独立行政法人労働者健康福祉機構調べ



非公開 未払賃金立替払事業に係る｜監督No. ¥ 

長期未処理事案について

平成26年12月15日時点で、認定申請受付後、 6ヶ月を経過して
認定処理が完了していない事案は、 15局23署において33件（7署
において複数の長期未処理事案あり）。

〉署管理者が長期未処理事案を把握していたにもかかわらず、適
切な進捗管理や指導を行っておらず、局においても労働基準行
政システムを活用する等による把握を行っていないもの。

〉局の指示により、暑から局に対して長期未処理事案の定期報告
を行っているが、局からは早期に処理するよう指示するにとど
まり、具体的な改善のための指導を行っていないもの。

〉労働基準行政システムを活用した、局署における長期未処理事
案の把握。

〉早期完結に向けた署管理者による問題点の把握及び具体的な処
理方針を示す等による的確な指示。

〉地方監察時以外における局による進捗状況の把握及び署に対す
る具体的な指導・助言。



~ハイヤー・タクシ一事業場の累進歩合制度指導件剣~

年 監督件数 うち累進歩合制度指導事業場数 指導事業場の割合
(A) (B) (B/A) 

平成21年 751 67 8. 9号も

平成22年 779 81 10. 4~も

平成23年 639 67 10. 5% 

平成24年 552 59 10. 7% 

平成25年 523 50 9. 6% 

平成26年 500 103 20. 6% 
（速報値）

同田監督件数

〈』うち累進歩合制度指導事業場数

900 
7c; 1 779 

、
v 、＼

F ，、，、

＼らよ 552 司、h』 a 523 500 ー電

' 

v 

でしー ～一一一一
67 81 67 59 

103 
50 

口 D ロ
ロ一一一一一

口 「，......

（件） 平成21年平 成22年平成23年平成24年平成25年平成26年
（速報値）



J、ィャー・タクシー事業場の累進歩合制度件数

平成25年 平成26年（速報値）

労働局 監督件数
弓准悲合うち制度採用 改善された件数

労働局 監督件数
累進歩合うち制度採用

富十 523 50 16 百十 500 103 

北海道 46 北海道 27 。
青森 17 5 3 青森 9 4 

岩 手 8 。 岩 手 4 

宮 城 。 宮 城 27 15 

秋 田 7 。 秋田 4 。
山形 9 。 山形 9 。
福島 12 。 福 島 9 

茨城 8 2 茨城 5 2 

栃木 3 。 栃木 7 

群 馬 7 。 群 馬 3 2 

埼玉 13 5 2 t奇玉 8 

千葉 5 。 千葉 18 6 

東 京 55 5 東京 31 4 

神奈川 20 4 。 神奈川 10 3 

新潟 7 。 新潟 10 。
富山 7 。 富 山 9 

石 川 3 。 石川 4 

福 井 。 福井

山 梨 19 。 山 梨 4 。
長 野 17 長野 3 。
岐車 岐阜 14 8 

静 岡 9 2 。 静 岡 14 7 

愛知 31 。 愛 知 13 3 

一重 6 。 ニ 重 4 。
滋 賀 2 。 滋 賀 4 

京都 18 2 京都 21 4 

大 阪 22 大阪 24 8 

兵 庫 20 3 兵庫 33 8 

奈良 5 。 。 奈良 4 。
和歌山 4 。 和歌山 。
鳥 取 3 。 鳥 取 2 。
島 根 3 。 島 根 4 

岡山 10 岡山 16 

広 島 12 。 広 島 17 

山口 10 。 山口 7 。
徳 島 6 。 徳島 11 。
香川 5 2 。 香川 。
愛 媛 12 。 愛媛 7 。
高 知 2 。 高知 5 。
福 岡 13 福 岡 24 。
佐賀 7 。 佐 賀 6 3 

長崎 15 。 長崎 16 4 

熊本 25 4 熊本 20 3 

大分 9 3 。 大 分 12 

宮崎 3 。 宮 崎 3 2 

鹿児島 4 。 鹿児島 10 2 

沖縄 2 。 沖縄 5 3 



LJlli司 社会保険労務士の懲戒処分の内訳（平成21年度～）民島出

※平成26年度は平成27年2月18日現在

1非違行為別懲戒処分件数

非違行為 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 計

申請書等虚偽作成 6 10 2 6 

うち助成金関係 6 4 

行政職員への虚偽の説明等

金員の横領

従業員への賃金不払い

暴行・酒気帯び運転等の刑法犯

税理士法違反 2 

業務悌怠 2 

25 

12 

3 

2 

2 

2 

2 

言十 8 1 4 11 2 11 37 

2 懲戒処分の種類別件数

懲戒処分の種類 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 計

失格処分 4 

業務停止 6 3 8 9 28 

ドち業務停止期間6か月以」 5 1 2 7 6 21 

戒 i5- 2 5 

計 8 4 11 2. 11 37 

3 懲戒処分の端緒別件数

懲戒処分の種類 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 計

労働局等が把握 7 3 11 2 8 32 

社労士会からの通知 2 2 

一般からの通知（懲戒請求） 3 

計 8 4 11 2 11 37 



巨日 也~
社会保険労務±の懲戒処分事例（平成 26年4月～）

年.Fl I 事 案 ｜処分内容

平成26年4月 10委託事業場から就業規則の作成及び提出代行の依頼を受け、補助者卜業務停止3ヶ月

を使用して就業規則届を作成する際に、虚偽の内容が記載された意見書

（「従業員代表」欄に委託事業場の従業員の記名及び押印がされている｜ 相当の注意を怠り、真正の

が、実際には社会保険労務士事務所の補助者が同従業員に無断で記名｜事実に反じて申請書等の作

及び押印したもの）について、その内容が適正なものかを確認する必要が｜成を行ったとき及び社会保険

あるという認識があったにもかかわらず、当該確認を行うことなく、労働基｜労務士たるにふさわしくない

準監督署長あて、当該虚偽の意見書を添付した就業規則届を届け出た。｜重大な非行に該当。

0 労働基準監督署から当該就業規則に賃金規定の記載がないという指

摘を受けて就業規則変更届を作成する際に、上記と同様の虚偽の内容

が記載された意見書について、その内容が適Eなものかを確認する必要

があるという認識があったにもかかわらず、当該確認を行うことなく、労働

基準監督署長あて、当該虚偽の意見書を添付した就業規則変更届を届

け出た。

平成26年4月 10トライアル雇用結果報告書兼鼠行雇用奨励金の支給申請手続を行うlこ1・業務停止1年

当たって、事業主に代わり、自ら、真正の事実に反した内容を記載した

「労働者名簿』J出動簿」及び「賃金台帳』を作成し、当該書類を添付した｜ 故意に、真正の事実に反し

同奨励金支給申請書を労働局長あて提出した。 ｜て申請書等の作成を行った

O 中小企業緊急雇用安定助成金の支給申請手続を行うに当たって、事業｜及び社会保険労務士たるに

主に代わり、自ら、真正の事実に反した内容を記載した「出勤簿」及び「賃｜ふさわしくない重大な非行に

金台帳」を作成し、当該書類を添付した同助成金の支給申請書を労働局l該当。

長あて提出した。

平成26年7月 10中小企業緊急雇用安定助成金の支給申請手続を行うに当たって、事業卜業務停止1年

主に代わり、自ら、事実とは異なる出勤日及び休業日等を記載した虚偽

の出勤簿を作成し、当該虚偽の出勤簿を基に虚偽の内容を記載した『中｜ 故意に、真正の事実に反し

小企業緊急雇用安定助成金（休業等）支給申請書」を作成するとともに、｜て申請書等の作成を行ったと

それら産偽の申請書類を、労働局長あて提出した。 lき及び社会保険労務士たる

にふさわしくない重大な非行

に該当。

平成26年7月 10『緊急人材育成支援事業に係る職業訓練」の実施計画認定申請を受託卜業務停止3ヶ月

したにもかかわらず、正当な理由なく同認定申請期限までに、独立行政

法人雇用・能力開発機構を経由して中央職業能力開発協会に所定の申｜ この法律（社会保険労務士

請手続を行わなかった。 ｜法）の規定に違反したとき及

。労働・社会保険諸手続に関する業務等に関して、事業主と「業務委託契｜ぴ社会保険労務士たるにふ

約」を交わしたにもかかわらず、社会保険労務士法第 19条第1項においlさわしくない重大な非行があ

て備付け及び保存が義務づけされている帳簿を備え付けず、事件の名｜ったときに該当

称、依頼を受けた年月目、受けた報酬の額、依頼者の住所及び氏名文は

名称並びに事件の概要を記載しなかった。



年・月 事 案 処分内容

平成26年7月 O 中小企業緊急雇用安定助成金の支給申請手続を行うに当たって、事業 z業務停止1年

場の真の売上高では同助成金の支給要件を満たさないことを認識してい

たにもかかわらず、自ら、真正の事実に反した内容を記載した『雇用調整 故意に、真Eの事実に反し

実施事業所の事業活動の状況に関する申出書」及び「残高試算表（月次・ て申請書等の作成を行った

期間）」を作成し、また、当該申出書等を添付した「中小企業緊急雇用安 及び社会保険労務士たるに

定助成金休業等実施計画（変更）届Jについて、労働局長に対して、その ふさわしくない重大な該当

提出に関する手続を事業主に代わって行った。

平成26年10月 0 事業所内保育施設設置・運営等助成金の支給申請手続を行うに当たつ －業務停止1年

て、事業主に当該助成金を不正受給させることを目的として、事業主に代

わり、自ら、真正の事実に反した内容（「工事の総費用」については実際 故意に、真正の事実に反し

の費用より多い金額、「保育遊具購入費」については架空の金額）を事業 て申請書等の作成を行った

所内保育施設設置・運営等助成金支給申請書に記載するとともに、当該 及び社会保険労務士たるに

申請書に偽造された「領収証」、「工事請負契約書J及び「工事費内訳書」 ふさわしくない重大な該当

を添付し、労働局長あて提出した。

平成26年10月 0 地域再生中小企業創業助成金の支給申請業務を受託したにもかかわ －業務停止3か月

らず、当該助成金の支給申請手続について、E当な理由なく申請の期限

までに労働局長あてに所定の申請手続を行わなかった。 社会保険労務士たるにふさ

0 労働保険の手続業務の支給申請業務を受託したにもかかわらず、雇用 わしくない重大な非行があっ

保険被保険者資格取得・喪失の手続について、正当な理由なく法定期限 たときに該当

までに所持公共職業安定所長あてに所定の届出を行わなかった。

0 労働保険の手続業務を受託していたにもかかわらず、当該事業場が法

人から個人に営業を継承した際に行うべき労働保険関係の消滅及び成

立の手続について、正当な理由なく法定期限までに所轄労働基準監督署

長あてに所定の届出を行わなかった。

平成26年11月 0 酒気を帯びた状態で普通乗用自動車を運転し、自車左前部をAが運転 －戒告

する車両右後部に衝突させ、Aに加療約 12日聞を要する外傷性頚部症

候群等の傷害を負わせたことにより、道路交通法違反及び自動車運転過 この法律（社会保険労務士

失傷害罪で、簡易裁判所から罰金の略式命令を受けた。 法）の規定に違反したとき及

び社会保険労務士たるにふ

さわしくない重大な非行があ

ったときに該当

平成26年11月 0 税理士でなく、かつ、法律に別段の定めのある場合でないのに、業とし －業務停止6か月

て、税務書類である同法人らの法人税確定申告書等を作成し、もって税

理士業務を行ったことにより、簡易裁判所から税理士法違反で、罰金の この法律（社会保険労務士

略式命令を受けた。 法）の規定に違反したとき及

び社会保険労務士たるにふ

さわしくない重大な非行があ

ったときに該当

・r



年・月 事 案 処分内容

平成26年11月 0 税理士でなく、かつ、法律に別段の定めのある場合でないのに、業とし －業務停止6か月

て、税務書類である同法人らの法人税確定申告書等を作成し、もって税

理士業務を行ったことにより、簡易裁判所から税理士法違反で、罰金の この法律（社会保険労務士

略式命令を受けた。 法）の規定に違反したとき及

び社会保険労務士たるにふ

さわしくない重大な非行があ

ったときに該当

平成27年2月 0 労働保険概算且確定保険料申告手続を行うに当たって、不Eに労働保 －失格処分

険料の賦課又は徴収を免れることを目的として、事業主等に対して事実

に反した賃金台帳の作成を指示した上、この賃金総額に基づき、故意 故意に、真正の事実に反し

に、当該事業場に係る事実に反した『労働保険概算・確定保険料申告 て申請書等の作成を行ったと

書」を作成し、労働局歳入徴収官に提出した。 き、法第 15条の規定に違反

0 不正に健康保険料及び厚生年金保険料等の賦課又は徴収を免れるこ する行為をしたとき及び社会

とを目的として、事業主等の相談に応じ、故意に、従業員に係る「健康保 保険労務士たるにふさわしく

険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届」を事実に反した報酬月 ない重大な非行に該当

額に基づき作成し、日本年金機構事務セン告ーに提出した。



8日現在；外国人労働者向け相談ダイヤル（仮称）

叫
官
仲

w
羽

I豊重1
増加を続ける技能実習生を含む外国人労働者（約79万人：平成26年10月現在）からの棺談に的確に対応するため、現行の外国人

労働者相談コーナーを活用し、平成27年度第1・四半期を目途に、5か国語（中国語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語、英語）に
対応する「外国人労働者向け相談ダイヤル（仮称）Jを整備する。

E 聞か相談

園時情報

外国人労働者

相談コーナー（局）

’ ※必要に応じ、相談内容を
所轄の局へ情報提供

＼ ノ

目
目
之
輯

【設定例】
O転送先

中国語A局（月・木）、B局（火）、C（水・金）
スペイン語D局（月）、E局（水）、F局（金）

※具体的には平成27年度局配置外国人労働者
相談コーナーの閉庁日等を踏まえて決定

O受付時間10時～15時
O受付時間外には時間外ガイダンスを流す
0着信後一定時間応答しなければ掛け直しガイF
ンスを流す

問
時
Z

0

2

I今後のスケジュー／£，］

O 平成26年度内
・来年度の外国人労働者相談コーナーの配置箇所・開設日・対応言語について、本省へ報告【3月上旬まで1
．事前に行う作業（NTTの専用回線の設置）、運用時の留意事項等を記載した通達の発出【3月中】

O 平成27年度
対象局における専用回線の設置、回線番号等について、本省へ報告
疎通試験【運用開始日数日前】

－運用開始【5月中を予定】

【4月中旬まで】



_J__J謹
平成12年の介護保険法の施行以来、介護事業場の数は大きく増加する中、事業開始後聞もないため

労働基準関係法令等に関する理解が不十分な事業場が多く、依然として労働時間、割増賃金や衛生管理
体制等に係る労働基準関係法令違反が高水準で、推移（平成25年度は、全産業68.0%に対し、・・I.Yo)
している。また、近年社会福祉施設における労働災害は大幅に増加（平成25年度の死傷災害発生件数
は、前年比5.4%増）している状況にある。

2 裏業橿要

労働基準関係法令等に精通し、その道守に係る具体的指導が可能な者に委託し、主として中小零細
介護事業場を対象とした、労務管理や労働災害防止に係る基本的事項の理解の促進を目的とするセミ
ナー及び就労環境に則した自主的な改善の促進を目的とする個別訪問による指導を通じて、労働基準
関係法令等の周知及び適正な職場環境形成のための支援を行う。

害轟轟護審露長~－－·一一一・一一一一一一一－一一長二一一一一一一『1
i I輔1=5ニー間麗轟轟｜①周知広報韓議鍾｜ 嘩竃置置歯菌麗聾田園覇園田園圃司

三三塁｜ 事業周知用リーフレツトの IF セミナーの開催
送付 ｜訟 －（宇都道府県各1回J

r . ...＿＿＿＿ーーーーーーーーー瞳盛込』 【合計1,500事業場】

（都道府県！ §：乙
! 労働局 : I 配布 ltr 個l；鵬臣、 •• ·ーI~ －I ! 1一一一一一一一一一ー｜車 （③及び③’を対象） ......二.A:*I ω，個別訪問J V ミナー参加事業場 醸諮h E全国叩o事業場】 •.• －＆：遥重量｜ 百 Z申込

’ 個別訪問による指導結果 ｜事襲撃蜜語韓正 一三？？ギ警察欝 !/ 
＼ 等の報告 偶開眼霞覇醐鴎薄~~i 珊穂欝欝曽野間目

ナ
加

ミ
参

セ
の

4②
 



雇~
全国監督課長会議（平成27年2月 18日開催）

労働基準局総務課調査官説明事項

11 経過（平成26年 10月～平成27年2月）｜

主基主主主
1 0月14日 過労死等防止対策推進法の施行期日を定める政令｜

卜閣議決定
過労死等防止対策推進協議会令 ｜ 

上記両政令公布

極日

1 0月17日

1 0月28日

1 0月29日

関係通達発出（「基発 10 2 8第 1号」、「基総発10 2 8第1号」）

過労時間策推進全一一結成総会~

1 1月 1目

1 1月14日

1 1月～

1 2月17日

主革主工主

（労働基準局総務課長が出席、挨拶）

過労死等防止対策推進法 ｜ 
ト施行

過労死等防止対策推進協議会令｜

過労死等防止対策推進シンポジウム（厚生労働省主催）

各地域におけるシンポジウム等（民間団体主催） E訟i
第1回・過労死等防止対策推進協議会 l総務M ・M I 

1月 9日 平成26年度補正予算案閣議決定

1月 14日平成27年度予算案閣議決定凶塑己

2月20日 第2回・過労死等防止対策推進協議会

12 今後の見通し｜ ※変更があり得る。

主基三ヱ主
4月～5月 過労死等防止対策推進協議会（ 3回程度開催）

6月 過労死防止学会（仮称）設立※民間団体によって設立。

5月下旬～6月下旬 大綱案のパブリツクコメント（任意に実施）、各省協議

6月下旬

夏

1 1月J

大綱の閣議決定、国会報告、公表

過労死等防止対策推進協議会

（平成28年度予算概算要求の報告等）

過労死等妨止啓発月間

※年次報告（過労死等防止対策推進法第6条）は、大綱作成後、国会への提出時期を検討。

1 



/3 基準部・監督署の留意事項｜

( 1 ）各地域で家族会等の関係団体によって行われるシンポジウム等の催事

引き続き、開催趣旨等をよく聴取

本省へ報告・相談

(2）過労死等防止対策00センターの設置

懇談・要請等についても、趣旨をよく確認

本省へ報告・相談

(3）地域住民生活等緊急支援のための交付金

地域しごと支援事業

( 4）ポスターの掲示、リーフレツト等の配置

平成27年7月頃（大綱）

平成27年9月頃（過労死等防止啓発月間（ 1 1月）、シンポジウム）

2 



市
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現行 ｜ ｜ 改正案

三時主知事産扇事尉蚕協調説扇扇子！？同五ーヶ ι －一：竺→7一一つτご：て？竺：一→；一Tで竺： 
:' •• •. ~.←人団偉が事婁一…J、雪重g：才j劇譲鐘韓~~to ：三；i ~.助峨事業の廃止fこ倖む~2~！年1度）民妻支給Lた！園暢腰別：）
7前ための7ジ守－ν
～三：一週労働時間側時間以土の労働制滑空碍；主主Jl(

労 二三：己主に封Lτミーヲータシヨド蚕芝一重I重翠薄型住宅妻、~：：.~.，.，jf1聖／姥実施了： ;e: .•. ~＇~：黒字州三叶－
－ u ・団体が事業開始・終了時に実態を把握するため ・団体が事業開始凶終了時に実態を把握するために

支に行ったアンケート 行ったアンケート
給 ↓
：：の汽事業開始時に比べ、事業終了時の年休取得率又は 事業開始時に比べ、事業終了時の年体取得率文は取得
翌取得回数が低下、月間所定労働時間数が増加、週 日数が低下、月間所定労働時間数が増加、週労働時間
；~~；労働時間盟畳盟藍の労働者の割合が増加した事業 60時間以上の労働者の割合が増加した事業主を把握し、

必要に
扇 三：きかけ（第1四半期目途） 期目途）

（助成事業の廃止に伴い26年度に支給した団体限り）
i:;r, ーす •. ・- →ー一ーマ t 一一一 τ ー了一？一一→ー『一円一一一－ -' ' 一一一一「ー一一一「＝ー？？で一 一一てーーャ ーァーー－－，~：で一 ±でで

金1C J［欝鑓霊差~~.蒋許噂韓轟題章李；デi玉；，， I持~~；え；：言三一：7
~：：二藁1業穫L予＼季iりt主F株司悶翻意司臨時開隣繊鋤：や： •• • ••• ・「

細部i!t]調議場合；ヮユ亨シヨ~g;~蜜師事事事ア Jr
ティングを実施一ゴ ...... 



働き方・休み方改善コンサルタントによる
助成車業実施i支給j一事業主に刻オる一三土口士主立＝－：／＿~案〉ー壬1112_

I~ 改正案 ｜ I~ 現行 ｜ 
事業婁施呑承認したすべての事業主に対し、

コンサルティングを実施し、確実に成果目
標を達成できるように必要な指導を実施

事業実施承認申請があったすべての事業主に対し、事業完

了時に提出される「職場意識改善助成金実施お里報告書』
の内容によりあらかじめ実施状況を把握した上で、コンサ
ルテイングを実施し、確実に成果目標を達成できるように
必要な指導を実施

事
業
実
施
年
度

政策評価のためのアンケート調査の実施

同左

政策評価のためのアンケート調査の実施

支給申請時に提出される「職場意識改善助成金事業実施鎧
墨報告書』

, 
， 

廃止

i否通！ijfl量高画京60－~五面Iii王－©i-i!面害訴~王子·~亙蚕王＇i::i1-1
iして、ワークショップ又はコンサルティングを実施。 i 

1②事業開始時に比べ事業終了時の労働者1人あたりの年休
取得日数が低下文は月間所定外労働時間数が増加

! 
「職場意識改善助成金支給企業！こ関する調査票Jによる現

状把握

労働時間等の設定の改善が望まれる事項を確認した場合は吋

」ヨ主主＇lk壬＿-:f.＿~／i..査室麗Jl＿＿＿＿＿＿＿＿一一一一一 J 
度翌支すべての事業主に対して「職場意識改善助成金支給企業に

々給関する調査票」「基づきコンサルティンゲを実施。年の 』
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［ 改正案（新設）

働き方・休み方改善コンサルタントによる
ー助盛重差婁極ぷ支給斗嘉業主に索はるユ忠旦＝ヱ込ユ正案~）＝そ＿｛｝）＿3

L_ 現行 ｜ 
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目
子育て世代の男性労働者は17.2%となっており、ワーク’ライフ・バランスの実現のために解決すべき喫緊の課題。また、
日本再興戦略（H25.6.14閣議決定）、成長戦略進化のための今後の検討方針（H26.1.20産業競争力会議決定）等において

一層の取組が求められている。

［ 職場意識改善助成金（職場環境改善コース）の見直しについて（案） ［ 

惨 平成27年度予定額：1見000千円 】｜ 平成26年度予算額：1弘叩千円 】

回同掛
Z
0
・N

／ 回ー園田回目回目開園周回開町田園田町四ーーー－－圃四回目司問問ー回ーー園田 園 ー 回 園 田 園 圃 圃 帽 四 回 ー ・ ・ 、 －

【助成対象】労働時間管理適正化 ． 
就業規則等の作携・r変更費用＼：研修費贋，；労務管哩屑ι

機器等り導JS・更新費用等が助成対象巴 f

【成果目標】
①年休の年間平均取得日数を1日以上増加
②月間平均残業時間数を1時間以上削減

【助成率、上限額】
費用の1/2～3/4を助成、上限80万円

、①、②いずれも達成されない場合ても1/2は助成
、、ーーーーー・圃ー圃園田圃圃国幽由国圃園田園－.－－・園開園・開閉周回国司回・司園田句ーー四国同箇幽，，’

ムグ園町園田ー胴 歯 周 回 目 園 田 周 回 岡田国間同国岡田園田ー回目白・・ーーーー・・圃・・・・園田園・・回目園田問、

i 【助成対象】労働能率増進 /: 

労働能率のご増進l己資手る甑備・機器等ぬ導応更新費／！
買が助成対象 ＼ 」 ••• ,. 

【成果目標】

＠年俳の宇開平均取得一日教を4目、以土増加・＜：
②月間平均残業時間数を5時間以土削減：？と〕九

【助成率、上限額】
費用の3/4を助成、上限80万円

入①及び②を達成した場合、助成対象とする ， 



［ 職場意識改善助成金（所定労働時間短縮コース）の新設について（案） 1 

閣直

【助成概要】

労働基準法の特例として法定労働時間が週44時間とされている中小企業が、所定労働時間を
2時間以上短縮して40時間以下とした場合に助成

【助成対象】労働時間管理適正化・労働能率増進

－就業規則等の作成＝変更費用、研修費用、労務管理用機器等の導入・更新費用等
E労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新費用

【成果目標】

週所定労働時間を2時間以上短縮して40時間以下とする

【助成率、上限額】

費用の3/4を助成、上限50万円

【支給認定者】

都道府県労働局長
国
昨
繍
Z
D

・
ω



「一二千二一時零時時助成金（デレヂクミーゎゐ見書－しとづいてー（案〉一十三寸
.. 』

「世界最先端IT国家創造j宣言（平成25年6月14日閣議決定）において、 2020年には、テレワーク導入企業を2012年度
比で3倍以上にすることが宣言されるなど、政府全体でテレワーク導入促進策を実施するとされている。また、「まち・ひと・
し二と創生総合戦略」（平成26年12月27日閣議決定）において、サテライトオフィス、テレワーク等の遠隔勤務の促進が求
められている。

掛
同
且
［
胤

＇＇~弘主主五r!::l.'.

【助成の目的】：週1回以上、終日、在宅又はサテライトオフィ
丞でのテレワークを導入する企業に対Lて導入経費の一
部を助成

H与：科主主玉三！－＇.
【助成の目的】：週1回以上、終日在宅でのテレワークを導

入する企業に対して導入経費の一部を助成

f助成対象】：J 事業実施期間中の4定期間に、週：壬日以上終
I~ 日、在宅又は主主テライトオフィスでのテレワークを実施する
ーにこ左を目的とじた

事業実施期間中の一定期間に子事業計画時に
申請した事業実施対象労働者の全員が少なぐとも1回は終

一 目、在宅又はサテライトオフィスrでのテレワークを実施L、
よ 糾若島判論者を平均Lで週1日以上終日、＼在宅又
ー... .一一ーのテレワークを実施すること

成果目標達成：の場合J導入経費の3/4

正三：上限額ミ対象矧勤者数x盟主E叉は日0万刊の］，－、ずれか
低い額ァペ
←の場合？と導入経費のν2、今

γJ上限額：対象J労働者数x盟主E支はI加万円：のいずれか｜思
一ぃ額； ｜霊

-I> 

【助成対象】：事業実施期間中の一定期間に、週1日以上
終日の在宅テレヲークを実施することを目的とした経費

【成果目標】：事業実施期間中の一定期間に、事業計画
時に申請した事業実施対象労働者f以下F対象労働
者」｝の全員が少なくとも1回は終日の在宅就労を実施
し、対象労働者を平均して週1日以土終日！の在宅テレ
ワークを実施すること

【上限額、助成率】
成果冒標達成の場合：導入経費の3/4

上限額：対象労働者数×6万円又は150万円のいずれ
か低い額 ・

成果目標未達成の場合：導入経費の1/2

上限額：対象労働者数×4万円又は100万円のいずれ
か低い額


